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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

評価の視点等 新旧対照表
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業 ２ 高年齢者等に係る雇用関係業 ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関す
務に関する事項 務に関する事項 る事項

(2) 高年齢者等の雇用に関する技 (2) 高年齢者等の雇用に関する技 (2) 高年齢者等の雇用に関する技術
術的事項について、事業主その 術的事項について、事業主その 的事項について、事業主その他の
他の関係者に対して相談その他 他の関係者に対して相談その他 関係者に対して相談その他の援助
の援助を行うことに関する事項 の援助を行うことに関する事項 を行うことに関する事項

高年齢者等の安定した雇用の 生涯現役社会の実現に向けて、 生涯現役社会の実現に向けて、高年
確保、雇用管理改善等の実施、 高年齢者雇用確保措置に関する 齢者雇用確保措置に関する事業主の取
高年齢者等の多様な就業ニーズ 事業主の取組、高年齢者等の雇 組、高年齢者等の雇用管理改善等、高年
に応じた就業機会の確保を図る 用管理改善等、高年齢者等の職 齢者等の職業の安定を図るための多様な
ために、職業安定機関と連携し 業の安定を図るための多様な就 就業機会の確保に関して、事業主等に対
つつ、事業主等に対して必要な 業機会の確保に関して、事業主 する相談・援助、実践的手法の開発、啓
支援を実施すること。 等に対する支援を職業安定機関 発広報活動等の支援を職業安定機関と十

と十分に連携しつつ、効果的に 分に連携しつつ、効果的に実施する。
実施する。

① 高年齢者雇用アドバイザー ア 高年齢者雇用アドバイザー ① 高年齢者雇用アドバイザーに
等による相談・援助等の実施 による相談・援助等の実施・ よる効果的な相談・援助等の実

充実 施・充実

① 高年齢者雇用アドバイザー 高年齢者雇用アドバイザーに
による効果的な相談・援助等 よる相談・援助は、「生涯現役社
の実施 会の実現」に重点を置き、「希望者全

員を対象とする６５歳までの継続雇
「生涯現役社会の実現」に 「生涯現役社会の実現」に 用制度の導入」、「７０歳まで働ける企
重点を置き、「希望者全員を 重点を置き、「希望者全員を 業の実現」等に資するため、雇用管
対象とする６５歳までの継続 対象とする６５歳までの継続 理改善に取り組もうとする又は取り
雇用制度の導入」、「７０歳ま 雇用制度の導入」、「７０歳ま 組む必要がある事業主に対して実施
で働ける企業の実現」等に資 で働ける企業の実現」等に資 する。
するため、高年齢者雇用アド するため、高年齢者雇用アド その実施に当たっては、高年齢者
バイザーを活用して、執行の バイザーが、事業主等に対し 等の雇用の安定等に関する法律（昭
効率化を図りつつ、機構の蓄 て、実践的支援ツールを活用 和４６年法律第６８号）に規定され
積する専門的知見を基に事業 して対象企業の課題等を把握 ている６５歳までの高年齢者雇用確
主等に対する高年齢者等の雇 する等により、毎年度延べ３ 保措置の未実施企業や経過措置によ
用の技術的問題全般に関する ０，０００件の相談・援助を り継続雇用制度の対象者の基準を設
相談・援助を行い、相談・援 計画的かつきめ細かく実施す けている企業等に対し、希望者全員
助を実施した事業主等に対し る。実施後は、相談・援助を ６５歳までの継続雇用に向けて、職
て追跡調査を実施し、７０％ 行った事業主等に対して追跡 業安定機関からの要請に積極的に対
以上の利用事業主等におい 調査を実施し、有効回答のう 応するとともに、希望者全員６５歳
て、具体的な課題改善効果が ち７０％以上の事業主等にお までの高年齢者雇用確保措置の実施
見られるようにすること。 いて、具体的な課題改善効果 済み企業等に対しては、６５歳を超

が見られるようにする。 える定年延長等の企業の自主的な取
高年齢者雇用アドバイザー 組を支援する等年齢にかかわりなく
による相談・援助は、高年齢 働ける企業の普及を図り、生涯現役
者等の雇用の安定等に関する 社会の実現を推進する。

また、職業安定機関からの 法律（昭和４６年法律第６８ また、中高年従業員の活用方法等
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

要請に基づく事業所に対する 号）に規定されている６５歳 や職業意欲の向上等についての事業
相談・助言を積極的に実施す までの高年齢者雇用確保措置 主等のニーズに応えるため、高年齢
ること。 の未実施企業や経過措置によ 者雇用アドバイザーが行う高年齢者

り継続雇用制度の対象者の基 等の雇用に関する事業主等への相談･
準を設けている企業等に対 援助として、企業等を会場として当
し、希望者全員６５歳までの 該企業の職場管理者又は中高年従業
継続雇用に向けて、職業安定 員に対する研修を実施する。
機関からの要請に積極的に対
応して相談・助言を実施す
る。
希望者全員６５歳までの高
年齢者雇用確保措置の実施済
み企業等に対しては、６５歳
を超える定年延長等の企業の
自主的な取組を支援する等年
齢にかかわりなく働ける企業
の普及を図り、生涯現役社会
の実現を推進する。

イ 「生涯現役社会の実現」に重点
を置き、「希望者全員を対象とする
６５歳までの継続雇用制度の導
入」、「７０歳まで働ける企業の実
現」等に資するため、事業主が取
り組む際に課題となる賃金・退職
金制度又は人事管理制度等の見直
し等に対して、実践的支援ツール
を活用して対象企業の能力開発、
職場環境整備、人事管理制度及び
健康・安全管理等に係る課題を把
握する等を行い、高年齢者雇用ア
ドバイザーが、３０，０００件以
上の相談・援助を実施することに
より、高年齢者等の雇用管理の改
善に関する事業主の取組を支援す
る。

高年齢者雇用アドバイザーによ
る相談・援助は、高年齢者等の雇
用の安定等に関する法律に規定さ
れている６５歳までの高年齢者雇
用確保措置の未実施企業や経過措
置により継続雇用制度の対象者の
基準を設けている企業等を重点に
訪問対象企業を労働局と共同して
選定するなど、希望者全員６５歳
までの継続雇用に向けて、職業安
定機関からの要請に積極的に対応
し、密接な連携を図りながら、計
画的に実施する。
年齢にかかわりなく働ける企業

の普及に係る支援に当たっては、
企業の高齢化や制度導入のそれぞ
れの状況に応じ、①６５歳以上雇
用を実現している企業に対しては、
次の段階として自然体で７０歳雇
用につなげる、②運用により７０
歳雇用を実現している企業に対し
ては、７０歳雇用を制度として定
着させる、③７０歳雇用を実現し
ている企業に対しては、さらに年
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齢にかかわりなく働ける企業の実
現につなげるよう、効果的かつ的
確な相談・援助を実施する。
相談・援助実施後は、利用事業

主等に対して追跡調査を実施し、
有効回答のうち７０％以上の事業
主等において、具体的な課題改善
効果が見られるようにする。また、
効果がなかった旨の評価に対して
は、自由回答欄の記載を分析し、
その原因等を把握する等により、
より利用者の満足が得られる内容
となるよう随時見直しを図る。

ロ 高年齢者雇用アドバイザーによ
る実践的支援ツールの活用や相談
・援助によって明らかになった課
題に対して、その解決に向けた助
言を行い、自力で解決することが
できない事業主に対して具体的な
解決案を提案する企画立案サービ
スを積極的に実施する。

ハ 高年齢者雇用アドバイザーが企
業に対する相談・援助の過程で中
高年従業員の活用方法等や職業意
欲の向上等の支援のニーズを把握
した場合には、企業の職場管理者
の能力向上及び意識改革、中高年
従業員の自己啓発促進等による職
務遂行能力の向上を図るための研
修（以下「職場管理者研修・中高
年従業員研修」という。）を効果的
に実施する。

② 高年齢者雇用アドバイザー ② 高年齢者雇用アドバイザー ニ 高年齢者雇用アドバイザー
による支援の質の向上 による支援の質の向上 によるサービスの一層の質の
高年齢者等の安定した雇用 高年齢者雇用アドバイザーに 向上を図るため、活動実態の

の確保の促進を図るため、賃 よるサービスの一層の質の向 把握を行うとともに、継続雇
金、人事処遇制度等高年齢者 上を図るため、更なる専門性、 用制度等を導入した企業等の
等の雇用を進めていく上での 相談・援助スキルの向上のた 賃金・退職金制度、人事管理
課題解決に資する実践的手法 めの研修を充実するととも 制度等について、事例発表・
を開発し、高年齢者雇用アド に、相談・援助等の好事例の 意見交換等を行う事例検討会
バイザーが活用するためのツ 提供、高年齢者等の雇用を進 を行う。
ールを提供するとともに、高 めていく上での課題解決に資 また、事例検討会で出され
年齢者雇用アドバイザーの相 する実践的支援ツールの開発 た好事例を収集・整理し、事
談・援助スキル、資質向上の ・提供等を実施する。 例集等を作成し、高年齢者雇
ための研修の充実を図るこ 相談・援助によって明らか 用アドバイザーに提供する。
と。 になった高年齢者の継続雇用

に当たっての条件整備に関し ホ 社会の変化や事業主の経営
③ 効果的な相談・援助の充実 て、企業等のニーズに応じた 環境の状態等に対応した相談

①及び②に加え、人事労 専門的・技術的支援を積極的 ・援助の技術の向上を図るた
務管理や雇用環境整備に関す に実施し、人事労務管理や雇 め、高年齢者雇用アドバイザ
る給付金の活用を組み合わ 用環境整備に関する給付金の ーに対し、実践的支援ツール
せ、高年齢者の多様なニーズ 活用を組み合わせ、高年齢者 の効果的な活用や企画立案サ
に対応しつつ、その能力を最 の多様なニーズに対応しつ ービス、職場管理者研修・中
大限発揮できるよう、効果的 つ、その能力を最大限発揮で 高年従業員研修の効果的実施
な相談・援助の充実を図るこ きるよう、効果的な相談・援 に資する実務研修等を実施す
と。 助の充実を図る。 る。

なお、実施に当たっては、
企業等に対する高年齢者雇用
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に係る人事・労務管理上の諸
問題の具体的な解決策の提案
や「７０歳まで働ける企業」
の実現に向けた企業の実情に
合わせた提案を行う資質や技
術を高めるため、事例発表、
グループ討議を中心とした研
修内容とする。

ヘ 機構は、高年齢者雇用アド
バイザーが実施する勉強会な
ど自主的な資質向上への取組
を支援するため、研修会、勉
強会等への機構職員の参加や
メールマガジンの発行を行う。

ト 高年齢者雇用に関する高度
に専門的ないし技術的な知識
及び相談・援助の高い能力と
豊富な経験を有するゼネラル
アドバイザーを機構本部に配
置し、機構本部として、高年
齢者雇用アドバイザーに対す
る、企画立案等に係る相談・
指導、各都道府県の高齢者雇
用アドバイザーに対する、企
画立案等に係る相談・指導、
各都道府県の高齢者雇用アド
バイザーと連携した広域的な
企業グループを対象とする相
談・助言活動を行うとともに、
ゼネラルアドバイザー必要に
応じ現地に赴き、企業に対す
る相談・援助の実施に関し、
当該高齢者雇用アドバイザー
に協力する。

イ 実践的手法の開発・提供 ② 実践的手法の開発・提供
企業における高年齢者等の 企業における高年齢者等の雇
雇用に係る問題の解決、雇用 用に係る問題の解決、雇用管理
管理の改善等に資するため、 の改善等に資するため、事業主
事業主のニーズに配慮しつ のニーズに配慮しつつ、高年齢
つ、高年齢者等の雇用に関す 者等の雇用に関する必要な実践
る必要な実践的手法を開発 的手法を開発し、高年齢者雇用
し、高年齢者雇用アドバイザ アドバイザーが行う相談・援助
ーが行う相談・援助への活用 への活用を図るとともに、常に
を図るとともに、常に情報の 情報の抽出・整理ができるよう
抽出・整理ができるようにデ にデータベースを構築し、当該
ータベースを構築し、当該開 開発成果に係る情報を蓄積・管
発成果に係る情報を蓄積・管 理した上で、開発成果をホーム
理した上で、開発成果をホー ページ等を通じて提供すること
ムページ等を通じて提供する により、事業主等の自主的な取
ことにより、事業主等の自主 組を支援する。
的な取組を支援する。

① 事業主支援手法等の開発 イ 事業主支援手法等の開発
高年齢者雇用アドバイザ 「７０歳まで働ける企業」
ーによる相談・援助の効果 の普及・促進等を進めていく
的な実施に資するため、事 上での課題となる要因を明ら
業主支援手法等を開発す かにし、その解決を図るため、
る。 賃金・人事処遇制度等に関す
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る調査研究等を行い、事業主
支援手法等を開発し、併せて
その研究成果を高年齢者雇用
アドバイザーの行う相談・援
助業務等への活用を図る。
また、「７０歳まで働ける

企業」の普及を加速するため、
高年齢者雇用アドバイザーが
相談・援助を行う際にどのよ
うな情報が必要か、また、ど
のような手法が効果的かなど
について高齢者雇用アドバイ
ザーからニーズ把握を行い、
それをもとに新たな相談手法
や企業への情報提供のあり方
について検討を行う。

② 生涯現役を目指す職場づ ロ 生涯現役を目指す職場づくりに
くりに向けた調査研究の実 向けた調査研究の実施
施

生涯現役を目指す職場作 生涯現役で働ける職場づく
りの実現に向けた条件整備 りを目指す企業等と協力して、
や多様な就業形態の開発等 「職務再設計」「人事･賃金管
に関する調査研究を実施す 理」「能力開発」「健康管理」
る。 等当該企業等が抱える問題点

について、「作業工程改善型」
（最長２年間で支援機器等の
設計・開発から導入・効果測
定を行うもの）及び「制度改
善型」（最長１年間で制度設
計、試行から効果測定を行う
もの）の２類型で調査研究を
実施し、取組の経過や検討内
容、改善結果を紹介すること
により具体的な改善手法の普
及を図り、生涯現役を目指す
職場づくりに向けた環境整備
を推進する。

③ 産業別ガイドライン策定 ハ 産業別ガイドライン策定・普及
・普及支援 支援
産業団体が学識経験者、 産業団体が学識経験者、産
産業団体代表者等から構成 業団体代表者等から構成する
する産業別高年齢者雇用推 産業別高年齢者雇用推進委員
進委員会を開催し、高年齢 会を開催し、高年齢者等の雇
者等の雇用促進のために解 用促進のために解決すべき課
決すべき課題等について検 題等について検討を行い、そ
討を行い、その結果に基づ の結果に基づき高年齢者等の
き高年齢者等の雇用をより 雇用をより一層促進するため
一層促進するために必要な に必要なガイドラインを自主
ガイドラインを策定・普及 的に策定することを支援する。
することを支援する。 平成２５年度は、新たに５

団体について設置し、平成２
４年度から活動を続けている
５団体と併せて、計１０団体
について取組を支援する。

(3) 生涯現役社会の実現に向けた (3) 生涯現役社会の実現に向けた (3) 生涯現役社会の実現に向けた気運の
気運の醸成に関する事項 気運の醸成に関する事項 醸成に関する事項
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生涯現役社会の実現を目指 生涯現役社会の実現を目指し、 生涯現役社会の実現を目指し、生涯現
し、生涯現役でいることにつ 生涯現役でいることについての 役でいることについての意義や重要性な
いての意義や重要性などを広 意義や重要性などを広く国民に どを広く国民に周知・広報し、生涯現役
く国民に周知・広報し、生涯 周知・広報し、生涯現役社会の 社会の実現に向けた国民的な気運を醸成
現役社会の実現に向けた国民 実現に向けた国民的な気運を醸 るための国民運動を推進する。
的な気運を醸成するための国 成るための国民運動を推進する。
民運動を推進すること。

① 啓発広報活動等の実施 ア 啓発広報活動等の実施 ① 啓発広報活動等の実施
高年齢者等の雇用に関する 高年齢者等の雇用に関する 生涯現役社会の実現に向けた国
国民の理解の促進を図るた 国民の理解の促進を図るた 民的な気運を醸成するため、高年
め、高齢者雇用を支援する月 め、高齢者雇用を支援する月 齢者等の雇用に関する国民の理解
間を設け、高年齢者等の雇用 間を設け、企業等が高年齢者 の促進と高年齢者がいきいきと働
に関するシンポジウム等の各 等にとって働きやすい雇用環 くことができる職場づくりのアイ
種行事の開催、好事例の選定 境にするために創意工夫を行 デアの普及を図る「高年齢者雇用
・表彰等を行うとともに、刊 った改善の事例の発表等を内 開発コンテスト」を実施し、１０
行誌の発行、ホームページへ 容とする行事を開催する。 月の高年齢者雇用支援月間に開催
の掲載、マスメディア等の活 高齢化対策、高年齢者等の する「高年齢者雇用開発フォーラ
用、経済団体等との連携によ 雇用問題について、その具体 ム」において、入賞企業の表彰、
り啓発広報活動を効果的かつ 的対応事例等を掲載した定期 入賞企業等が創意工夫を行った改
積極的に展開すること。 刊行誌を毎月発行する。また、 善事例の発表及び意見･情報交換

ホームページを活用した情報 を行う。
提供、マスメディア等の活用、 また、当該フォーラムにおいて
経済団体等との連携による啓 は、機構が開発した実践的手法及
発広報活動を実施する。 び生涯現役を目指す職場づくりに

向けた調査研究等の成果を組み合
わせて公開するなど、効果的な啓
発広報活動を行う。

高障センターにおいても、当該
月間を中心に職業安定機関及び経
済団体等との連携により、企業の
創意工夫等の改善事例の発表及び
意見交換等を行うワークショップ
を開催し、啓発広報活動を実施す
る。

また、高齢化対策、高年齢者等
の雇用問題について、その具体的
対応事例等を掲載した定期刊行誌
「エルダー」を毎月作成・発行し、
事業主等に配布する。
なお、作成に当たっては、読者

アンケートや編集委員会等の意見
を踏まえ誌面の一層の充実を図
る。
さらに、高齢化・高齢者雇用に
関連する統計データを取りまとめ
た冊子を作成し、事業主等に配布
するほか、ホームページを活用し
た情報提供及びマスメディア等を
活用した啓発広報活動を行う。

② 高年齢者等の雇用に係る企 イ 生涯現役を目指す職場づく ② 生涯現役を目指す職場づくりに向
業の好事例の効果的な活用 りに向けた先進事例の収集・ けた先進事例の収集・提供

提供

企業における高年齢者の雇 企業における高年齢者の雇 企業における高年齢者の働き
用環境整備に係る取組を推進 用環境整備に係る取組を推進 方等の雇用環境整備を推進する
するため、高年齢者等の雇用 するため、高年齢者等の雇用 ため、「高年齢者雇用開発コン
に係る企業の好事例の効果的 に係る企業の好事例を収集・ テスト」の応募事例や７０歳以
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な活用を促進すること。 提供し、効果的な活用を促進 上の従業員がいきいきと働いて
する。 いる先進的な職場事例について

事例集を作成するほか、各種イ
ベント等で情報を発信し、生涯
現役を目指す職場づくりに向け
た先進事例の提供を行う。

(4) 労働者に対して、その高齢期 (4) 労働者に対して、その高齢期 (4) 労働者に対して、その高齢期に
における職業生活の設計を行う における職業生活の設計を行う おける職業生活の設計を行うこと
ことを容易にするために必要な ことを容易にするために必要な を容易にするために必要な助言又
助言又は指導を行うことに関す 助言又は指導を行うことに関す は指導を行うことに関する事項
る事項 る事項

生涯現役社会の実現に向けて 生涯現役社会の実現に向けて 生涯現役社会の実現に向けて労
労働者が早い段階から自らの希 労働者が早い段階から自らの希 働者が早い段階から自らのキャリ
望と能力に応じた多様な働き方 望と能力に応じた多様な働き方 ア設計を含めた職業生活の設計を
を選択し、実現できるようにす を選択し、実現できるようにす 行い、６５歳以降まで多様な働き
るため、職業安定機関等と密接 るため、職業安定機関等と密接 方を選択し、自らの希望と能力に
な連携を図りながら、高齢期に な連携を図りながら、高齢期に 応じて働くことができるようにす
おける職業生活の設計のための おける職業生活の設計のための るため、職業安定機関等と密接な
助言、援助を行うこと。 助言、援助を行う。 連携を図りながら、高齢期におけ

る職業生活の設計のための助言、
援助を行う。
実施に当たっては、企業に対す

る相談・援助を行う過程で把握し
たニーズに応じ、高齢者雇用アド
バイザーが企業等を会場として研
修等により行う。

自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目４ 高年齢者雇用に関する相談・援助、実践的手【評価項目１ 高年齢者雇用に関する相談・援助、実践的手法の開発、
法の開発、啓発等】 啓発等】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

・高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支援アドバイザ ・高年齢者雇用アドバイザーが、事業主等に対して、毎年度延べ３０，・中期計画に基づく変更。
ーが、事業主等に対して、毎年度延べ３０，０００件の相 ０００件の相談・援助を計画的かつきめ細かく実施すること。
談・援助を計画的かつきめ細かく実施すること。

・相談・援助を行った事業主等に対して追跡調査を実施し、 ・相談・援助を行った事業主等に対して追跡調査を実施し、有効回答
有効回答のうち７０％以上の事業主等において、具体的な のうち７０％以上の事業主等において、具体的な課題改善効果が見
課題改善効果が見られるようにすること。 られるようにすること。

・高年齢者等の能力の有効活用等に必要な調査研究を行おう ・中期計画に基づく削除。
としている事業主等と共同して、７０歳まで働ける企業へ
の取組を中心とした共同研究を５件以上実施すること。

・平成２３年度から活動を続けている５団体と併せて、計１ ・継続及び新規に活動している団体と併せて、計１０団体について高 ・平成25年度計画に基づく変更。
０団体について高年齢者等の雇用をより一層促進するため 年齢者等の雇用をより一層促進するために必要なガイドラインを自
に必要なガイドラインを自主的に策定することを支援する 主的に策定することを支援すること。
こと。

・新たに５団体について産業別高年齢者雇用推進委員会を設 ・前項に統合
置すること。
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［評価の視点］ ［評価の視点］

・高年齢者雇用アドバイザー等が、事業主等に対して、毎年 ・数値目標で設定しているため削除。
度延べ３０，０００件の相談・援助を計画的かつきめ細か
く実施しているか。

・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善 ・数値目標で設定しているため削除。
効果が見られた旨の評価が得られたか。

・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助は、６５歳ま ・６５歳までの高年齢者雇用確保措置の未実施企業や経過措置により ・中期計画に基づく変更。
での高年齢者雇用確保措置の未実施企業、とりわけ小規模 継続雇用制度の対象者の基準を設けている企業等に対し、希望者全
な企業に対する相談・援助、希望者全員を対象とする制度 員６５歳までの継続雇用に向けて、職業安定機関からの要請に積極
を導入するための相談・援助及び継続雇用制度の対象者の 的に対応して相談・援助を実施しているか。
基準を労使協定により定めるための相談・援助に重点を置
いて実施しているか。

・高年齢者雇用アドバイザー等は、企画立案サービスを積極 ・前項に統合。
的に実施しているか。

・７０歳雇用支援アドバイザーによる相談・援助は、６５歳 ・希望者全員６５歳までの高年齢者雇用確保措置の実施済み企業等に ・中期計画に基づく変更。
までの高年齢者雇用確保措置の実施企業を中心に、６５歳 対し、６５歳を超える定年延長等の企業の自主的な取組を支援する
を超える定年延長等の企業の自主的な取組を支援している ための相談・援助を実施しているか。
か。

・高年齢者雇用アドバイザー等によるサービスの一層の質の ・高年齢者雇用アドバイザーによるサービスの一層の質の向上を図る ・中期計画に基づく変更。
向上を図るため、相談・援助等の好事例の提供、事例検討 ため、企業等のニーズに応じた専門的・技術的支援が可能となるよ
会、実務研修等を実施しているか。 う、相談・援助スキルの向上のための研修、相談・援助等の好事例

の提供等を実施しているか。

・高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の効果的な ・事業主のニーズに配慮しつつ、高年齢者等の雇用に関する必要な実 ・中期計画に基づく変更。
実施の観点から調査研究のテーマを設定しているか。 践的手法を開発するとともに、高年齢者雇用アドバイザーが行う相

談・援助への活用を図っているか。

・研究成果を相談・援助業務等に活用しているか。 ・前項に統合。

・高年齢者等の雇用確保のための条件整備に必要な調査研究 ・前項に統合。
を事業主等と共同で実施しているか。

・産業別高年齢者雇用推進委員会において、高年齢者等の雇 ・前項に統合。
用促進のために解決すべき課題等について検討を行ってい
るか。

・産業団体がガイドラインを自主的に策定することについて ・前項に統合。
支援を行っているか。

・実践的手法の開発により得られた成果について、冊子等を ・実践的手法の開発により得られた成果について、情報を蓄積・管理 ・中期計画に基づく変更。
作成し、事業主等に配布するほか、事業主等が有効に活用 した上で、ホームページ等を通じて提供しているか。
できるようホームページで情報提供を行っているか。

・高齢者雇用を支援する月間における事例発表等について、 ・高齢者雇用を支援する月間を設け、改善事例の発表等を内容とする ・中期計画に基づく変更。
高年齢者等の雇用の確保の重要性を参加者に理解させるよ 行事を実施するほか、定期刊行誌の発行、ホームページを活用した
うな内容になっているか。 情報提供、マスメディア等の活用、経済団体等との連携により、啓

発広報活動を実施しているか。

・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。 ・前項に統合。

・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといった ・前項に統合。
マスメディア等の活用等による啓発広報活動を実施してい
るか。
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・高年齢者等の雇用を推進している先進企業の事例の収集・ ・高年齢者等の雇用に係る企業の好事例を収集・提供しているか。 ・中期計画に基づく変更。
提供を行っているか。

・支援対象を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特性を ・中期計画に基づく削除。
踏まえた、より効果的かつ効率的な事業手法を検討し、そ
の結果に基づく効果的かつ効率的な運営に取り組んでいる
か。

・平成２５年度以降の高年齢者雇用支援業務の実施体制・実 ・中期計画に基づく削除。
施方法に関する厚生労働省の検討に資するよう、必要な連
携を図っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（２） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業 ２ 高年齢者等に係る雇用関係業 ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関す
務に関する事項 務に関する事項 る事項

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に (1) 高年齢者等の雇用の安定等に (1) 高年齢者等の雇用の安定等に資
資する事業主等に対して給付金 資する事業主等に対して給付金 する事業主等に対して給付金を支
を支給することに関する事項 を支給することに関する事項 給することに関する事項

① 高年齢者等の雇用の安定等 高年齢者等の雇用の安定等を 高年齢者等の雇用の安定等を図
を図るため、機構が実施する 図るため、機構が実施する各種 るため、機構が実施する各種給付
各種給付金支給業務について 給付金支給業務については、そ 金支給業務については、その政策
は、法律の目的にのっとり、 の政策目的にのっとり、適正か 目的にのっとり、適正かつ効率的
適正かつ効率的な運営を図る つ効率的な運営を図る。 な運営を図る。
こと。

ア 効率的な給付金支給事務の ① 効率的な給付金支給事務の実施
実施

適正支給に配慮しつつ、 イ 支給決定案件ごとの処理期
申請様式及び添付書類の 間を把握し、必要に応じて審
見直し、進捗状況の適正 査業務の見直しを行い事務処
な管理による事務手続の 理の効率化を図る。
合理化を図る。 また、機構本部が高障セン
給付金業務担当者会議 ターに対し支給申請書の処理

の開催等により、窓口担 期間を厳守するように個別指
当者の能力向上等の取組 導するなど進捗管理の徹底を
を行う。 図る。

ロ 高障センターの窓口におい
て円滑かつ迅速な支給、支給
申請の際のトラブル防止のた
め、事業主等に対して、支給
申請書等の記入方法、審査に
要する手続及び期間等につい
て、十分に事前説明を行うと
ともに、適正かつ効率的な点
検確認を行う。

ハ 効率的な支給業務を実施す
るため、機構本部は、高障セ
ンターの給付金業務担当者会
議等を開催し、審査手順、審
査に当たっての留意事項等の
説明及び事例検討の実施によ
り、窓口担当者の審査能力向
上等を図る。

ニ 適正支給に配慮しつつ、申
請様式及び添付書類の見直し
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等を検討する。

② 給付金の効果的活用を図る イ 給付金の効果的活用の促進 ② 給付金の効果的活用の促進に向けた
ため、事業主等に対する積極 に向けた周知・広報 周知・広報
的な周知・広報を図ること。 事業主等の利便性を図 イ 事業主等が給付金を容易に

るため、各種給付金の支 理解できるよう各種給付金の
給要件、助成額、申請窓 支給要件、助成額、申請方法、
口の所在地等をホームペ 申請書等の様式及び申請書等
ージ等で公開するととも に添付する添付書類一覧表等
に、支給要件等に変更が の説明について、ホームペー
あった場合は当該変更が ジに公開する。
確定した日から速やかに 支給要件等に変更があった
ホームページ等で公開す 場合は当該変更が確定した日
る。 から速やかにホームページ等

で公開する。

給付金の効果的活用を ロ 高障センターは職業安定機
促進するため、職業安定 関、関係機関・団体等との連
機関との連携を図り、様 携の下、様々な機会を通じて
々な機会を通じて事業主 事業主等に積極的な周知・広
等に対する積極的な周知 報を行う。特に給付金の説明
・広報を行い、特に給付 会については、高障センター
金の説明会については、 ごとに説明会実施回数の目標
毎年度５００回以上実施 値を示し、高障センターはこ
する。 れに基づき、説明会を５００

回以上実施する。
また、高障センターは職業

安定機関との間に連絡会議を
設け、相互の情報交換を密に
するとともに、事業主説明会
の共催、各種対外配布文書等
への給付金関係記事の掲載依
頼等を行う。さらに、機構本
部は高障センターの周知活動
の状況を把握し、その結果に
ついて全国の高障センターに
フィードバックすることによ
り、連携による給付金の効果
的な活用の更なる促進を図る。

ハ 生涯現役社会の実現に向け
た企業の取組を促進・支援す
るため、制度の内容を新聞広
告、事業主団体の広報誌等を
活用して広く周知を図る。

事業主にとって分かり ニ 給付金の種類ごとに分かり
やすい各種給付金のパン やすいパンフレットや支給申
フレットや支給申請の手 請の手引等を作成し、事業主
引等を作成し、高齢・障 等に対して給付金の支給要件
害者雇用支援センター及 及び手続き等を周知する。
び職業安定機関等におい
て事業主等に配付する。

③ 高年齢者等の雇用に関 ウ 適正な支給業務の実施 ③ 適正な支給業務の実施
する事業主等への給付金 適正な審査と支給申請 イ 支給申請事業所に対する計
支給については、職業安 事業所に対する計画的な 画的な調査を実施するため、
定機関との連携、適切な 調査を行い、疑義のある 高障センターごとの調査実施
情報提供等により、適正 ものについては追加資料 件数の目標値を示し、高障セ
な支給業務の実施を図る の提出、実地での確認等 ンターはこれに基づき、調査
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こと。 を行うことにより、不正 を実施する。疑義のあるもの
受給防止対策を講ずる。 については追加資料の提出、

実地での確認等行うことによ
り、不正受給防止対策を徹底
する。また、平成２４年度に
開設した不正受給通報メール
アドレスにより、不正受給の
疑いがある事業主等の情報を
広範に収集する。

また、適正な審査、調 不正受給が発生した場 ロ 不正受給が発生した場合は、
査の実施により、不正受 合は、再発防止の観点か 再発防止の観点からその原因
給を防止するとともに、 らその原因を究明し、関 を究明し、厚生労働省又は都
不正受給が発生した場合 係機関に対して適切な情 道府県労働局等その他関係機
は、的確に対応すること。 報提供を行うとともに、 関に対して適切な情報提供を

必要な対策を講ずる。 行うとともに、必要な不正受
給防止対策を講ずる。

適正な支給業務を実施 ハ 適正な支給業務を実施する
するため、給付金業務担 ため、機構本部は、高障セン
当者会議を開催し、支給 ターの給付金業務担当者会議
業務に関する問題点等に 等を開催し、申請事業所にお
ついて情報交換を行う。 ける申請内容の実態確認の具

体的な方法等を指示するとと
もに、過去の不正受給の手口
等について具体的に説明し、
防止するための確認方法を指
導すること等により効果的な
給付金支給業務の実施を図る。

厚生労働省又は都道府 ニ 機構本部及び高障センター
県労働局等その他関係機 は、厚生労働省又は都道府県
関との間において、支給 労働局等その他関係機関との
業務の問題点等に対する 間において、支給業務の問題
情報交換等を定期的に行 点等に対する情報交換等を定
い、適切な支給業務の実 期的に行い、適切な支給業務
施を図る。 の実施を図る。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目３ 給付金の支給業務】 【評価項目２ 給付金の支給業務】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

・支給要件等の変更があった場合は当該変更が確定した日か ・中期計画に基づく削除。
ら７日以内にホームページ等で公開すること。

・事業主等に対する給付金の説明会については、毎年度５００回以上 ・中期計画に基づき新たに設定。
実施すること。

［評価の視点］

・事務手続の簡素合理化を図るため、申請様式の簡略化、添 ・適性支給に配慮しつつ、申請様式及び添付書類の見直し、進捗状況 ・中期計画に基づく変更。
付書類の簡素化等を図っているか。 の適正な管理による事務手続の合理化を図っているか。
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・給付金業務担当者会議の開催等により、窓口担当者の能力向上等の ・中期計画に基づき新たに設定。
取組を行っているか。

・ホームページ等で事業主等の利便性に配慮した情報提供を ・ホームページ等で事業主等の利便性に配慮した情報提供を行うとと ・中期計画に基づく変更。
行っているか。 もに、支給要件等に変更があった場合は、速やかに修正しているか。

・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ ・中期計画に基づく削除。
等を修正しているか。

・事業主等に対する積極的な周知・広報を行うため、職業安 ・事業主等に対する積極的な周知・広報を行うため、職業安定機関と
定機関との連携を図っているか。 の連携を図っているか。

・事業主にとって分かりやすい各種給付金のパンフレット等 ・事業主にとって分かりやすい各種給付金のパンフレット等を作成
を作成し、事業主等に配布しているか。 し、事業主等に配布しているか。

・不正受給防止を図るため、適正な審査と支給申請事業所に ・不正受給防止を図るため、適正な審査と支給申請事業所に対する計
対する計画的な調査を行っているか。 画的な調査を行っているか。

・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な ・不正受給が発生した場合は、原因を究明し、関係機関に情報提供を ・中期計画に基づく変更。
不正受給防止対策を講じているか。 行うとともに、必要な対策を講じているか。

・適正な支給業務を実施するため、給付金業務担当者会議を開催し、 ・中期計画に基づき新たに設定。
支給業務に関する問題点等について情報交換を行っているか。

・厚生労働省又は都道府県労働局等との間において、支給業 ・厚生労働省又は都道府県労働局等との間において、支給業務の問題
務の問題点等に対する情報交換等を定期的に行っているか。 点等に対する情報交換等を定期的に行っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（３） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(1) 障害者職業センターの設置運 (1) 障害者職業センターの設置運 (1) 障害者職業センターの設置運営業務の
営業務の実施に関する事項 営業務の実施に関する事項 実施に関する事項

障害者職業センターにおける 障害者職業センターにおける 障害者職業センターにおける職
職業リハビリテーションについ 職業リハビリテーション関係業 業リハビリテーション関係業務に
ては、障害者各人の障害の種類 務については、障害者雇用納付 ついては、障害者雇用納付金関係
及び程度並びに希望、適性、職 金関係業務等と有機的な連携を 業務等と有機的な連携を図るとと
業経験等の条件に応じ、総合的 図るとともに、サービスを希望 もに、サービスを希望する者の就
かつ効果的に実施すること。そ する者の就労支援ニーズをでき 労支援ニーズをできる限り的確に
のために、各関係機関との連携 る限り的確に把握しつつ、職業 把握しつつ、職業安定機関を始め、
を図るとともに、職業リハビリ 安定機関を始め、福祉、教育、 福祉、教育、医療機関等の関係機
テーションの実施に係る目標を 医療機関等の関係機関との密接 関との密接な連携の下、適正かつ
設定し、厳格な外部評価を実施 な連携の下、適正かつ効果的に 効果的に業務を実施する。
すること。 業務を実施する。 また、効率的かつ効果的な業務

また、効率的かつ効果的な業 の実施に資するため、外部のリハ
・ 障害者職業総合センター（以 務の実施に資するため、外部の ビリテーション専門家から構成す
下「総合センター」という。） リハビリテーション専門家によ る職業リハビリテーション専門部
については、職業リハビリテ る厳格な評価を実施する。 会において厳格な評価を実施する。
ーションの中核的機関として
の機能を最大限発揮するこ
と。

・ 広域障害者職業センター（以
下「広域センター」という。）
については、全国の広範な地
域から職業的重度障害者を受
け入れるとともに、地域セン
ターについては、各都道府県
における中核的な職業リハビ
リテーション機関として、職
業安定機関、障害者就業・生
活支援センター、就労移行支
援事業者、教育機関、医療機
関等とのネットワークを構築
し、連携の強化や各種情報の
共有化を図り、職業リハビリ
テーションに係る人材の育成
や関係機関に対する助言・援
助に取り組むこと。

① 職業リハビリテーションの ア 職業リハビリテーションの ① 職業リハビリテーションの総合的・
総合的・効果的な実施 総合的・効果的な実施 効果的な実施
ア 障害者の個々の特性に応 ① 障害者の個々の特性に応 イ 障害者の個々の特性に応じた専
じた専門的支援の実施 じた専門的支援の実施 門的支援の実施

・ 地域センターについて ・ 地域障害者職業センター ・ 地域障害者職業センター（以
は、サービスを希望する者 （以下「地域センター」と 下「地域センター」という。）
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の就労支援ニーズをできる いう。）においては、地域 においては、地域における就
限り的確に把握し、第３期 における就労支援機関の整 労支援機関の整備状況等を踏
中期目標期間中に延べ１４ 備状況等を踏まえ、どの地 まえ、どの地域においても適
７，０００人以上の障害者 域においても適切な職業リ 切な職業リハビリテーション
に対し、より就職・職場定 ハビリテーションサービス を均等・公平に受けられるよ
着に結びつく効果的な職業 を均等・公平に受けられる うにした上で、適切な職業リ
リハビリテーションサービ ようにした上で、適切な職 ハビリテーション計画に基づ
スを実施すること。 業リハビリテーション計画 き、精神障害者や発達障害者
各地域における就労支援 に基づき、精神障害者や発 等、他の機関では支援が困難
機関の状況を踏まえ、どの 達障害者等、他の機関では な障害者に対する職業リハビ
地域においても、適切な職 支援が困難な障害者に対す リテーションサービスを重点
業リハビリテーションを均 る職業リハビリテーション 的に実施することとし、２９，
等・公平に受けられるよう サービスを重点的に実施す ４００人以上の障害者に対し、
にした上で、他の機関では ることとし、第３期中期目 効果的な職業リハビリテーシ
支援が困難な障害者（精神 標期間中に延べ１４７，０ ョンサービスを実施する。ま
障害者、発達障害者、難病 ００人以上の障害者に対 た、職業リハビリテーション
者等）に対する専門的支援 し、効果的な職業リハビリ の対象となる障害者のうち、
を重点的に実施すること。 テーションサービスを実施 精神障害者を９，８００人以
このため、職業リハビリテ する。また、職業リハビリ 上、発達障害者を４，４００
ーションの対象となる障害 テーションの対象となる障 人以上とする。
者のうち、精神障害者を４ 害者のうち、精神障害者を
９，０００人以上、発達障 ４９，０００人以上、発達
害者を２２，０００人以上 障害者を２２，０００人以
とすること。 上とする。
なお、メンタルヘルス分 なお、メンタルヘルス分 なお、メンタルヘルス分野
野における医療機関との連 野等における医療機関との 等における医療機関と積極的
携による精神障害者に対す 連携による精神障害者に対 に連携し、精神障害者の復職
るリワーク・再就職支援を する復職（リワーク）・再 支援（リワーク支援）・再就
行うとともに、ニート等の 就職支援を行うとともに、 職支援を効果的に行うととも
自立支援機関や教育機関と 発達障害者支援センター、 に、発達障害者支援センター、
の連携による、発達障害を ニート等の自立支援機関、 ニート等の自立支援機関や教
有する若者に対する支援の 教育機関等との連携によ 育機関等との連携を強化し、
充実に努めること。 る、発達障害者に対する支 発達障害者に対して、的確か

援の充実を図る。 つ幅広い職業リハビリテーシ
ョンサービスを実施する。

また、支援を受けた障害 また、支援を受けた障害者
者に対してアンケート調査 に対してアンケート調査を実
を実施し、有効回答のうち 施し、有効回答のうち８０％
８０％以上の障害者から効 以上の障害者から効果があっ
果があった旨の評価を得ら た旨の評価を得られるように
れるようにする。 する。

・ 障害者の就労の可能性を ・ 個々の障害者の特性を踏 ・ 個々の障害者の特性を踏ま
高めるため、地域センター まえ作成した指導カリキュ え作成した指導カリキュラム
における職業準備訓練、職 ラムに基づき、職業準備訓 に基づき、基本的労働習慣の
業講習の実施により、第３ 練及び職業講習を的確かつ 獲得、職業に関する知識の習
期中期目標期間中において 効果的に実施することによ 得、社会生活技能の向上等を
８０％以上の対象者が就職 り、障害者の就労の可能性 図る職業準備支援(※)を的確
等に向かう次の段階（職業 を高め、第３期中期目標期 かつ効果的に実施することに
紹介、ジョブコーチ支援事 間中に８０％以上の対象者 より、障害者の就労の可能性
業、職業訓練、職場実習等） が就職等に向かう次の段階 を高め、８０％以上の対象者
に移行できるようにするこ （職業紹介、ジョブコーチ が就職等に向かう次の段階（職
と。 支援事業、職業訓練、職場 業紹介、ジョブコーチ支援事
また、経済・雇用失業情 実習等）へ移行できるよう 業、職業訓練、職場実習等）
勢を踏まえつつ、職業紹介 にするとともに、職業紹介 へ移行できるようにするとと
等の業務を担当する職業安 等の業務を担当する職業安 もに、職業紹介等の業務を担
定機関との緊密な連携を図 定機関との緊密な連携を図 当する職業安定機関との緊密
り、第３期中期目標期間中 り、その修了者の就職率が な連携を図り、その修了者の
においてその修了者の就職 ５０％以上となることに資 就職率が５０％以上となるこ
率が５０％以上となること するため、その内容の充実 とに資するため、その内容の
に資するため、その内容の を図る。 充実を図る。
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充実を図ること。

・ さらに、発達障害者に対 ・ 発達障害者に対する支 ・ 発達障害者に対する支援に
する支援の充実・強化 援については、障害者 ついては、障害者職業総合セン
を図るため、総合セン 職業総合センター（以 ター（以下「総合センター」と
ターが開発した「ワー 下「総合センター」と いう。）が開発した「ワークシ
クシステム・サポート いう。）が開発した「ワ ステム・サポートプログラム」
プログラム」に加え、 ークシステム・サポー に加え、「求職活動支援」と「関
「求職活動支援」と「関 トプログラム」に加え、 係機関との発達障害者就労支援
係機関との発達障害者 「求職活動支援」と「関 ネットワークの構築」に係るノ
就労支援ネットワーク 係機関との発達障害者 ウハウを有機的に組み合わせた
の構築」に係るノウハ 就労支援ネットワーク 「発達障害者に対する体系的支
ウを有機的に組み合わ の構築」に係るノウハ 援プログラム」を全国の地域セ
せた「発達障害者に対 ウを有機的に組み合わ ンターで実施し、当該支援の積
する体系的支援プログ せた「発達障害者に対 極的な周知及び支援に係る役割
ラム」を全国実施する する体系的支援プログ 分担の確立を図るための関係機
こと。 ラム」を全国の地域セ 関等との連携強化に取り組み、

ンターで実施すること 発達障害者に対する支援の充実
により、その支援の充 を図る。
実を図る。

（※）「職業準備支援」は、職
業準備訓練若しくは職業講
習又はこれらの組み合わせ
により行う、就職等に向か
う次の段階へ着実に移行さ
せるための支援である。具
体的には、職業準備訓練又
は職業講習を組み合わせ、
地域センター内での作業支
援、職業準備講習カリキュ
ラム、精神障害者自立支援
カリキュラム又は発達障害
者就労支援カリキュラムの
方式により、個々の対象者
の特性を踏まえて実施して
いる。

・ ジョブコーチ支援事業に ・ 職場適応援助者（ジョブ ・ 職場適応援助者（ジョブコ
ついては、支援を必要とす コーチ）による障害者、事 ーチ）による障害者、事業主
る障害者に着実に支援を実 業主等への支援について 等への支援については、支援
施した上で、他の機関では は、支援を必要とする障害 を必要とする障害者に着実に
支援が困難な障害者に対し 者に着実に支援を実施した 支援を実施した上で、他の機
て重点的に支援を実施し、 上で、他の機関では支援が 関では支援が困難な障害者に
第３期中期目標期間中にお 困難な障害者に対して重点 対して重点的に支援を実施し、
いて８０％以上の定着率を 的に支援を実施し、第３期 支援終了者の職場への定着率
達成すること。 中期目標期間中支援終了者 が８０％以上となるようにす

の職場への定着率が８０％ る。
以上となるようにする。 また、ジョブコーチ支援事

業推進協議会の開催等により、
地域センターのジョブコーチ
及び社会福祉法人等に配置さ
れるジョブコーチが、それぞ
れ又は協同して行う支援が効
果的に実施されるよう、当該
支援事案についてのケースス
タディ、支援技法等に関する
情報交換・提供、連携方法の
協議等を行う。

・ 精神障害者の新規雇入 ・ 精神障害者の新規雇入 ・ 精神障害者の新規雇入れ、
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れ、復職及び雇用継続を促 れ、復職及び雇用継続を促 復職及び雇用継続を促進する
進するため、地域における 進するため、地域における ため、精神障害者雇用支援連
支援ネットワークを構築し 精神障害者雇用支援ネット 絡協議会の効果的な運営等を
て、主治医等関係者との密 ワークを構築・整備しつ 通じ地域における精神障害者
接な連携を図り、障害者に つ、主治医、事業主、家族 雇用支援ネットワークを構築
対する職業指導及び作業支 等関係者との緊密な連携を ・整備しつつ、主治医、事業
援、事業主に対する雇用管 図り、障害者に対する職業 主、家族等関係者との緊密な
理の助言・援助等を総合的 指導及び作業支援、事業主 連携を図り、障害者に対する
に実施すること。 に対する雇用管理の助言・ 職業指導及び作業支援、事業

援助等を総合的に行う精神 主に対する雇用管理の助言・
障害者総合雇用支援を実施 援助等を総合的に行う精神障
する。 害者総合雇用支援を実施する。

また、最近におけるうつ また、最近におけるうつ また、最近におけるうつ病
病等の精神障害による休職 病等の精神障害による休職 等の精神障害による休職者の
者の大幅な増加や休職と復 者の大幅な増加や休職と復 大幅な増加及び休職と復職を
職を繰り返す、休職期間が 職を繰り返す、休職期間が 繰り返す、休職期間が長期化
長期化するといった復職支 長期化するといった復職支 するといった復職支援の困難
援の困難な事案の割合の高 援の困難な事案の割合の高 な事案の割合の高まりに対応
まりに対応するため、総合 まりに対応するため、総合 するため、総合センターが中
センターが中心となって開 センターが中心となって開 心となって開発した最新の支
発した最新の支援技法を導 発した最新の支援技法を導 援技法を導入した個別実践型
入した個別実践型リワーク 入した個別実践型リワーク リワークプログラムにより、
プログラムにより、多様な プログラムにより、多様な 多様な精神障害者を対象に復
精神障害者を対象に個別状 精神障害者を対象に復帰後 帰後の環境への適応にも重点
況に応じたより効果的な復 の環境への適応にも重点を を置きつつ個別状況に応じた
職支援を行うこと。また、 置きつつ個別状況に応じた より効果的な復職支援を実施
その支援修了者の７５％以 より効果的な復職支援を行 する。支援に当たっては、事
上が復職できるようにする い、第３期中期目標期間中 業主、主治医等に対する積極
こと。 復職支援終了者の復職率が 的な周知活動を行い、より多

７５％以上となるようにす くの精神障害者が復職支援を
る。 受けられるようにするととも

に、個別の支援に際しては、
これら関係者との十分な連携
を行い、効果的な支援を実施
することにより、復職支援終
了者について、復職率が７５
％以上となるようにする。

・ 広域センターについて ・ 広域障害者職業センター ・ 広域障害者職業センター（以
は、全国の広範な地域から (以下「広域センター」と 下「広域センター」という。）
職業的重度障害者を受け入 いう。)については、全国 については、全国の広範な地
れるという本来の役割を十 の広範な地域から職業的重 域から職業的重度障害者を受
分に果たすよう、地域セン 度障害者を受け入れるとい け入れるという本来の役割を
ターと連携して対象者の把 う本来の役割を十分に果た 十分に果たすよう、職業安定
握・支援を行う等運営の改 すよう、職業安定機関及び 機関、地域センター及びその
善を図ること。 地域センターと連携して対 他関係機関との積極的な連携

象者の把握・支援等を行い により対象者の把握・支援等
運営の改善を図る。 を行い運営の改善を図る。

イ 障害者の雇用管理に関する ② 障害者の雇用管理に関する ロ 障害者の雇用管理に関する専門
専門的な支援の実施 専門的な支援の実施 的な支援の実施
地域センターにおいて、職 地域センターにおいて、障 地域センターにおいて、職
業リハビリテーション専門機 害者の雇用管理に関する事項 業安定機関が実施する雇用率
関の立場から、事業主に対す について、職業リハビリテー 達成指導等と連携しつつ、障
る雇用管理に関する助言その ション専門機関の立場から、 害者の雇用管理に関する事項
他の援助を事業主のニーズに 事業主に対する的確な支援を について、職業リハビリテー
応じて的確に実施し、障害者 実施し、障害者の就職又は職 ション専門機関の立場から、
の就職又は職場適応を促進す 場適応を促進することとし、 事業主に対する的確な支援を
ること。 第３期中期目標期間中に延べ 実施し、障害者の就職又は職

８２，０００所以上の事業所 場適応を促進することとし、
に対して必要な支援を実施す １６，４００所以上の事業所
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る。 に対して必要な支援を実施す
実施に当たっては、事業主 る。
のニーズに応じて適切な事業 実施に当たっては、事業主
主支援計画を策定し、必要に のニーズに応じて適切な事業
応じ医療、社会教育、社会福 主支援計画を策定し、必要に
祉、工学等の専門家と連携し 応じ医療、社会教育、社会福
て、事業主等に対する的確か 祉、工学等の専門家と連携し
つ効果的な支援が行われるよ て、事業主等に対する的確か
うにする。 つ効果的な支援が行われるよ

うにする。
また、採用、職場定着等の

各段階での事業主の障害者雇
用の取組に応じた支援を推進
するため、共通の課題を有す
る事業主が、グループワーク
方式で事例発表、意見交換等
を行うことにより雇用管理上
の課題や解決の糸口をつかむ
機会を設けるとともに、課題
解決のための助言･援助を行う
事業主支援ワークショップを
実施し、自主的な取組を促進
する。

当該計画に基づく支援を受 当該計画に基づく支援を受
けた事業主に対して追跡調査 けた事業主に対して追跡調査
を実施し、有効回答のうち８ を実施し、有効回答のうち８
０％以上の事業主において具 ０％以上の事業主から具体的
体的な課題改善効果が見られ な課題改善効果が見られた旨
るようにする。 の評価が得られるようにする。

ホ 職業リハビリテーション関係業
務と障害者雇用納付金関係業務と
の協力・連携の強化
障害者雇用納付金関係業務

について、質の高い事業主支
援を実施し、障害者の就職又
は職場適応を促進するため、
定期的な連絡会議の開催、相
互の業務に関する職員研修、
事業主からの照会・相談等に
係る迅速な取次ぎ、事業所へ
の同行訪問を実施する等によ
り、職業リハビリテーション
関係業務と障害者雇用納付金
関係業務との協力・連携の強
化を図る。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目５ 地域障害者職業センターにおける障害者及び 【評価項目３ 地域障害者職業センターにおける障害者及び事業主に
事業主に対する専門的支援】 対する専門的支援】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第３期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 ・第３期中期目標期間中に延べ１４７，０００人以上の障害者に対し、・中期計画に基づく変更。
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者に対し、より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リ より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リハビリテーションサ
ハビリテーションサービスを実施すること。 ービスを実施すること。

２５，０００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビ ２９，４００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビリテーシ
リテーションサービスを実施すること。 ョンサービスを実施すること。

・第３期中期目標期間中の職業リハビリテーションサービスの対象者 ・中期計画に基づき新たに設定。
のうち、精神障害者は延べ４９，０００人以上とすること。

職業リハビリテーションサービスの対象者のうち、精神障害者は９，
８００人以上とすること。

・第３期中期目標期間中の職業リハビリテーションサービスの対象者 ・中期計画に基づき新たに設定。
のうち、発達障害者は延べ２２，０００人以上とすること。

職業リハビリテーションサービスの対象者のうち、発達障害者は４，
４００人以上とすること。

・地域センターからジョブコーチによる支援又は精神障害者 ・支援を受けた障害者に対してアンケート調査を実施し、有効回答の ・中期計画に基づく変更。
総合雇用支援を受けた障害者に対してアンケート調査を実 うち８０％以上の障害者から効果があった旨の評価が得られるよう
施し、有効回答のうち８０％以上の障害者から効果があっ にすること。
た旨の評価が得られるようにすること。

・第２期中期目標期間中に職業リハビリテーション計画を延 ・中期計画に基づく削除。
べ８５，０００件以上策定すること。

個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーション計画
を１７，０００件以上策定すること。

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 ・第３期中期目標期間中に職業準備支援の対象者の８０％以上が就職 ・中期計画に基づく変更。
かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓 等に向かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、
練、職場実習等）へ移行できるようにすること。 職場実習等）へ移行できるようにすること。

７５％以上の対象者が就職等に向かう次の段階（職業紹介、
ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）へ移行で
きるようにすること。

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練及び職業講習 ・第３期中期目標期間中において職業準備支援の修了者の就職率が５ ・中期計画に基づく変更。
の修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、 ０％以上となることに資するため、その内容の充実を図ること。
その内容の充実を図ること。

職業準備訓練及び職業講習の修了者の就職率が５０％以上
となることに資するため、その内容の充実を図ること。

・職業準備支援の支援開始者に占める発達障害者の割合が３ ・中期計画に基づく削除。
５％以上になるようにすること。

・ジョブコーチ支援事業については、第２期中期目標期間中 ・ジョブコーチによる支援については、第３期中期目標期間中支援終 ・中期計画に基づく変更。
において１０，５００人以上の障害者を対象に支援を実施 了者の職場への定着率が８０％以上となるようにすること。
し、８０％以上の定着率を達成すること。

職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援については、
１，７００人以上の障害者を対象に支援を的確に実施し、
支援終了者の職場への定着率が８０％以上となるようにす
ること。
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・第２期中期目標期間中において、精神障害者９，０００人 ・第３期中期目標期間中復職支援終了者の復職率が７５％以上となる ・中期計画に基づく変更。
以上を対象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続 ようにすること。
支援終了者の７５％以上が復職又は雇用継続できるように
すること。

精神障害者総合雇用支援を精神障害者２，０５０人以上を
対象に積極的かつ効果的に実施する。また、復職支援及び
雇用継続支援終了者について、復職・雇用継続率が７５％
以上となるようにすること。

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ ・中期計画に基づく削除。
０件以上策定すること。
事業主のニーズに応じた事業主支援計画を５，５００件以
上策定すること。

・第３期中期目標期間中に延べ８２，０００所以上の事業所に対して ・中期計画に基づき新たに設定。
必要な支援を実施すること。

１６，４００所以上の事業所に対して必要な支援を実施すること。

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画に基づく支援を受 ・事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対して追跡調査を実 ・中期計画に基づく変更。
けた事業主に対して追跡調査を実施し、有効回答のうち７ 施し、有効回答のうち８０％以上の事業主において具体的な課題改
０％以上の事業主において具体的な課題改善効果が見られ 善効果が見られるようにすること。
るようにする。
事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対して追跡
調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主から具
体的な課題改善効果が見られた旨の評価が得られるように
すること。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 ・数値目標で設定しているため削除。
者に対し、効果的な職業リハビリテーションサービスを実
施するための取組を進めているか。

・的確な職業評価とインフォームドコンセント（説明と同意） ・中期計画に基づく削除。
に基づいて、第２期中期目標期間中に延べ８５，０００件
以上の職業リハビリテーション計画を策定するための取組
を進めているか。

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 ・数値目標で設定しているため削除。
かう次の段階に移行できるための取組を進めているか。

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練、職業講習の ・数値目標で設定しているため削除。
修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、内
容の充実を図っているか。

・職業準備支援の支援開始者に占める発達障害者の割合が３ ・中期計画に基づく削除。
５％以上になるための取組を進めているか。

・ＯＡ講習については、廃止するための取組を進めたか。 ・中期計画に基づく削除。

・第２期中期目標期間中にジョブコーチ支援対象者数１０， ・数値目標で設定しているため削除。
５００人以上、定着率８０％以上となるための取組を進め
ているか。

・第２期中期目標期間中に精神障害者９，０００人以上、復 ・数値目標で設定しているため削除。
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職支援及び雇用継続支援終了者の復職・雇用継続率７５％
以上となるための取組を進めているか。

・アンケート調査において回答者のうち８０％以上の障害者 ・数値目標で設定しているため削除。
から効果があった旨の評価が得られたか。

・広域センターについて、全国の広範な地域から職業的重度 ・広域センターについて、全国の広範な地域から職業的重度障害者を
障害者を受け入れることができるよう、職業安定機関及び 受け入れることができるよう、職業安定機関及び地域センターと連
地域センターと連携して対象者の把握・支援等を行ってい 携して対象者の把握・支援等を行っているか。
るか。

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ ・中期計画に基づく削除。
０件以上策定するための取組を進めているか。

・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善 ・数値目標で設定しているため削除。
効果が見られた旨の評価が得られたか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（４） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(1) 障害者職業センターの設置運 (1) 障害者職業センターの設置運 (1) 障害者職業センターの設置運営業務の
営業務の実施に関する事項 営業務の実施に関する事項 実施に関する事項

① 職業リハビリテーションの ア 職業リハビリテーションの ① 職業リハビリテーションの総合的・
総合的・効果的な実施 総合的・効果的な実施 効果的な実施

ウ 地域の関係機関に対する職 ③ 地域の関係機関に対する職 ハ 地域の関係機関に対する職業リ
業リハビリテーションに関す 業リハビリテーションに関す ハビリテーションに関する助言・
る助言・援助等の実施 る助言・援助等の実施 援助等の実施
各地域における障害者就業 各地域における障害者就業 各地域における障害者就業
・生活支援センター、就労移 ・生活支援センター、就労移 ・生活支援センター、就労移
行支援事業者、教育機関、医 行支援事業者、教育機関、医 行支援事業者、教育機関、医
療機関、その他の関係機関が 療機関、その他の関係機関が 療機関、その他の関係機関が
より効果的な職業リハビリテ より効果的な職業リハビリテ より効果的な職業リハビリテ
ーションサービスを実施する ーションサービスの事業を実 ーションサービスの事業を実
ことができるよう、地域セン 施することができるよう、地 施することができるよう、地
ターにおいて、これらの関係 域の就労支援ネットワークの 域の就労支援ネットワークの
機関に対する職業リハビリテ 充実を図る。このため、地域 充実を図る。このため、地域
ーションに関する技術的事項 センターにおいて、これらの センターにおいて、これらの
についての助言その他の援助 関係機関に対する職業リハビ 関係機関に対する職業リハビ
を行うとともに、総合センタ リテーションに関する技術的 リテーションに関する技術的
ーとの共同によりこれらの関 事項についての助言その他の 事項についての助言その他の
係機関の職員等への職業リハ 援助を行うとともに、総合セ 援助を行うとともに、総合セ
ビリテーションに関する実践 ンターとの共同によりこれら ンターとの共同によりこれら
的な知識・技術等の向上のた の関係機関の職員等への職業 の関係機関の職員等への職業
めのマニュアル・教材の作成 リハビリテーションに関す実 リハビリテーションに関する
及び提供並びに実務的研修を 践的な知識・技術等の向上の 実践的な知識・技術等の向上
実施すること。 ためのマニュアル・教材の作 のためのマニュアル・教材の

成及び提供並びに実務的研修 作成及び提供並びに実務的研
を実施する。 修を実施する。

実務的研修については、次
により実施する。
・ 地域センターにおける就
労移行支援事業者の就労支
援員等に対する職業リハビ
リテーションに関する実践
的な知識・技術等の向上の
ための実務的研修（年４７
回）

第３期中期目標期間中 これらにより、１，５６０
に延べ７，８００所以上 所以上の関係機関を対象に助
の関係機関を対象に、助 言・援助等を積極的に実施す
言・援助等を積極的に実 る。
施する。
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実施後は、助言・援助を受 実施後は、助言・援助を受
けた関係機関及びマニュアル けた関係機関及びマニュアル
・教材の提供を受けた者又は ・教材の提供を受けた者又は
研修受講者の在籍する所属長 研修受講者の在籍する所属長
に対してアンケート調査を実 に対してアンケート調査を実
施し、有効回答のうち８０％ 施し、有効回答のうち８０％
以上の関係機関等から有用で 以上の関係機関等から有用で
あった旨の評価を得られるよ あった旨の評価を得られるよ
うにする。 うにする。

なお、これらのアンケート
結果を踏まえ、助言・援助及
びマニュアル・教材の内容、
研修カリキュラム等の充実を
図る。
また、地域センターにおい

て、障害者の就業支援に関す
る関係機関等の共通認識を形
成するための職業リハビリテ
ーション推進フォーラムを開
催する。

エ 職業リハビリテーションの ④ 職業リハビリテーションの ニ 職業リハビリテーションの専門
専門的な人材の育成 専門的な人材の育成 的な人材の育成
職業リハビリテーションの 職業リハビリテーションの 職業リハビリテーションの
発展及び円滑な推進に資する 発展及び円滑な推進に資する 発展及び円滑な推進に資する
ため、総合センターにおいて、 職業リハビリテーション専門 職業リハビリテーション専門
障害者職業カウンセラーの養 職である障害者職業カウンセ 職である障害者職業カウンセ
成及び研修を実施するととも ラーの養成及び研修を実施す ラーの養成及び研修を実施す
に、障害者就業・生活支援セ る。 る。
ンターの職員や医療・福祉等 また、医療・福祉等の分野 また、医療・福祉等の分野
の分野の支援担当者等を対象 の支援担当者等を対象に、職 の支援担当者等を対象に、職
に、職業リハビリテーション 業リハビリテーションに関す 業リハビリテーションに関す
に関する専門的・技術的研修 る次の専門的、技術的研修を る次の専門的、技術的研修を
を実施し、職業リハビリテー 職種別・課題別に実施する等 職種別・課題別に実施する等
ション人材の育成を図るこ により、職業リハビリテーシ により、職業リハビリテーシ
と。 ョンの専門的な人材の育成を ョンの専門的な人材の育成を

図る。さらに、第３期中期目 図る。さらに、第３期中期目
標期間中に、就労支援の裾野 標期間中に、就労支援の裾野
の拡大に伴う多様な研修ニー の拡大に伴う多様な研修ニー
ズに対応した研修内容の見直 ズに対応した研修内容の見直
し、再構築を行い、総合セン し、再構築を行うべく、検討
ターと地域センターとの密接 を進める。
な連携の下、人材育成機能の
強化を図る。

・ 障害者就業・生活支援セ ・ 障害者就業・生活支援センタ
ンターの就業支援担当者を ーの就業支援担当者を養成する
養成するための研修 ための研修（年７回）

・ 職場適応援助者（ジョブ ・ 職場適応援助者（ジョブコー
コーチ）を養成するための チ）を養成するための研修（年
研修 ９回）

・ 発達障害者支援センターや発
達障害者の支援をしている機関
において就業支援を担当する職
員を養成するための研修（年２
回）

・ 医療・福祉等の分野にお ・ 医療・福祉等の分野における
ける職業リハビリテーショ 職業リハビリテーション実務者

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構



- 24 -

ン実務者を養成するための を養成するための研修(年２回)
研修

研修修了後は、研修受講者
に対するアンケート調査を実
施し、有効回答のうち８５％
以上の受講者から有用であっ
た旨の評価が得られるように
する。また、研修受講者及び
研修受講者の在籍する所属長
に対する追跡調査を実施し、
有効回答のうち８０％以上の
受講者及び所属長から実務に
おいて研修が役立っている旨
の評価が得られるようにする。
なお、これらのアンケート結
果を踏まえ、研修カリキュラ
ム等の充実を図る。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目６ 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職 【評価項目４ 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビ
業リハビリテーションの専門的な人材の育成】 リテーションの専門的な人材の育成】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］※[ ]内は第３期中期目標期間中の目標値について、年
度計画において設定した目標値

・地域センターにおける就労移行支援事業者の就労支援員等 ・地域センターにおける就労移行支援事業者の就労支援員等に対する
に対する職業リハビリテーションに関する実務的研修を年 職業リハビリテーションに関する実務的研修を年４７回実施するこ
４７回実施すること。 と。

・第３期中期目標期間中に延べ７，８００所以上の関係機関を対象に、・中期計画に基づき新たに設定。
助言・援助等を積極的に実施すること。

１，５６０所以上の関係機関を対象に、助言・援助等を積極的に
実施すること。

・助言・援助等を受けた関係機関に対してアンケート調査を ・助言・援助を受けた関係機関に対してアンケート調査を実施し、有 ・中期計画に基づく変更。
実施し、有効回答のうち８０％以上の関係機関から有用で 効回答のうち８０％以上の関係機関から有用であった旨の評価が得
あった旨の評価が得られるようにすること。 られるようにすること。

・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍 ・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属
する所属長に対してアンケート調査を実施し、有効回答の 長に対してアンケート調査を実施し、有効回答のうち８０％以上の
うち８０％以上の所属長から有用であった旨の評価が得ら 所属長から有用であった旨の評価が得られるようにすること。
れるようにすること。

・障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成す ・障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成するための ・厚生労働省の「地域の就労支援の在り方に関する研究会（第2
るための研修を年７回実施すること。 研修を年７回以上実施すること。 次）」の意見を踏まえ変更。

・職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修を ・職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修を年９回以 ・厚生労働省の「地域の就労支援の在り方に関する研究会（第2
年７回実施すること。 上実施すること。 次）」の意見を踏まえ変更。

・総合センターにおける第１号又は第２号ジョブコーチの支 ・前項に統合。
援スキル向上のための実務的研修を各年１回実施すること。
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・発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている機 ・発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている機関におい
関において就業支援を担当する職員を養成するための研修 て就業支援を担当する職員を養成するための研修を年２回実施する
を年２回実施すること。 こと。

・医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務 ・医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務者を養成
者を養成するための研修を年２回実施すること。 するための研修を年２回実施すること。

・研修修了後は、研修受講者に対するアンケート調査を実施 ・研修修了後は、研修受講者に対するアンケート調査を実施し、有効
し、有効回答のうち８５％以上の受講者から有用であった 回答のうち８５％以上の受講者から有用であった旨の評価が得られ
旨の評価が得られるようにすること。 るようにすること。

・研修受講者に対する追跡調査を実施し、有効回答のうち８ ・研修受講者及び研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査を実 ・平成25年度計画に基づく変更。
０％以上の受講者から実務において研修が役立っている旨 施し、有効回答のうち８０％以上の受講者及び所属長から実務にお
の評価が得られるようにすること。 いて研修が役立っている旨の評価が得られるようにすること。

・研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査を実施し、 ・前項に統合。
有効回答のうち６０％以上の所属長から実務において研修
が役立っている旨の評価が得られるようにすること。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する ・地域の就労支援ネットワークの充実を図るため、地域の関係機関に ・中期計画に基づく変更。
助言・援助を行うとともに、マニュアル・教材の作成、提 対する職業リハビリテーションに関する助言・援助を行うととも
供及び実務的研修を実施しているか。 に、マニュアル・教材の作成、提供及び実務的研修を実施している

か。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の関係機関等か ・数値目標を設定しているため削除。
ら有用であった旨の評価が得られたか。

・職業リハビリテーションの専門的な人材の育成のための措 ・職業リハビリテーションの発展及び円滑な推進に資する職業リハビ ・中期計画に基づく変更。
置を計画的に行っているか。 リテーション専門職である障害者職業カウンセラーの養成及び研修

を実施しているか。

・就労支援の裾野の拡大に伴う多様な研修ニーズに対応した研修内容 ・中期計画に基づき新たに設定。
の見直しを行ったか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（５） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(1) 障害者職業センターの設置運 (1) 障害者職業センターの設置運 (1) 障害者職業センターの設置運営業務の
営業務の実施に関する事項 営業務の実施に関する事項 実施に関する事項

② 職業リハビリテーションに イ 職業リハビリテーションに ② 職業リハビリテーションに係る調査
係る調査・研究及び新たな技 係る調査・研究及び新たな技 ・研究及び新たな技法の開発の実施
法の開発の実施とその普及・ 法の開発の実施とその普及・ とその普及・活用の推進
活用の推進 活用の推進

総合センターにおいて、福
祉、教育、医療から雇用への
流れを踏まえ、障害者雇用対
策の対象者の拡大を図る観点
から、新たな職業リハビリテ
ーション技術や支援ツールの
開発を行い、その成果の機構
内外への普及を積極的に行う
とともに、成果の具体的な活
用状況を把握し、それを関係
機関で共有化し、さらなる活
用を図ること。

ア 職業リハビリテーション ① 職業リハビリテーション イ 職業リハビリテーションに関す
に関する調査・研究の実施 に関する調査・研究の実施 る調査・研究の実施
職業リハビリテーション 障害者の職業リハビリテ 障害者の職業リハビリテー
の充実、向上に資するため、 ーションに関する施策の充 ションに関する施策の充実及
職業リハビリテーションに 実及び障害者職業センター び障害者職業センター等にお
関する調査・研究を実施す 等における関係業務の推進 ける関係業務の推進に資する
ること。 に資するため、次の事項に ため、中期計画に掲げる事項
また、各研究テーマにつ 重点を置いて職業リハビリ に重点を置いて調査・研究を
いて、研究の質を評価する テーションに関する調査・ 実施する。平成２５年度に終
ことが可能な指標を設定す 研究を実施する。 了する下記の（ｲ）のａ、ｂ、
ること。 ｃ、ｄ、ｅ及びｆの６テーマ

については、研究評価委員に
よる評価を行い、中期計画に
掲げる評価結果が得られるよ

なお、通常の研究のほか、 うにする。
総合的な研究テーマについ なお、総合的な研究テーマ
てプロジェクト方式による である下記の（ｲ）のｄ及び(ﾛ)
研究を実施する。 のａ及びｄについては、プロ

ジェクト方式による研究を実
施する。

・ 発達障害、精神障害、
高次脳機能障害及び難病 (ｲ) 継続テーマ
者等の職業リハビリテー ａ 精神障害者の職場定着
ションに関する先駆的な 及び支援の状況に関する
研究 研究
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・ 職業リハビリテーショ ｂ 高次脳機能障害者の働
ン業務を行う地域センタ き方の現状と今後の支援
ー等の現場の課題解決に のあり方に関する研究
資するための研究 ｃ 地域の職業リハビリテ

・ 地域の就労支援機関向 ーション・ネットワーク
けの有効な支援ツール等 に対する企業のニーズに
の開発のための研究 関する調査研究

・ 国の政策立案に資する ｄ 就労支援機関等におけ
研究 る就職困難性の高い障害

者に対する就労支援の現
第３期中期目標期間中に 状と課題に関する調査研
終了した調査・研究につい 究
て外部評価を行い、各調査 ｅ 発達障害者のコミュニ
・研究について、３分の２ ケーション・スキルの特
以上の評価委員から、４段 性評価に関する研究～Ｆ
階中上から２段階以上の評 ＆Ｔ感情識別検査拡大版
価が得られるようにする。 に基づく検討～

ｆ 障害のある労働者の職
業サイクルに関する調査
研究(第３期）

ｇ 訓練・学習の進捗等に
配慮を要する学生に対す
る指導・支援に関する研
究

(ﾛ) 新規テーマ
ａ 精神障害者の雇用に係
る企業側の課題とその解
決方策に関する研究

ｂ 視覚障害者のキャリア
形成に向けた事業主の支
援のあり方に関する研究

ｃ 難病の症状の程度に応
じた就労困難性の実態及
び就労支援のあり方に関
する研究

ｄ 障害の多様化に対応し
た職業リハビリテーショ
ン支援ツールの開発

ｅ ＳＳＴを活用した人材
育成プログラムの普及に
関する研究

ｆ 発達障害者の職業生活
への満足度と職場の実態
に関する調査研究

イ 職業リハビリテーション ② 職業リハビリテーション ロ 職業リハビリテーションに係る
に係る技法の開発 に係る技法の開発 技法の開発
福祉、教育、医療から雇 福祉、教育、医療から雇 福祉、教育、医療から雇用
用への流れを踏まえ、障害 用への流れを踏まえ、障害 への流れを踏まえ、障害者雇
者雇用対策の対象者の拡大 者雇用対策の対象者の拡大 用対策の対象者の拡大に資す
に資するため、先駆的な職 に資するため、発達障害者 るため、発達障害者や精神障
業リハビリテーション技法 や精神障害者等これまでの 害者等これまでの支援技法で
の開発を行い、これまで開 支援技法では効果の現れに は効果の現れにくい障害者に
発した支援技法のニーズに くい障害者に対して、①で 対して、イで行う調査研究と
応じた改良を行うこと。 行う調査・研究とあいまっ あいまって、以下の３テーマ

て、障害特性及び事業主の について障害特性及び事業主
ニーズに応じた先駆的な職 ニーズに応じた先駆的な職業
業リハビリテーション技法 リハビリテーション技法の開
を開発する。 発を行い、実践報告書、研究
新たに開発した技法を活 発表、支援技法普及講習等を
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用した職業準備訓練等を実 通じて、その普及に努める。
施するなどにより、多様な また、職業センターにおいて
障害者に対し効果的な職業 新たに開発した技法を活用し
リハビリテーションを実施 たプログラムを実施するなど
するとともに、必要に応じ により、多様な障害者に対し
開発した技法に改良を加え 効果的な職業リハビリテーシ
る。 ョンサービスを提供するとと

もに、開発した技法に改良を
加える。

(ｲ) 発達障害者の就労支援に
関し、個々人の多様な職業
的課題に対応したアセスメ
ント技法や事業主支援技法
の開発

(ﾛ) 在職精神障害者の職場復
帰に関し、障害特性に対応
した効果的な支援技法の開
発

(ﾊ) 高次脳機能障害者の就労
支援に関し、働く上で必要
とされる基本的労働習慣の
獲得に重点をおいた支援技
法の開発

ウ 研究・開発成果の積極的 ③ 研究・開発成果の積極的 ハ 研究・開発成果の積極的な普及
な普及・活用 な普及・活用 ・活用
事業主や関係機関に対し 研究・開発成果の普及・ (ｲ) 職業リハビリテーション
て、研究・開発の成果の普 活用を図るため、研究発表 研究発表会の開催
及を図るための場を設ける 会の開催、学会等での発表、 職業リハビリテーション
とともに、職業リハビリテ 各種研修での講義、インタ に関する調査・研究、実践
ーションに関して職業リハ ーネット等を活用した情報 活動の成果を発表し、成果
ビリテーションの関係者や 提供等を行うとともに、職 の普及を図り、我が国にお
事業主にとって利用しやす 業リハビリテーションの関 ける職業リハビリテーショ
いマニュアルや教材等を作 係者や事業主にとって利用 ンの質的向上に資するため、
成・公開すること。また、 しやすいマニュアル、教材、 職業リハビリテーションの
成果を関係機関で共有化す ツール等を第３期中期目標 研究及び実践に携わる関係
るため、具体的な活用状況 期間中に２０件以上作成す 者の参加を得て職業リハビ
を把握し、さらなる活用を る。 リテーション研究発表会を
図ること。 障害者職業総合センター及

び地方会場（３か所以上）
において開催する。

(ﾛ) 学会等での発表、各種研
修での講義
研究成果について、関係

学会等で２０件以上発表す
る。また、各種研修、講演会
等において講義等を行うとと
もに、技法普及のための支援
技法普及講習等を行う。

(ﾊ) インターネット等による
研究成果の情報発信
職業リハビリテーション

に関する調査・研究及び支
援技法の開発の成果を研究
部門ホームページにおいて
公開する。
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(ﾆ) マニュアル、教材、ツー
ル等の作成
職業リハビリテーション

の関係者や事業主にとって
利用しやすいマニュアル、
教材、ツール等を４件以上
作成する。

研究・開発成果を関係機 (ﾎ) 研究・開発成果の共有化
関で共有化するため、広域 広域センター、地域セン
センター、地域センター及 ター及び障害者就業・生活
び障害者就業・生活支援セ 支援センターを対象に、ア
ンター等における研究・開 ンケート調査により研究・
発成果の活用状況を把握 開発成果の活用状況を把握
し、研究・開発成果の更な し、十分に活用していない
る普及・活用を図る。 旨の回答に対しては、自由

回答欄の記載を分析し、そ
の原因等を把握する等によ
り、一層利用しやすいマニ
ュアル、教材、ツール等と
なるよう見直しを行い、研
究・開発成果の更なる普及
・活用を図る。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目７ 職業リハビリテーションに係る調査・研究】 【評価項目５ 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び技法の
開発】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］ ※［ ］内は第３期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・第２期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部 ・第３期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部評価を行 ・中期計画に基づく変更。
評価を行い、各調査・研究について、３分の２以上の評価 い、各調査・研究について、３分の２以上の評価委員から、４段階
委員から、４段階中上から２段階以上の評価が得られるよ 中上から２段階以上の評価が得られるようにすること。
うにすること。
平成２４年度に終了する５テーマについて、研究評価委員
による評価を行い、中期計画に掲げる評価結果が得られる
ようにすること。

・障害特性及び事業主ニーズに応じた先駆的な職業リハビリ ・障害特性及び事業主ニーズに応じた先駆的な職業リハビリテーショ
テーション技法の開発を３テーマ実施すること。 ン技法の開発を３テーマ実施すること。

・職業リハビリテーション研究発表会を障害者職業総合セン ・職業リハビリテーション研究発表会を障害者職業総合センター及び ・平成25年度計画に基づく変更。
ター及び地方会場２か所以上で開催すること。 地方会場３か所以上で開催すること。

・研究成果について関係学会等で２０件以上発表すること。 ・研究成果について関係学会等で２０件以上発表すること。

・職業リハビリテーション関係者や事業主にとって利用しや ・職業リハビリテーション関係者や事業主にとって利用しやすいマニ ・中期計画に基づく変更。
すいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中 ュアル、教材、ツール等を第３期中期目標期間中に２０件以上作成
に２０件以上作成すること。 すること。
職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し 職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすいマ
やすいマニュアル、教材、ツール等を４件以上作成するこ ニュアル、教材、ツール等を４件以上作成すること。
と。
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［評価の視点］ ［評価の視点］

・発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研 ・発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研究、職業
究、職業リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に資するための研究
資するための研究等に重点をおいて職業リハビリテーショ 等に重点をおいて職業リハビリテーションに関する調査・研究を実
ンに関する調査・研究を実施しているか。 施しているか。

・各調査・研究について、外部評価を行い、それぞれ３分の ・数値目標で設定しているため削除。
２以上の評価委員から、４段階中上から２段階以上の評価
が得られたか。

・福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者 ・福祉、教育、医療から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対 ・中期計画に基づく変更。
の拡大に資するため、先駆的な職業リハビリテーション技 象者の拡大に資するため、先駆的な職業リハビリテーション技法の
法の開発や開発した技法の改良を行っているか。 開発や開発した技法の改良を行っているか。

・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講義、 ・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講義、インター
インターネット等を活用した情報提供等を行っているか。 ネット等を活用した情報提供等を行っているか。

・職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し ・数値目標で設定しているため削除。
やすいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間
中に２０件以上作成するための取組を進めているか。

・広域センター、地域センター及び障害者就業・生活支援セ ・広域センター、地域センター及び障害者就業・生活支援センター等
ンター等における研究・開発成果の活用状況を把握し、研 における研究・開発成果の活用状況を把握し、研究・開発成果の更
究・開発成果の更なる普及・活用を図っているか。 なる普及・活用を図っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（６） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(2) 障害者職業能力開発校の運営 (2) 障害者職業能力開発校の運営 (2) 障害者職業能力開発校の運営業
業務の実施に関する事項 業務の実施に関する事項 務の実施に関する事項
機構が運営業務を行う障害者 機構が運営業務を行う障害者 機構が運営業務を行う障害者職
職業能力開発校に関しては、精 職業能力開発校に関しては、広 業能力開発校に関しては、広域セ
神障害者や発達障害者を含む職 域センターとの密接な連携の下、 ンターとの密接な連携の下、精神
業訓練上特別な支援を要する障 精神障害者や発達障害者を含む 障害者や発達障害者を含む職業訓
害者（以下「特別支援障害者」 職業訓練上特別な支援を要する 練上特別な支援を要する障害者（以
という。）に対して、個々の訓練 障害者（以下「特別支援障害者」 下「特別支援障害者」という。）
生の障害の程度、態様等を十分 という。）に対して、個々の訓練 に対して、個々の訓練生の障害の
考慮し、弾力的な運営を図るほ 生の障害の程度、態様等を十分 程度、態様等を十分考慮し、弾力
か、個々の訓練生に適した訓練 考慮し、弾力的な運営を図るほ 的な運営を図るほか、個々の訓練
内容を定めるなど、障害者の障 か、個々の訓練生に適した訓練 生に適した訓練内容を定めるなど、
害の特性に応じたよりきめ細か 内容を定めるなど、障害者の障 障害者の障害の特性に応じたより
な配慮を加えた先導的な職業訓 害の特性に応じたよりきめ細か きめ細かな配慮を加え、他の障害
練を実施すること。 な配慮を加え、他の障害者職業 者職業能力開発校等に成果を提供

能力開発校等に成果を提供でき できるような先導的な職業訓練を
るような先導的な職業訓練を実 実施する。
施する。

① 特別支援障害者に対する職 ア 特別支援障害者に対する職 ① 特別支援障害者に対する職業訓練の
業訓練の充実 業訓練の充実 充実
福祉、教育、医療から雇用 福祉、教育、医療から雇用 福祉、教育、医療から雇用へ
への流れを踏まえ、受講者の への流れを踏まえ、受講者の の流れを踏まえ、受講者の拡大
拡大を図る観点から、関係機 拡大を図る観点から、関係機 を図る観点から、職業安定機関、
関との一層緊密な連携を図 関との一層緊密な連携を図 地域センター及びその他関係機
り、特別支援障害者を重点的 り、特別支援障害者を積極的 関との一層緊密な連携を図り、
に受け入れること。 に受け入れ、定員充足率が毎 特別支援障害者を積極的に受け

年度９５％以上となるように 入れ、その定員に占める割合が
する。 ５０％を上回るようにするとと

また、企業ニーズに的確に 企業ニーズに的確に対応す もに、定員充足率が９５％以上
対応するとともに、障害者の るとともに、障害者の職域拡 となるようにする。
職域拡大を念頭において、よ 大を念頭において、より就職 特に、精神障害者及び発達障
り就職に結びつく職業訓練の に結びつく職業訓練の実施に 害者に対する職業訓練を積極的
実施に努めること。このため、 努める。このため、企業によ に実施する。
企業による採用や職場適応に る採用や職場適応についての 広域センターが実施する企業
ついてのノウハウが確立され ノウハウが確立されていない アンケートを通じて、あるいは、
ていない特別支援障害者につ 特別支援障害者について、雇 企業を対象として行う訓練見学
いて、雇入れ可能性のある企 入れ可能性のある企業の協力 会や受入講座の機会等を活用し
業の協力・連携の下に、特注 ・連携の下に、特注型の訓練 て、企業の訓練ニーズの広範な
型の訓練メニューに基づく企 メニューに基づく企業内訓練 把握をし、企業ニーズに的確に
業内訓練と就業継続のための と就業継続のための技術的支 対応するとともに、障害者の職
技術的支援の一体的実施によ 援の一体的実施による先導的 域拡大を念頭において、個別カ
る先導的職業訓練に取り組む 職業訓練に取り組む。 リキュラムによる個別訓練など、
こと。 より就職に結びつく職業訓練の

実施に努める。このため、企業
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による採用や職場適応について
のノウハウが確立されていない
特別支援障害者について、雇入
れ可能性のある企業の協力・連
携の下に、特注型の訓練メニュ
ーに基づく企業内訓練と就業継
続のための技術的支援の一体的
実施による先導的職業訓練に取
り組む。

また、経済・雇用失業情勢 また、経済・雇用失業情勢 また、引き続き厳しい経済・
を踏まえつつ、職業紹介等の を踏まえつつ、職業紹介等の 雇用失業情勢に対応して、訓練
業務を担当する職業安定機関 業務を担当する職業安定機関 受講者に対するより早期からの
との緊密な連携を図り、第３ との緊密な連携を図り、訓練 就職支援及び事業主に対する訓
期中期目標期間中において修 修了者等の就職率が８０％以 練受講者の職業能力の情報提供
了者等の就職率が８０％以上 上となることに資するため、 等を実施するとともに、職業紹
となることに資するため、利 利用者ニーズや求人ニーズ動 介等の業務を担当する職業安定
用者ニーズや求人ニーズ動向 向等を踏まえた指導技法の開 機関との緊密な連携を図り訓練
等を踏まえたカリキュラムの 発、訓練カリキュラムの見直 修了者等の就職率が８０％以上
見直し等による訓練内容の充 し等によりその内容の充実を となることに資するため、利用
実を図ること。 図る。 者ニーズや求人ニーズ動向等を

踏まえた指導技法の開発、訓練
カリキュラムの見直し等により
その内容の充実を図る。

② 障害者に対する訓練技法等 イ 障害者に対する指導技法等 ② 障害者に対する指導技法等の開発・
の開発・普及 の開発・普及 普及
ア 障害者に対する指導技法 障害者に対する指導技法等 障害者に対する指導技法等の
等の開発による先導的な職 の開発による先導的な職業訓 開発による先導的な職業訓練実
業訓練実施の成果をもと 練実施の成果をもとに、次の 施の成果をもとに、次の取組を
に、特別支援障害者等に対 取組を行うことにより、障害 行うことにより、障害者職業訓
する職業訓練内容、指導技 者職業訓練全体のレベルアッ 練全体のレベルアップに貢献す
法等のマニュアル等を作成 プに貢献する。指導技法等の る。指導技法等の開発成果につ
し、他の障害者職業能力開 開発成果については、障害者 いては、障害者職業能力開発校
発校や、職業能力開発校等 職業能力開発校等へのアンケ 等へのアンケート調査を実施し、
に提供すること。 ート調査を実施し、開発した 開発した指導技法等に係る職業

指導技法等に係る職業訓練を 訓練を実施又は実施を検討して
実施又は実施を検討している いる障害者職業能力開発校等の
障害者職業能力開発校等の有 有効回答のうち８０％以上のも
効回答のうち８０％以上のも のから有用であった旨の評価が
のから有用であった旨の評価 得られるようにする。
が得られるようにする。

① 特別支援障害者等に対す イ 特別支援障害者等に対する
る職業訓練内容、指導技法 職業訓練内容、指導技法等の
等のマニュアル等を作成 マニュアル等を作成し、他の
し、他の障害者職業能力開 障害者職業能力開発校等に提
発校等に提供するととも 供するとともに、障害者職業
に、その訓練指導員に対し 能力開発指導者交流集会を開
て指導技法等の解説やグル 催し、その訓練指導員に対し
ープ別検討会での課題に応 て指導技法等の解説やグルー
じた助言を実施すること。 プ別検討会での課題に応じた

助言を実施する。
なお、平成２５年度のマニ

ュアル等については、精神障
害者をテーマに作成する。

イ 障害者職業能力開発校及 ② 障害者職業能力開発校及 ロ 障害者職業能力開発校及び
び職業能力開発校での特別 び職業能力開発校での特別 職業能力開発校での特別支援
支援障害者等の受入れの促 支援障害者等の受入れの促 障害者等向け訓練コースの設
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進に係る取組を強化するた 進に係る取組を強化するた 置による受入れを促進するた
め、職業訓練指導員を対象 め、職業訓練指導員を対象 め、次の取組を行う。
とした長期の実務演習と当 とした長期の実務演習と当 ・ 特別支援障害者等向け訓
該校への訪問等による助言 該校への訪問等による助言 練コース設置による職業訓
等により特別支援障害者等 等により特別支援障害者等 練の有効性について理解を
向け訓練コースの設置等の 向け訓練コースの設置等の 深めコース設置の検討を促
支援に取り組むこと等によ 支援に取り組むこと。 すため、訓練場面の見学や
り、障害者職業訓練全体の 訓練体験等により構成する
レベルアップ貢献するこ 指導技法等体験プログラム
と。 を実施する。

・ 特別支援障害者等向け訓
練コースを設置する障害者
職業能力開発校等の訓練計
画や訓練環境、支援ニーズ
等に応じた支援プログラム
を作成し、職業訓練指導員
を対象とした長期の実務演
習と当該校への訪問等によ
る助言等により特別支援障
害者等向け訓練コースの設
置及び円滑な運営を支援す
る。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目８ 障害者職業能力開発校の運営】 【評価項目６ 障害者職業能力開発校の運営】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］
ついて、年度計画において設定した目標値

・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、・特別支援障害者を積極的に受け入れ、その定員に占める割合が５０ ・平成25年度計画に基づく変更。
その受講者に占める割合が平成２３年度を上回るようにす ％を上回るようにすること。
ること。

・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、・特別支援障害者を積極的に受け入れ、定員充足率が毎年度９５％以 ・中期計画に基づく変更。
定員充足率が毎年度９５％以上となるようにすること。 上となるようにすること。
※定員 280名 ※定員 280名

・第２期中期目標期間中において修了者等の就職率が８０％ ・第３期中期目標期間中において修了者等の就職率が８０％以上とな ・中期計画に基づく変更。
以上となることに資するため、カリキュラムの見直し等に ることに資するため、利用者ニーズや求人ニーズ動向等を踏まえた
よる訓練内容の充実を図ること。 指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により、訓練内容の
訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた 充実を図ること。
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により
その内容の充実を図ること。

・指導技法等の開発成果については、障害者職業能力開発校 ・指導技法等の開発成果については、障害者職業能力開発校等へのア
等へのアンケート調査を実施し、開発した指導技法等に係 ンケート調査を実施し、開発した指導技法等に係る職業訓練を実施
る職業訓練を実施又は実施を検討している障害者職業能力 又は実施を検討している障害者職業能力開発校等の有効回答のうち
開発校等の有効回答のうち８０％以上のものから有用であ ８０％以上のものから有用であった旨の評価が得られるようにする
った旨の評価が得られるようにすること。 こと。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を含 ・数値目標で設定しているため削除。
む職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入
れ、定員充足率が毎年度９５％以上になるように取組を行
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っているか。

・企業による採用や職場適応についてのノウハウが確立され ・企業による採用や職場適応についてのノウハウが確立されていない ・中期計画に基づく変更。
ていない職業訓練上特別な支援を要する障害者について、 特別支援障害者について、特注型の訓練メニューに基づく企業内訓
特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のた 練と就業継続のための技術的支援の一体的実施による先導的職業訓
めの技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練に取り 練に取り組んでいるか。
組んでいるか。

・訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた ・数値目標で設定しているため削除。
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により
その内容の充実を図っているか。

・職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内 ・特別支援障害者等に対する職業訓練内容、指導技法等のマニュアル ・中期計画に基づく変更。
容、指導技法等をマニュアル等にとりまとめ、他の障害者 等を作成し、他の障害者職業能力開発校等に提供するとともに、そ
職業能力開発校等への提供、その訓練指導員に対する研修 の訓練指導員に対して指導技法等の解説等を実施しているか。
の実施等を行っているか。

・障害者職業能力開発校等での特別支援障害者等の受入れの促進に係 ・中期計画に基づき新たに設定。
る取組を強化するため、職業訓練指導員を対象とした長期の実務演
習等、特別支援障害者等向け訓練コース設置等の支援を行っている
か。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の障害者職業能 ・数値目標で設定しているため削除。
力開発校等から有用であった旨の評価が得られたか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（７） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関する事項
する事項 する事項
障害者の雇用に関する事業主
の社会連帯責任の円滑な実現を
図る観点から、障害者の雇用に
伴う事業主の経済的負担を調整
するとともに、障害者の雇用の
促進等を図るため設けられた「障
害者雇用納付金制度」に基づく、
障害者雇用納付金の徴収並びに
障害者雇用調整金、報奨金、在
宅就業障害者特例調整金、在宅
就業障害者特例報奨金及び各種
助成金の支給等の機構が実施す
る納付金関係業務については、
障害者の雇用の促進に寄与する
ために、法律の目的にのっとり、
適正かつ効率的な運営を図るこ
と。
また、障害者の雇用に関する
実践的手法の開発、講習の事業、
啓発の事業を効果的に実施する
ことにより、事業主の障害者雇
用の取組を支援し、障害者の雇
用促進を図ること。
なお、障害者雇用納付金申告
対象事業主等に対する調査や就
労支援機器の貸出しなどの業務
については、サービスの質の維
持や不正受給の防止に努めつつ、
業務を効率的かつ効果的に実施
すること。

① 障害者雇用納付金の徴収並 ア 障害者雇用納付金の徴収及 ① 障害者雇用納付金の徴収及び障害者
びに障害者雇用調整金、報奨 び障害者雇用調整金、報奨金 雇用調整金、報奨金等の支給
金、在宅就業障害者特例調整 等の支給
金及び在宅就業障害者特例報
奨金の支給に関する業務の適
切な実施

ア 障害者雇用納付金の徴収 障害者雇用納付金制度につ イ 障害者雇用納付金制度について
並びに障害者雇用調整金、 いて適切な周知、理解の促進 適切な周知、理解の促進
報奨金、在宅就業障害者特 を図るため、関係機関との連 障害者雇用納付金制度について
例調整金及び在宅就業障害 携を図りつつ、事業主説明会 は、事業主から的確な申告、支給
者特例報奨金の支給につい を第３期中期目標期間中、毎 申請がなされるよう、以下の各事
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ては、機構においてより厳 年度平均で４２０回以上開催 業を実施する。
正な審査及び効率的な手続 するほか、パンフレット、記
き等を行うことはもとよ 入説明書等の配布を行う。 (ｲ) 事業主説明会の開催
り、事業主に対して障害者 障害者の雇用の促進等 事業主説明会については、
雇用納付金制度を十分に周 に関する法律（昭和３５ 関係機関との連携を図りつ
知徹底し、理解の促進を図 年法律第１２３号）に基 つ、事業主が制度及び事務
るため、関係機関との連携 づき、障害者雇用納付金 手続を十分に理解し、申告、
を図りつつ、事業主説明会 の的確な徴収並びに障害 支給申請が的確になされる
を幅広く実施すること。 者雇用調整金、報奨金、 よう４２０回以上開催する

在宅就業障害者特例調整 ほか、今後の事業主説明会
金及び在宅就業障害者特 の説明内容及び制度、事務
例報奨金の適正な支給を 手続についての周知徹底、
行うため、より厳正な審 理解の促進を図るために作
査を実施するほか、障害 成するパンフレット、記入
者雇用納付金申告対象事 説明書等の充実に資するた
業主等に対して調査を的 め、引き続き、事業主説明
確に実施することにより、 会において参加者アンケー
障害者雇用納付金につい トを実施する。
ては、常用雇用労働者数
が２００人を超える事業 (ﾛ) パンフレット、申告書の
主については９９％以上 記入説明書等の作成、配付
の収納率を維持するとと 制度及び事務手続につい
もに、平成２７年４月か て適切な周知、理解の促進
ら新たに適用対象となる を図るため、制度について
常用雇用労働者数が１０ 分かりやすく記載したパン
０人を超え２００人以下 フレット、様々な記入例を
の事業主については、第 交えた申告書の記入説明書
３期中期目標期間終了時 等を作成、配布する。また、
までに、同様の収納率を その内容は（ｲ）の参加者ア
目指すものとする。 ンケート結果等の事業主か

また、平成２７年４ また、適用対象事業主 らの意見及び前年度までの
月から障害者雇用納付 が拡大することを踏まえ、 申告・申請において誤りの
金制度の適用対象企業 地域の経済団体、業界団 多かった事項についての対
が拡大（２００人超企 体等に対する協力要請や 応策を十分踏まえたものと
業→１００人超企業） 新たに対象となる中小企 する。
することを踏まえ、地 業への個別訪問等による また、パンフレット等の
域の経済団体、業界団 制度の周知・啓発を実施 内容をホームページに掲載
体等に対する協力要請 し、中小企業等における することにより、事業主の
や新たに対象となる中 障害者雇用の促進を図る。 制度、手続に対する理解を
小企業への個別訪問等 上記の納付金関係業務 深めるともに円滑かつ的確
による周知・啓発を実 を行うに当たっては、障 な申告・申請に資するもの
施するなどにより、中 害者雇用率達成指導業務 とする。
小企業等における制度 を実施する職業安定機関
の理解の促進に努める と緊密な連携を図り、必 (ﾊ) 職業安定機関との連携及
こと。また、障害者雇 要な情報交換を行う。 び高障センターの担当者会
用納付金徴収業務につ 議の開催
いては、現行の収納率 障害者雇用率達成指導業
目標（９９％以上）の 務を実施する職業安定機関
水準を目指すとともに、 と緊密な連携を図り、必要
それに向けた適正な制 な情報交換を行うとともに、
度運営を行うこと。 １月に高障センターの業務

担当者を対象に納付金関係
イ 障害者雇用納付金につい 業務担当者全国会議を開催
ては、厳正な審査、調査の し、制度及びその運営につ
実施により、常用雇用労働 いての共通の理解と認識を
者数が２００人を超える事 深めるとともに、前年度ま
業主については９９％以上 での申告・申請において誤
の収納率を維持するととも りの多かった事項について
に、平成２７年４月から新 の対応策について指示･徹底
たに適用対象となる常用雇 を図る。
用労働者数が１００人を超
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え２００人以下の事業主に
ついては、中期目標期間終
了時までに、同様の収納率
を目指すこと。

ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係
る周知・広報
改正障害者雇用促進法によ

り平成２７年４月から適用対
象となる常用雇用労働者数が
１００人を超え２００人以下
の中小企業事業主が翌年４月
からの申告・申請を的確に行
えるようにするため、効果的
な周知活動の戦略的展開につ
いて検討するとともに、平成
２５年度においては、次の周
知・広報を積極的に実施する。
・ リーフレットの作成・配
布及び広報誌、ホームペー
ジ、各種会議等を活用した
常用雇用労働者数が１００
人を超え２００人以下の中
小企業事業主への対象事業
主の拡大に係る今後のスケ
ジュール及び具体的な申告
・申請手続の広範な周知

・ 地域の経済団体、業界団
体等に対する協力要請によ
る新たに適用対象となる傘
下の中小企業事業主等への
周知・広報

・ 職業安定機関との連携に
よる、障害者雇用率達成指
導と併せた周知・説明

・ 平成２４年度にダイレク
トメールを送付した中小企
業事業主の要望に応じた、
個別訪問等によるきめ細か
な周知・説明

ハ 障害者雇用納付金の的確な
徴収並びに障害者雇用調整金、
報奨金、在宅就業障害者特例
調整金及び在宅就業障害者特
例報奨金の適正な支給
障害者雇用納付金について

は、より厳正な審査を実施す
るほか、正確な申告及び納付
期限の遵守についての指導・
督励を行うとともに、機構本
部及び高障センターにおいて、
電話、文書等により積極的に
納付督励・督促を実施する。
特に、引き続き多くの企業

が厳しい経営環境にあること
に対応し、納付金の滞納や倒
産等による収納不能の事案の
増加を抑制するため、事業主
に対する未納付理由の把握及
び納付督励をより早期に実施
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するとともに、倒産企業の早
期把握と迅速な対応に取り組
むため、次の措置を講じる。
その実施に当たっては機構本
部及び高障センターの密接な
連携のもと、個々の事案の実
情に応じた的確な対応を図る。
・ 障害者雇用納付金の申告
が必要な事業主に対して期
限内の申告・納付について
電話等により勧奨を行うと
ともに、以後、申告・納付
が遅れている事業主に対し
ては重ねて期限内の申告・
納付に係る働きかけを行う。

・ 申告期限経過後、速やか
に未申告の事業主に対して
電話等により未申告理由の
把握及び申告督励を実施す
るとともに、必要に応じて、
個別訪問等により当該事業
主に対し事務手続等に係る
指導、援助を行う。

・ 未納付の事業主を９月以
降毎月リストアップして高
障センターに送付し、迅速
に未納付理由の把握及び納
付督励を行うとともに、そ
の結果を踏まえて個々の事
案の実情に応じた的確な対
応を図る。
さらに、障害者雇用納付金

申告対象事業主等に対する調
査を的確に実施する。これら
のことにより、９９％以上の
収納率を維持する。
また、障害者雇用率達成指

導業務を実施する職業安定機
関と緊密な連携を図り、必要
な情報交換を行う。

当該年度内に収納に至 なお、当該年度内に収納に
らなかった未収納付金等 至らなかった未収納付金等に
については、納付督励・ ついても、機構本部及び高障
督促を継続的に実施する センターにおいて、未納付事
等により、確実な徴収を 業主の状況について情報を収
図る。 集・把握し、その状況に応じ

た電話、文書等による納付督
励・督促の継続的な実施とと
もに、未納付事業主を訪問し
ての納付金の確約書面の取り
付け等により確実な徴収を図
る。
また、障害者雇用調整金、

報奨金、在宅就業障害者特例
調整金及び在宅就業障害者特
例報奨金の支給に関しても、
厳正な審査を実施し、適正な
支給を行う。
さらに、より厳正な審査を

実施し、適正な徴収、支給を
行うため、平成２５年４月１
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日適用の申告申請書の添付書
類（障害者雇用状況等報告書）
の様式の改正及び審査方法の
見直しを踏まえ、機構本部と
高障センターが一体となり円
滑に審査を行えるようにする
ための業務マニュアルを策定
するほか、改正様式等による
申告申請書の提出が本格的に
行われる平成２６年度以降の
必要な審査体制の検討を行う。

障害者雇用納付金申告対象 ニ 障害者雇用納付金申告対象事業
事業主、調整金支給対象事業 主、調整金支給対象事業主等の利
主等の利便性の向上を図るた 便性の向上
め、申告・申請手続の簡素化 障害者雇用納付金電算機処
及び電算機処理システムの改 理システムを活用することに
定等を実施する。 より、申告・申請の迅速かつ

厳正な審査を実施するほか、
事業主からの直接又は高障セ
ンターを経由した照会等に対
して、的確で速やかな助言、
指導等を実施する。
また、事業主の申告・申請

にかかる事務手続の簡素化及
び利便性の向上を図るために
導入した電子申告申請システ
ムに関して、利用していない
事業主の理由及び要望を把握
し、利用促進のための更なる
機能の向上について検討を行
う。
さらに、申告申請書の添付

書類（障害者雇用状況等報告
書）の様式の改正及び審査方
法の見直しに対応した納付金
電算機処理システムの改定を
行う。

ホ 調査の効率的かつ的確な実施
調査に当たっては、特に次の点
に留意し実施する。
(ｲ) 効率的かつ的確な調査を
行うため、高障センターの
把握する情報を積極的に活
用する。また、対象事業主
の選定に当たっては、これ
までの調査結果の傾向を踏
まえるほか、障害者雇用納
付金制度に基づく助成金に
係る調査とも連携し、より
効果的かつ効率的な調査を
実施する。

(ﾛ) はじめて申告・申請を行
った事業主に係る申告・申
請内容全般並びに出向者、
パートタイム労働者及び派
遣労働者を雇用する事業主
に係る常用雇用労働者数の
取扱いのほか、前年度まで
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の申告・申請において誤り
の多かった事項に留意して、
それらの正確な把握に努め
る。

障害者雇用納付金申告 (ﾊ) なお、障害者雇用納付金
対象事業主等に対する調 申告対象事業主等に対する
査については、不正受給 調査業務の実施については、
の防止に留意するととも 高障センター及び障害者雇
に、専門性の向上等業務 用納付金制度に基づく助成
の効率的かつ効果的な実 金担当部との緊密な情報交
施に努める。 換等により、不正受給の防

止に留意しつつ、調査担当
者間の機動的な応援による
事業主の事情等に応じた柔
軟な調査日程の編成、定期
的な会議、研修の開催によ
る多様な調査事例の共有化
や調査手法の検討等を通じ
た専門性の向上等業務の効
率的かつ効果的な実施を図
る。

ヘ 電子申告システム及び電子納付
システムの利用促進
事業主サービスの向上と事

務処理の効率化、迅速化を図
るため、電子申告申請システ
ム及び電子納付システムにつ
いて、利用の促進を図る。
特に平成２４年度から新た

に運用を開始した電子申告申
請については、事業主説明会
において具体的な利用方法や
利便性、情報セキュリティの
信頼性等について説明するほ
か、経済団体、業界団体等に
対し、傘下事業主等への利用
促進のための周知・広報につ
いて協力要請を行う。さらに、
機構本部が作成する選定基準
に基づき高障センターが直接
訪問により利用の促進を図る。
また、電子納付システムにつ
いても、納付書等に利用案内
チラシを同封するとともに、
電子申告申請の利用促進と併
せ、事業主説明会での説明の
ほか、経済団体、業界団体等
への周知・広報の協力要請や
直接訪問による利用の促進を
図る。
さらに、障害者雇用納付金

について電子納付システムに
よる収納サービスを提供して
いない金融機関を機構本部が
訪問し、電子納付システムの
ネットワークへの参加及び機
構本部との覚書の締結につい
て協力要請を行う。
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なお、制度の適用対象 ト 障害者雇用納付金制度の適
事業主の拡大に当たり、 用事業主の拡大に対応した体
障害者雇用納付金の徴収、 制整備の検討
調整金等の支給の業務が 改正障害者雇用促進法によ
適切に行われるよう体制 り平成２７年４月から常用雇
整備に努める。 用労働者数が１００人を超え

る事業主に納付金制度の適用
が拡大されることから、障害
者雇用納付金の徴収、調整金
等の支給の業務が適切に行わ
れるよう、体制整備について
検討を行う。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目９ 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整 【評価項目７ 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨
金、報奨金等の支給業務】 金等の支給業務】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］
ついて、年度計画において設定した目標値

・事業主説明会を第２期中期目標期間中、毎年度平均で２５ ・事業主説明会を第３期中期目標期間中、毎年度平均で４２０回以上 ・中期計画に基づく変更。
０回以上開催すること。 開催すること。

・事業主説明会を４２０回以上開催すること。

・障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施に ・障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施により、常 ・中期計画に基づく変更。
より、常用雇用労働者数が３００人を超える事業主につい 用雇用労働者数が２００人を超える事業主については９９％以上の
ては９９％以上の収納率を維持するとともに、平成２２年 収納率を維持するとともに、平成２７年４月から新たに適用対象と
７月から新たに適用対象となった常用雇用労働者数が２０ なる常用雇用労働者数が１００人を超え２００人以下の事業主につ
０人を超え３００人以下の事業主については、中期目標期 いては、中期目標期間終了時までに、９９％以上の収納率を目指す
間終了時までに、９９％以上の収納率を目指すこと。 こと。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を第２期中期 ・数値目標で設定しているため削除。
目標期間中、毎年度平均で２５０回以上開催するほか、パ
ンフレット、記入説明書等の配布を行っているか。

・適用対象事業主が拡大することを踏まえ、地域の経済団体、業界団 ・中期計画に基づき新たに設定。
体等に対する協力要請や新たに対象となる中小企業への個別訪問等
による制度の周知・啓発を実施しているか。

・関係機関との適切な連携を図っているか。 ・障害者雇用率達成指導業務を実施する職業安定機関と緊密な連携を ・中期計画に基づき変更。
図り、必要な情報交換を行っているか。

・障害者雇用納付金については、常用雇用労働者数が３００ ・数値目標で設定しているため削除
人を超える事業主については９９％以上の収納率を維持す
るとともに、平成２２年７月から新たに適用対象となった
常用雇用労働者数が２００人を超え３００人以下の事業主
については、中期目標期間終了時までに９９％以上の収納
率を目指すため、その達成に向けた取組を実施しているか。
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・当該年度内に収納に至らなかった未収納付金等については、・当該年度内に収納に至らなかった未収納付金等については、納付督
納付督励・督促を継続的に実施する等により、確実な徴収 励・督促を継続的に実施する等により、確実な徴収を図っているか。
を図っているか。

・事業主等の利便性の向上を図るため、申告・申請手続の簡素化及び ・中期計画に基づき新たに設定。
電算機処理システムの改定等を実施しているか。

・事業主等に対する調査については、不正受給の防止に留意し、専門 ・中期計画に基づき新たに設定。
性の向上等業務の効率的かつ効果的な実施に努めているか。

・制度の適用対象事業主の拡大に当たり、障害者雇用納付金の徴収、 ・中期計画に基づき新たに設定。
調整金等の支給の業務が適切に行われるよう体制整備に努めている
か。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（８） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関する事項
する事項 する事項

② 障害者雇用納付金制度に基 イ 障害者雇用納付金に基づく ② 障害者雇用納付金に基づく助成金業
づく助成金の支給業務の適切 助成金の支給 務の適切な実施
な実施
ア 障害者雇用に関する事業 ① 助成金の効果的活用の促 イ 助成金の効果的活用の促進に向
主等への助成金支給につい 進に向けた周知・広報 けた周知・広報
ては、障害者雇用に係る事 事業主等の利便性を図る (ｲ) ホームページを活用した
業主支援・援助の実施を通 ため、各種助成金の支給要 周知
じて障害者の働く場の整備 件、助成額、申請窓口の所 ホームページに掲載してい
を図るため、適正かつ効率 在地等をホームページ等で る各種助成金の支給要件、助
的に行うことはもとより、 公開するとともに、支給要 成額、申請方法、申請書等の
助成金制度、申請手続等を 件等に変更があった場合は 様式及び添付書類一覧表等の
周知すること、事業主等が 当該変更が確定した日から 説明について、申請事業主が
利用しやすい手続とするこ 速やかにホームページ等で その内容を一層容易に理解で
と、助成金を障害者雇用に 公開する。 きるよう内容の改善を行う。
効果的に活用できるように 支給要件等に変更があった
事業主等に対して助言・援 場合は当該変更が確定した日
助を行うこと、など事業主 から速やかにホームページ等
等に対するサービスの向上 で公開する。
を図ること。

助成金の効果的活用を促 (ﾛ) 助成金の効果的活用を促
進するため、職業安定機関、 進するための職業安定機関等
地域センター等との連携を との連携による周知
図り、様々な機会を通じて 高障センターは、助成金制
事業主等に対する周知・広 度の活用に係る運営方針に基
報を行う。 づき、職業安定機関や関係機

関・団体等との連携の下、周
知業務を積極的に行う。
また、高障センターは、職

業安定機関等との間で連絡会
議等による情報交換を行う。
機構本部は上記の情報交換

の状況を把握し、その結果に
ついて全国の高障センターに
フィードバックすることによ
り、連携による助成金の効果
的な活用の更なる促進を図
る。

事業主にとって分かりや (ﾊ) 助成金の対象となる措置
すい各種助成金のパンフレ をはじめとする支給要件、
ットや支給申請の手引等を 添付書類及び支給後の報告

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構



- 44 -

作成し、高齢・障害者雇用 等について、事業主にとっ
支援センター及び職業安定 て分かりやすいパンフレッ
機関等において事業主等に トや支給申請の手引、事務
配布する。 手続等を記載したリーフレ

ット等を作成し、高障セン
ターの窓口において事業主
等に配布するとともに、職
業安定機関等においても事
業主等に配布する。

② 効率的な助成金支給業務 ロ 効率的な助成金支給業務の実施
の実施 助成金の支給業務について
円滑かつ迅速な支給、 は、制度の趣旨・目的に則し

支給に係るトラブル防 て、申請された助成対象措置
止等のため、事業主等 を厳格に審査するとともに、
に対して、支給申請書 適正な支給を行う。
等の記入方法等の教示 また、予算規模に留意して、
など事前相談を行うと より効果的な障害者雇用を図
ともに、申請から支給 るものへ優先的に支給するこ
決定までの期間等につ と等とする。
いて十分な説明を行い、 これらのほか、今中期計画
円滑な申請に資する。 における１件あたりの平均処
適正支給に配慮しつ 理期間（支給請求の受付から

つ、進捗状況の管理を 支給決定までの期間）の短縮
行うことにより、現地 を達成するため、平成２４年
調査等による確認を必 度の支給業務の検証を踏まえ
要とする助成金を除く て、次の取組を行う。
１件当たりの平均処理 (ｲ) 機構本部は、助成金シス
期間を、中期目標の最 テムの活用により助成金支
終年度には３０日程度 給に係る進捗状況を日常的
とすることを目標とす に管理するとともに、疑義
る。 照会に対する高障センター
助成金業務担当者会 の回答の迅速化に取り組む。

議の開催等により、窓
口担当者の能力向上等
の取組を行う。

(ﾛ) 高障センターは、事業主
等に対して、支給請求書等
の記入方法、審査に要する
手続及び期間等について、
十分に事前説明を行うとと
もに、各種チェックリスト
等の活用を徹底して、適正
かつ効率的な点検確認を行
う。

(ﾊ) 高障センターの助成金業
務担当者を対象とした会議
を８月に開催し、点検確認
手順及び留意事項等につい
て説明等を行うことにより、
点検確認に係る能力向上を
図る。

(ﾆ) 助成金支給事業主等に対
してアンケート調査を実施
し、業務改善のポイントを
把握するとともに、その結
果を踏まえ、相談及び申請
手続等の業務に活用する。
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イ 助成金については、 ③ 適正な支給業務の実 ハ 適正な支給業務の実施
職業安定機関との連携、 施 (ｲ) 機構本部においては、過
適切な情報提供等によ 適正な審査と支給申 去に不正受給が発生した業
り、適正な支給業務の 請事業所に対する計画 種を中心に支給前調査を、
実施を図ること。 的な調査を行い、疑義 平成２４年度に支給した助
また、適正な審査、 のあるものについては 成金の中から抽出した事業

調査の実施により、不 追加資料の提出、実地 所に対し、障害者雇用納付
正受給を防止するとと での確認等を行うこと 金等に係る調査と連携する
もに、不正受給が発生 のほか、助成金支給前 などして、計画的な支給後
した場合は、的確に対 調査の対象事業所の見 調査を、その他申請等の内
応すること。 直し等の取組を強化す 容に疑義が生じた事業所に

ることにより、更なる 対して、確認に必要な追加
不正受給の防止に努め 資料の提出を求めるほか、
る。 必要に応じて実地調査を行

う。また、平成２４年度に
開設した不正受給通報メー
ルアドレスにより、不正受
給の疑いがある事業主等の
情報を広範に収集する。
高障センターにおいては、

不正受給防止マニュアルに
基づき、申請時に疑義が生
じるような事案については
訪問等による確認作業を行
う等、チェックリストを活
用した厳正な点検確認を実
施する。

不正受給が発生した場合 (ﾛ) 不正受給が発生した場合
は、再発防止の観点からそ は、再発防止の観点からそ
の原因を究明し、関係機関 の原因を究明し、厚生労働
に対して適切な情報提供を 省又は都道府県労働局等そ
行うとともに、必要な対策 の他関係機関に対して適切
を講ずる。 な情報提供を行うとともに、

必要な不正受給防止対策を
講ずる。

適正な支給業務を実施す (ﾊ) 高障センターにおける不
るため、助成金業務担当者 正受給防止のための点検確
会議を開催し、支給業務に 認等に関して、８月に開催
関する問題点等について情 する助成金業務担当者会議
報交換を行う。 において説明及び情報交換

等を行い、その能力の向上
を図る。

厚生労働省又は都道府県 (ﾆ) 機構本部及び高障センタ
労働局等その他関係機関と ーは、厚生労働省又は都道
の間において、支給業務の 府県労働局等その他関係機
問題点等に対する情報交換 関との間において、支給業
等を定期的に行い、適切な 務の問題点等に対する情報
支給業務の実施を図る。 交換等を定期的に行い、適

切な支給業務の実施を図る。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１０ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業 【評価項目８ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業務】
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務】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

・支給要件等に変更があった場合は当該変更が確定した日か
ら７日以内にホームページ等で公開すること。 ・中期計画に基づく削除。

・現地調査等による確認を必要とする助成金を除く１件当たりの平均 ・中期計画に基づき新たに設定。
処理期間を、第３期中期目標の最終年度には３０日程度とすること。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・ホームページ等で事業主の利便性に配慮した情報提供を行 ・ホームページ等で事業主等の利便性に配慮した情報提供を行うとと ・中期計画に基づく変更。
っているか。 もに、支給要件等に変更があった場合は、速やかにホームページの

内容を更新しているか。

・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ ・中期計画に基づく削除。
等を修正しているか。

・事業主等に対する周知・広報を行うため、職業安定機関、 ・事業主等に対する周知・広報を行うため、職業安定機関、地域セン
地域センター等との連携を図っているか。 ター等との連携を図っているか。

・事業主にとって分かりやすい各種助成金のパンフレット等 ・事業主にとって分かりやすい各種助成金のパンフレット等を作成
を作成し、事業主等に配布しているか。 し、事業主等に配布しているか。

・事務手続の簡素合理化を図るため申請様式の簡略化、添付 ・中期計画に基づく削除。
書類の簡素化等を図っているか。

・事業主等に対して、申請手続及び申請から支給までの期間等につい ・中期計画に基づき新たに設定。
て十分な説明を行っているか。

・助成金業務担当者会議の開催等により、窓口担当者の能力向上等を ・中期計画に基づき新たに設定。
図っているか。

・不正受給防止を図るため、厳正な審査と支給申請事業所に ・不正受給防止を図るため、適正な審査と支給申請事業所に対する計 ・中期計画に基づく変更。
対する計画的な調査を行っているか。 画的な調査を行っているか。

・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な ・不正受給が発生した場合は、原因を究明し、必要に応じて関係機関 ・中期計画に基づく変更。
不正受給防止対策を講じているか。 に情報提供を行うとともに、必要な対策を講じているか。

・厚生労働省又は都道府県労働局等との間において、支給業 ・厚生労働省又は都道府県労働局等との間において、支給業務の問題
務の問題点等に対する情報交換等を定期的に行っているか。 点等に対する情報交換等を定期的に行っているか。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構



- 47 -

高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（９） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関する事項
する事項 する事項

③ 障害者の雇用に関する各種 ウ 障害者の雇用に関する各種 ③ 障害者の雇用に関する各種講習、相
講習、相談・援助、実践的手 講習、相談・援助、実践的手 談・援助、実践的手法の開発、啓発
法の開発、啓発等の事業の効 法の開発、啓発等の実施 等の実施
果的な実施

ア 各種講習、相談・援助等 ① 各種講習、相談・援助等 イ 各種講習、相談・援助等の実施
の実施 の実施

障害者を５人以上雇用す (ｱ) 障害者職業生活相談員 (ｲ) 障害者職業生活相談員資
る事業所に選任が義務づけ 資格認定講習を着実に実 格認定講習を着実に実施し、
られている障害者の職業生 施し、障害者の職業生活 相談員に対し障害者の職業
活全般にわたる相談・指導 全般にわたる相談・指導 生活全般にわたる相談・指
を行う障害者職業生活相談 等に必要な専門知識を付 導等に必要な専門知識を付
員の資格認定講習を実施す 与する。 与する。平成２５年度にお
ること。 いては、テキストの全面改

訂（平成２６年度に予定）
に向けた企画検討委員会を
開催する。

障害者の能力と適性に応 (ｲ) 障害者の能力と適性に (ﾛ) 障害者雇用エキスパート
じた雇用の促進と職場定着 応じた雇用の促進と職場 による相談・援助について
を図るため、障害者雇用に 定着を図るため、障害者 は、障害者の能力と適性に
関する専門的な知識と経験 雇用に関する専門的な知 応じた雇用の促進と職場定
を有する者を活用して、特 識と経験を有する障害者 着を図るため、法定雇用率
に困難な課題を抱える事業 雇用エキスパートが、法 の引上げに伴う課題を有す
主に対する障害者の職域拡 定雇用率の引上げに伴う るなど特に困難な課題を抱
大や雇用管理等に関する相 課題を有するなど特に困 える事業主に対して行うこ
談・援助を効果的に実施す 難な課題を抱える事業主 ととし、障害者の職域拡大
ること。 に対して、障害者の職域 や雇用管理等に関する相談、

拡大や雇用管理等に関す 新たな職域での雇用や職場
る相談・援助を効果的に 環境の改善の事例をもとに
実施する。 した具体的な提案等を効果

的に実施する。

イ 実践的手法の開発・提供 ② 実践的手法の開発・提供 ロ 障害者雇用に関する実践的手法
障害者の雇用・就業分野 の開発・提供の実施
の拡大、雇用の促進及び継 企業における障害者の雇 企業における障害者の雇用
続を図るため、職域拡大、 用に係る問題の解決、雇用 に係る問題の解決、雇用管理
キャリアアップ、職務再設 管理の改善及び障害者の雇 の改善及び障害者の雇用機会
計及び職場環境の改善の雇 用機会の拡大に資するた の拡大に資するため、事業主
用管理に関する実践的手法 め、事業主のニーズ、障害 のニーズ、障害の種類及び企
を開発し、事業主が利用し の種類及び企業規模に配慮 業規模に配慮しつつ、「中小
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やすい報告書、マニュアル しつつ、障害者の職域拡大 企業における精神障害者の新
等の成果物を提供するこ 及び雇用管理に係る実践的 規採用後の雇用継続に係る課
と。 手法を開発し、障害者雇用 題と対応に関する調査」「精

エキスパート等が行う相談 神障害者のための職域拡大及
・援助への活用を図るとと び職場定着に対応した職場改
もに、開発成果をホームぺ 善に関する取組の実態、効果
ージ等を通じて提供するこ 等のケーススタディによる効
とにより、事業主等の自主 果的方法の分析・整理」及び
的な取組を支援する。 「高次脳機能障害者の雇用促

進、職場復帰及び職場定着の
ための障害に配慮した雇用管
理に関するコミック版マニュ
アルの作成」を実施する。

中小企業における障害者 上記による実践的手法の 上記の障害者雇用に関する
雇用や精神障害者雇用等事 開発により得られた成果に 実践的手法の開発により得ら
業主のニーズを踏まえた障 ついては、事業主等の利用 れた成果については、事業主
害者雇用事例等の情報収集 しやすい報告書、マニュア 等の利用しやすい報告書、マ
と事業主等への効果的な提 ル等に取りまとめ、事業主 ニュアル・好事例集等にとり
供を実施すること。 等に配布するほか、当該開 まとめ、事業主等に配布する

発成果に係る情報を事業主 ほか、当該開発成果に係る情
等が有効に活用できるよう 報を事業主等が有効に活用で
分かりやすくホームページ きるよう分かりやすくホーム
で公開する。 ページで公開する。
また、事業主等に対して ホームページ上で、事業主
障害者雇用事例等を提供す 等に対して障害者雇用事例等
る「障害者雇用事例リファ を提供する「障害者雇用事例
レンスサービス」の充実を リファレンスサービス」につ
図り、中小企業における障 いては、障害者の募集・採用、
害者雇用や精神障害者等雇 雇用継続又は職場復帰に当た
用事業主のニーズを踏まえ って直面する課題の解決方法
て、効果的な情報提供を行 の参考となる企業の具体的な
う。 取組をまとめた障害者雇用モ

デル事例及び障害者助成金の
活用によって雇用が進められ
た事例を追加掲載する。平成
２５年度においては、特に中
小企業における障害者雇用や、
精神障害者、発達障害者及び
高次脳機能障害者の雇用に関
する事例を重点として事例を
収集する。

ウ 就労支援機器の普及・啓 ③ 就労支援機器の普及・啓 ハ 就労支援機器の普及・啓発等
発 発
障害者の雇用促進に役立 就労支援機器を広く事業 視覚障害者向けパソコン、
つ就労支援機器の貸出しを 主に普及・啓発するため、 拡大読書器等の就労支援機器
行い、それらの就労支援機 ホームページ等を通じた情 を広く事業主に普及・啓発す
器の普及・啓発を図るこ 報提供、就労支援機器の効 るため、就労支援機器普及啓
と。 果的な活用に係る相談等を 発ホームページを活用して効

実施し、事業所に就労支援 果的な普及・啓発活動を実施
機器の貸出しを行う。 するとともに、就労支援機器

の効果的な活用に係る相談等
を通して、幅広く就労支援機
器の貸出しを行う。
就労支援機器の貸出業務に

ついては、高障センターが事
業主及び関係機関に対する周
知を図るとともに、機構本部
において事業主ニーズの直接
収集及び障害者雇用エキスパ
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ートによる就労支援機器導入
に関する事業主等への専門的
な相談・援助、技術指導等を
行う。

適宜アンケート調査を実 貸出しを終了した事業主に
施し、事業主のニーズを把 対して適宜アンケート調査を
握するとともに、効率的な 実施し、事業主のニーズを把
業務を行うため、就労支援 握することにより、就労支援
機器の利用率（全機器の貸 機器の効果的な整備及び就労
出累計月数／延べ保有台月 支援機器の導入や活用方法に
数）を常態において６０％ ついての相談内容の改善を図
以上にする。 る。また、効率的な業務を行

うため、就労支援機器の利用
率（全機器の貸出累計月数／
延べ保有台月数）を常態にお
いて６０％以上にする。

エ 啓発事業の実施 ④ 啓発事業の実施 ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実
施

事業主や国民一般に対し 事業主や国民一般に対し 事業主や国民一般に対して、
て障害者雇用の機運を醸成 て、障害者に対する認識を 障害者に対する認識を高め、
するため雇用支援月間を設 高め、その雇用の促進と職 その雇用の促進と職業の安定
け、また障害者の職業的自 業の安定を図るため、障害 を図るため、９月を障害者雇
立を支援するため、障害者 者雇用を支援する月間を設 用支援月間とし、障害者雇用
雇用に関する様々な啓発活 け、全国レベルで障害者雇 優良事業所等を対象とした全
動を展開すること。 用優良事業所等の表彰を実 国表彰及び都道府県表彰を実

施するほか、各都道府県に 施するほか、全国５か所の会
おいて障害者雇用優良事業 場で障害者雇用支援月間ポス
所等の表彰等による啓発事 ター原画入賞作品展示会を開
業を実施する。 催など啓発事業を実施する。

障害者の雇用に係る諸情 さらに、障害者の雇用に係
報を総合的に掲載した定期 る諸情報を総合的に掲載した
刊行誌を毎月発行する。ま 定期刊行誌「働く広場」を毎
た、ホームページを活用し 月作成・発行し、事業主等に
た情報提供、マスメディア 配布する。
等の活用等による啓発広報 なお、作成に当たっては、
活動を実施する。 読者アンケートや編集委員会

等の意見を踏まえ、誌面の一
層の充実を図る。
また、ホームページを通じ

て障害者雇用に関する情報を
提供するほか、障害者の雇用
を進める上で必要となる情報
等についてマスメディア等を
活用した広報・啓発活動を展
開し、広く国民の障害者雇用
に対する理解を深める。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（現行）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１１ 障害者雇用に関する各種講習、相談・援助、 【評価項目９ 障害者雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手
実践的手法の開発、啓発等】 法の開発、啓発等】

評価の視点等（現行）（第２期） 評価の視点等（案）（第３期） 変更の理由等
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［数値目標］ ［数値目標］

・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有 ・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有台月数）
台月数）を常態において６０％以上にすること。 を常態において６０％以上にすること。

・障害者ワークフェアの来場者にアンケート調査を実施し、 ・中期計画に基づく削除。
有効回答のうち８０％以上の来場者から障害者の雇用問題
についての理解が深まった旨の評価が得られること。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・障害者職業生活相談員資格認定講習の内容の充実を図って ・障害者の職業生活全般にわたる相談・指導等に必要な専門知識を付 ・中期計画に基づく変更。
いるか。 与するため、障害者職業生活相談員資格認定講習を着実に実施して

いるか。

・障害者雇用に関する専門的な知識と経験を有する者を活用 ・障害者雇用エキスパートが、法定雇用率の引上げに伴う課題を有す ・中期計画に基づく変更。
して、特に困難な課題を抱える事業主に対する障害者の職 るなど特に困難な課題を抱える事業主に対して、障害者の職域拡大
域拡大や雇用管理等に関する相談・援助を効果的に実施し や雇用管理等に関する相談・援助を効果的に実施しているか。
ているか。

・障害者雇用に関する専門的な知識と経験を有する者による ・事業主のニーズ、障害の種類及び企業規模に配慮しつつ、障害者の ・中期計画に基づく変更。
相談・援助への活用を図る観点から調査研究のテーマを設 職域拡大及び雇用管理に係る実践的手法を開発し、障害者雇用エキ
定しているか。 スパート等が行う相談・援助への活用を図っているか。

・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等 ・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等の利用し ・中期計画に基づく変更。
の利用しやすい報告書、マニュアル等に取りまとめている やすい報告書、マニュアル等の作成・配布、ホームページ等を通じ
か。 た情報提供を行っているか。

・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等 ・前項へ統合。
が有効に活用できるようホームページで情報提供を行って
いるか。

・事業主等に対して障害者雇用事例等を提供する「障害者雇 ・中小企業における障害者雇用や精神障害者等雇用事業主のニーズを ・中期計画に基づく変更。
用事例リファレンスサービス」の充実を図り、企業のニー 踏まえて、「障害者雇用事例リファレンスサービス」の充実を図っ
ズに対して迅速かつ的確な情報提供を行っているか。 ているか。

・就労支援機器を広く事業主に普及・啓発するため、ホーム ・就労支援機器を広く事業主に普及・啓発するため、ホームページ等
ページ等を通じた情報提供、就労支援機器の効果的な活用 を通じた情報提供、就労支援機器の効果的な活用に係る相談等を実
に係る相談等を実施しているか。 施しているか。

・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有 ・数値目標で設定しているため削除。
台月数）が常態において６０％以上となっているか。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から障害者の雇 ・中期計画に基づく削除。
用問題についての理解が深まった旨の評価が得られたか。

・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといったマスメ ・障害者雇用を支援する月間を設け、障害者雇用優良事業所等の表彰を実 ・中期計画に基づく変更。
ディア等の活用等による啓発広報活動を実施しているか。 施するほか、定期刊行誌の発行、ホームページを活用した情報提供、マス

メディア等の活用等による啓発広報活動を実施しているか。

・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。 ・前項へ統合。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１０） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ
ビスその他の業務の質の向上に ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す
関する事項 関する目標を達成するためとる る目標を達成するためとるべき措

べき措置 置
通則法第２９条第２項第３号
の国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関
する事項は、次のとおりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関 (3) 納付金関係業務等の実施に関する事項
する事項 する事項

④ 障害者の技能に関する競技 エ 障害者の技能に関する競技 ④ 障害者の技能に関する競技大会の開
大会の開催に関する事項 大会の開催 催

イ 全国障害者技能競技大会の
開催

産業、職業及び技術等の変 障害者が日ごろ培った 障害者が日ごろ培った技能
化や障害者の雇用・就業の動 技能を互いに競い合うこ を互いに競い合うことにより、
向等を踏まえた競技種目の重 とにより、その職業能力 その職業能力の向上を図ると
点化及び先駆的又は雇用拡大 の向上を図るとともに、 ともに、企業や社会一般の人
が期待される職種による技能 企業や社会一般の人々が 々が障害者に対する理解と認
デモンストレーション、障害 障害者に対する理解と認 識を深め、その雇用の促進を
者の職業能力及び雇用に関わ 識を深め、その雇用の促 図るため、機構本部において
る展示の実施等一層効率的か 進を図るため、全国障害 「第３４回全国障害者技能競
つ効果的な大会運営を行うこ 者技能競技大会（アビリ 技大会（アビリンピック）」
とにより、障害者の職業能力 ンピック）を開催し、成 を１１月に千葉県で開催する。
の向上を図るとともに、企業 績優秀者を顕彰する。
や社会一般の人々が障害者に
対する理解と認識を深め、そ
の雇用の促進を図ること。 産業、職業及び技術等 大会においては、産業、職

の変化や障害者の雇用・ 業及び技術等の変化や障害者
就業の動向等を踏まえた の雇用・就業の動向等を踏ま
競技種目の重点化を図る えた競技種目及び競技定員の
とともに、先駆的又は雇 見直しを行うとともに、先駆
用拡大が期待される職種 的又は雇用拡大が期待される
による技能デモンストレ 障害者の雇用・就業職種を、
ーション、障害者の職業 技能デモンストレーションと
能力及び雇用に関わる展 して、また、障害者の職業能
示の実施等一層効率的か 力及び雇用に関わる展示を「障
つ効果的な大会運営を行 害者ワークフェア２０１３」
う。 として実施する。

このため、大会来場者 大会来場者に対してア また、大会来場者に対して
にアンケート調査を実施 ンケート調査を実施し、 アンケート調査を実施し、有
し、障害者の職業能力及 有効回答のうち９０％以 効回答のうち９０％以上の大
び雇用に対する理解が深 上の大会来場者から障害 会来場者から障害者の職業能
まった旨の評価を９０％ 者の職業能力及び雇用に 力及び雇用に対する理解が深
以上の来場者から得られ 対する理解が深まった旨 まった旨の評価を得られるよ
るようにすること。 の評価を得られるように うにするとともに、自由記述
また、国際大会への選 する。 欄等の内容を分析し、次回大

手の派遣も考慮して、国 会をより一層効率的かつ効果
内大会の効果的な運営に 的に運営するための検討を行
努めること。 う。
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第９回国際アビリンピ さらに、第９回国際アビリ
ックへの選手の派遣に向 ンピックへの選手派遣に向け
け、国内大会の効果的運 て国内大会を効果的に運営す
営に努める。 るとともに、国際アビリンピ

ックに関連した国際会議等に
出席し情報収集等を行う。

各都道府県における障害者 ロ 各都道府県における障害者
の技能競技大会（地方アビリ 技能競技大会の開催
ンピック）を毎年効率的かつ 都道府県、障害者団体及び
効果的に開催・運営する。 企業等との連携強化、アビリ

ンピック競技種目を勘案した
競技種目の見直しなどにより、
高障センターにおいて各都道
府県における障害者の技能競
技大会（地方アビリンピック）
を効率的かつ効果的に開催・
運営する。

評価の視点等 自己評価 評定

評価の項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１２ 障害者技能競技大会（アビリンピック）の 【評価項目１０ 障害者技能競技大会（アビリンピック）の開催】
開催】

評価の視点（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

・大会来場者に対してアンケート調査を実施し、有効回答の ・大会来場者に対してアンケート調査を実施し、有効回答のうち９０ ・中期計画に基づく変更。
うち８０％以上の大会来場者から障害者の職業能力及び雇 ％以上の大会来場者から障害者の職業能力及び雇用に対する理解が
用に対する理解が深まった旨の評価を得られるようにする 深まった旨の評価を得られるようにすること。
こと。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向 ・産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏ま ・中期計画に基づく変更。
等を踏まえた競技種目及び競技定員の見直しを行っている えた競技種目の重点化を図っているか。
か。

・先駆的又は雇用拡大が期待される障害者の雇用・就業職種 ・先駆的又は雇用拡大が期待される障害者の雇用・就業職種を、技能 ・中期計画に基づく変更。
を、技能デモンストレーションとして実施しているか。 デモンストレーションとして実施したり、障害者の職業能力及び雇

用に関わる展示を効果的に実施したりするなど、効率的かつ効果的
な大会運営を行っているか。

・アンケート調査において回答者のうち８０％以上の大会来 ・数値目標で設定しているため削除。
場者から障害者の職業能力及び雇用に対する理解が深まっ
た旨の評価が得られたか。

・国際アビリンピック派遣選手に対して、各競技種目の専門 ・国際アビリンピックへの選手の派遣に向けて、国内大会の効果的な ・中期計画に基づく変更。
家及び派遣選手が所属する企業等と連携して強化指導を実 運営に努めたか。
施し、選手が持てる力を発揮できるように支援したか。

・各都道府県における障害者の技能競技大会（地方アビリン ・各都道府県における障害者の技能競技大会（地方アビリンピック） ・中期計画に基づく変更。
ピック）を毎年効率的かつ効果的に開催・運営されるよう を毎年効率的かつ効果的に開催・運営しているか。
取り組んだか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１１） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその
ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成
に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

通則法第29条第２項第３
号の国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次
のとおりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事項
項 項

(1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等及び職業
及び職業能力開発総合大学校の 及び職業能力開発総合大学校の 能力開発総合大学校の設置及び運営の実
設置及び運営の実施等に関する 設置及び運営の実施等に関する 施等に関する事項
事項 事項

② 離職者を対象とする職業訓 イ 離職者を対象とする職業訓 ② 離職者を対象とする職業訓練の実施
練の実施について 練の実施について について

雇用のセーフティネッ 雇用のセーフティネッ 雇用のセーフティネットとし
トとしての役割を果たす トとしての役割を果たす ての役割を果たすため、雇用失
ため、雇用失業情勢に応 ため、雇用失業情勢に応 業情勢に応じて、離職者に対し、
じて、離職者に対し、適 じて、離職者に対し、適 適切かつ効果的な職業訓練を実
切かつ効果的な職業訓練 切かつ効果的な職業訓練 施し、再就職に結び付けるため、
を実施し、再就職に結び を実施し、再就職に結び 次により職業訓練を実施する。
付けるものとすること。 付けるため、次により職

業訓練を実施する。

ア 訓練開始時から積極 ① 訓練開始時から、ジ イ 訓練開始時から、ジョブ・
的に就職支援を行うこ ョブ・カードを活用し カードを活用した段階的なキ
ととし、訓練修了者の たキャリア・コンサル ャリア・コンサルティング、
就職率を各年度とも80 ティング、求人情報の 公共職業安定所との連携によ
％以上とするとともに、 提供や就職支援ツール る求人情報の提供や就職支援
就職者のうち常用労働 の活用などにより、訓 ツールの活用などにより、訓
者として就職した者の 練受講者に対して積極 練受講者に対して積極的かつ
割合の向上に取り組む 的かつきめ細かな就職 きめ細かな就職支援を行う。
こと。 支援を行うことにより、

訓練修了者の訓練終了 ロ 積極的かつきめ細かな就職
後３ヶ月時点の就職率 支援に取り組むことにより、
を各年度とも80％以上 訓練修了者の訓練終了後３ヶ
とするとともに、就職 月時点の就職率を80％以上と
者のうち常用労働者と するとともに、就職者のうち
して就職した者の割合 常用労働者として就職した者
の向上に取り組む。 の割合の向上を図る。

イ 主にものづくり分野 ② 主にものづくり分野 ハ 主にものづくり分野であっ
であって、当該地域に であって、当該地域に て、当該地域において民間で
おいて民間では実施で おいて民間では実施で は実施できないもののみに限
きないものに限定して きないもののみに限定 定して実施する。
実施すること。その際、 して実施する。 なお、訓練コースの設定に
各職種における求人と なお、訓練コースの 当たっては、当該地域ごとに、
求職のミスマッチの状 設定に当たっては、当 事業主団体や関係行政機関等
況も踏まえ、訓練コー 該地域ごとに、事業主 から意見を聴くことなどによ
スを精査した上で実施 団体や関係行政機関等 り人材ニーズを把握した上で、
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すること。また、ＰＤ から意見を聴くことな 各職種における求人と求職の
ＣＡサイクルによる効 どにより人材ニーズを ミスマッチの状況も踏まえつ
果的な訓練の実施と訓 把握した上で、各職種 つ、真に必要とされている訓
練コース及び訓練定員 における求人と求職の 練コースを設定するとともに、
の見直しを行うととも ミスマッチの状況も踏 ＰＤＣＡサイクルによる効果
に、公共職業安定所と まえつつ、真に必要と 的な訓練の実施と訓練コース
の連携を図り、定員充 されている訓練コース 及び訓練定員の見直しを行う。
足率の向上に取り組む を設定するとともに、 また、各地域において、地方
こと。 ＰＤＣＡサイクルによ 運営協議会の専門部会として

る効果的な訓練の実施 外部委員で構成する検討の場
と訓練コース及び訓練 を設け、訓練コースについて、
定員の見直しを行う。 意見を聴取し、審査する。
また、各地域において、
地方運営協議会の専門
部会として外部委員で
構成する検討の場を設
け、訓練コースについ
て、意見を聴取し、審
査する。

さらに、公共職業安 ニ 公共職業安定所職員を対象
定所との連携を図り、 として施設見学会等を開催す
求職者に対して職業訓 るなどにより公共職業安定所
練コースの多様な説明 との連携を図るとともに、求
機会を設けること、説 職者を対象として雇用保険受
明会、施設見学会を通 給者説明会の活用や施設見学
じて職業訓練コースの 会の積極的な開催等により、
内容を分かりやすく丁 職業訓練コースの多様な説明
寧に説明することや、 機会を通じて職業訓練コース
訓練効果や成果を積極 の内容・成果を分かりやすく
的に周知するなど周知 丁寧に説明することに加え、
・広報活動の強化を図 ホームページやリーフレット
ることにより、定員充 での訓練効果や成果の積極的
足率の向上に取り組む。 な周知や各種メディアの活用

など周知・広報活動の強化等
を図ることにより、定員充足
率の向上に取り組む。

ウ 非正規労働者の特性 ③ 非正規労働者の特性 ホ 就業経験の乏しい者等で、
に応じた実践的な職業 に応じた実践的な職業 直ちに実践的な職業訓練等を
訓練等への「橋渡し」 訓練等への「橋渡し」 受講することが困難な者に対
となる訓練や日本版デ となる訓練や日本版デ する基礎的な訓練である橋渡
ュアルシステムを実施 ュアルシステムを実施 し訓練や企業における実習訓
すること。 する。 練と職業能力開発促進センタ

ーにおける職業訓練を組み合
わせた日本版デュアルシステ
ムを実施する。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１３ 離職者訓練】 【評価項目１１ 離職者訓練】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

・訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率を各年度とも ・訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率を各年度とも８０％以
８０％以上とすること。 上とすること。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構



- 55 -

［評価の視点］ ［評価の視点］

・就職者のうち常用労働者として就職した者の割合の向上に ・就職者のうち常用労働者として就職した者の割合の向上に取り組ん ・中期計画に基づく変更。
努めたか。 だか。

※常用労働者 雇用契約において期間の定めのない者 ※常用労働者 雇用契約において期間の定めのない者

・当該地域において民間では実施できないもののみに限定し ・当該地域において民間では実施できないもののみに限定して実施し
て実施したか。 たか。

・地域ごとに、事業主団体等から意見を聴くことなどにより ・地域ごとに、事業主団体等から意見を聴くことなどにより人材ニー ・中期計画に基づく変更。
人材ニーズを把握した上で、真に必要とされている訓練コ ズを把握した上で、真に必要とされている訓練コースを設定したか。
ースを設定したか。 また、ＰＤＣＡサイクルによる効果的な訓練の実施と訓練コース及

び訓練定員の見直しを行ったか。

・公共職業安定所との連携や、周知・広報活動の強化を図ることによ ・中期計画に基づき新たに設定。
り、定員充足率の向上に取り組んだか。

・非正規労働者の特性に応じた実践的な職業訓練等への「橋渡し」と ・中期計画に基づき新たに設定。
なる訓練や日本版デュアルシステムを実施したか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１２） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその
ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成
に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

通則法第29条第２項第３
号の国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次
のとおりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事項
項 項

(1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等及び職業
及び職業能力開発総合大学校の 及び職業能力開発総合大学校の 能力開発総合大学校の設置及び運営の実
設置及び運営の実施等に関する 設置及び運営の実施等に関する 施等に関する事項
事項 事項

③ 高度技能者の養成のための ウ 高度技能者の養成のための ③ 高度技能者の養成のための職業訓練
職業訓練について 職業訓練について について

産業の基盤を支える人材 産業の基盤を支える人 産業の基盤を支える人材を育
を育成するために、職業 材を育成するために、職 成するために、職業能力開発大
能力開発大学校等の専門 業能力開発大学校等の専 学校等の専門課程においては、
課程においては、技術革 門課程においては、技術 技術革新に対応できる高度な知
新に対応できる高度な知 革新に対応できる高度な 識と技能・技術を兼ね備えた実
識と技能・技術を兼ね備 知識と技能・技術を兼ね 践技能者を養成し、また、応用
えた実践技能者を養成し、 備えた実践技能者を養成 課程においては、生産技術・生
また、応用課程において し、また、応用課程にお 産管理部門のリーダーとなる人
は、生産技術・生産管理 いては、生産技術・生産 材を養成するよう、次により職
部門のリーダーとなる人 管理部門のリーダーとな 業訓練を実施する。
材を養成するものとする る人材を養成するよう、
こと。 次により職業訓練を実施

する。

ア 専門課程及び応用課 ① ものづくり産業にお イ ものづくり産業における技
程の修了者のうち、就 ける人材ニーズに的確 術動向や企業等から聴取した
職希望者の就職率を各 に対応した訓練内容と 地域の人材ニーズ等に的確に
年度とも９５％以上と することや、就職ガイ 対応した訓練内容とすること
すること。 ダンスや学生用ジョブ や、専門課程及び応用課程そ

・カード等を活用した れぞれ１年次から就職ガイダ
キャリア・コンサルテ ンスや学生用ジョブ・カード
ィングの実施など的確 等を活用したキャリア・コン
な就職支援を徹底して サルティングを実施するなど
行うことにより、引き 的確な就職支援を徹底して行
続き高い就職実績を確 うことにより、引き続き高い
保し、専門課程及び応 就職実績を確保し、専門課程
用課程の修了者のうち、 及び応用課程の修了者のうち、
就職希望者の就職率を 就職希望者の就職率を95％以
各年度とも95％以上と 上とする。
する。

イ 職業能力開発大学校 ② 職業能力開発大学校 ロ 産業構造の変化や技術革新
等について、産業構造 等について、産業構造 等に対応した訓練コースの見
の変化や技術革新等に の変化や技術革新等に 直しを進め、効果的な人材養
対応した訓練コースの 対応した訓練コースの 成に取り組むとともに、民間
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見直しを進め、効果的 見直しを進め、効果的 機関との共同研究等を通じた
な人材養成に取り組む な人材養成に取り組む 産学連携や若年者に対する実
とともに、共同研究等 とともに、共同研究等 践的な技能教育を充実させる
を通じた産学連携や他 を通じた産学連携や他 ため他大学等関係機関との連
大学等関係機関との連 大学等関係機関との連 携の強化を推進すること等に
携強化を図る等、広く 携強化を図る等、広く より、広く地域社会に開かれ
より地域に開かれたも より地域に開かれた施 た施設運営に努める。
のとすること。 設運営に努める。

ウ 地方公共団体との役 ③ 地方公共団体との役 ハ 地方公共団体との役割分担
割分担を一層明確化し、 割分担を一層明確化し、 を一層明確化し、民業補完に
民業補完に徹する観点 民業補完に徹する観点 徹する観点から、民間教育訓
から、民間教育訓練機 から、民間教育訓練機 練機関等の多種多様な訓練の
関等の多種多様な訓練 関等の多種多様な訓練 実施の状況や昨今の地方公共
の実施の状況や昨今の の実施の状況や昨今の 団体における職業訓練の取組
地方公共団体における 地方公共団体における 状況、外部有識者からの意見
職業訓練の取組状況を 職業訓練の取組状況を を踏まえ、さらに、設置訓練
踏まえ、さらに、ニー 踏まえ、さらに、ニー 科に係る訓練ニーズや定員の
ズや定員の充足率、就 ズや定員の充足率、就 充足率、就職率を見極めた上
職率を見極めた上で、 職率を見極めた上で、 で、今後の経済社会を担う高
今後の経済社会を担う 今後の経済社会を担う 度なものづくり人材を育成す
高度なものづくり人材 高度なものづくり人材 るため、主として若年者を対
を育成するため、主と を育成するため、主と 象とした高度職業訓練に特化
して若年者を対象とし して若年者を対象とし ・重点化する。
た高度職業訓練に特化 た高度職業訓練に特化
・重点化するとともに、 ・重点化する。
入校生の確保を図り、 また、オープンキャ また、オープンキャンパス
定員充足率の向上に取 ンパスやきめ細かな高 やきめ細かな高校訪問等によ
り組むこと。 校訪問等による効果的 る効果的な広報の実施等によ

な広報の実施等により り入校生の確保を図り、定員
入校生の確保を図り、 充足率の向上に取り組む。
定員充足率の向上に取
り組む。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１４ 高度技能者養成訓練】 【評価項目１２ 高度技能者養成訓練】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

・専門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職率 ・専門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職率を各年度
を各年度とも９５％以上とすること。 とも９５％以上とすること。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・就職者のうち常用労働者として就職した者の割合について、・就職者のうち常用労働者として就職した者の割合について、高い水
高い水準を維持することに努めたか。 準を維持することに努めたか。

※常用労働者 雇用契約において期間の定めのない者

・産学連携や他大学等関係機関との連携を強め、より地域に ・産業構造の変化や技術革新等に対応した訓練コースの見直しを進 ・中期計画に基づく変更。
開かれた施設経営に努めたか。 め、効果的な人材養成に取り組むとともに、共同研究等を通じた産

学連携や他大学等関係機関との連携強化を図る等、広く地域に開か
れた施設経営に努めたか。

・地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹 ・地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹する観点
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する観点から、主として若年者を対象とした高度職業訓練 から、主として若年者を対象とした高度職業訓練に特化・重点化し
に特化・重点化したか。 たか。

・効果的な広報の実施等により入校生の確保を図り、定員充足率の向 ・中期計画に基づき新たに設定。
上に取り組んだか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１３） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその
ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成
に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

通則法第29条第２項第３
号の国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次
のとおりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事項
項 項

(1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等及び職業
及び職業能力開発総合大学校の 及び職業能力開発総合大学校の 能力開発総合大学校の設置及び運営の実
設置及び運営の実施等に関する 設置及び運営の実施等に関する 施等に関する事項
事項 事項

④ 在職者を対象とする職業訓 エ 在職者を対象とする職業訓 ④ 在職者を対象とする職業訓練の実施
練の実施について 練の実施について について

産業の基盤を支える高 産業の基盤を支える高 産業の基盤を支える高度な職
度な職業能力を有する人 度な職業能力を有する人 業能力を有する人材を育成する
材を育成するため、在職 材を育成するため、在職 ため、在職者に対し、事業主の
者に対し、事業主のニー 者に対し、事業主のニー ニーズ等に基づき、適切かつ効
ズ等に基づき、適切かつ ズ等に基づき、適切かつ 果的な職業訓練を実施するよう、
効果的な職業訓練を実施 効果的な職業訓練を実施 次により職業訓練を実施する。
すること。 するよう、次により職業

訓練を実施する。

ア 受講者に対してアン ① 受講者に対してアン イ 訓練コースの受講者と受講を
ケート調査を実施し、9 ケート調査を実施し、9 指示した事業主に対してアン
0％以上の者から職業能 0％以上の者から職業能 ケート調査を実施し、それぞ
力の向上に役立った旨 力の向上に役立った旨 れ90％以上の者から職業能力
の評価が得られるよう の評価が得られるよう の向上に役立った旨の評価が
にすること。また、事 にする。また、事業主 得られるようにする。また、
業主の指示により職業 の指示により職業訓練 受講者が習得した能力につい
訓練を受講した場合に を受講した場合につい て職場での適用状況等の確認
ついては、当該事業主 ては、当該事業主につ を行う。
についてもアンケート いてもアンケート調査
調査を実施し、90％以 を実施し、90％以上の
上の者から受講者に職 者から受講者に職業能
業能力の向上が見られ 力の向上が見られた旨
た旨の評価が得られる の評価が得られるよう
ようにすること。 にする。
なお、アンケート調 なお、アンケート調 なお、アンケート調査の実

査の実施に当たっては、 査の実施に当たっては、 施に当たっては、受講者及び
当該調査で得られた意 当該調査で得られた意 事業主の意見をより的確に把
見をより的確に把握で 見をより的確に把握で 握できるようにするとともに、
きるようにするととも きるようにするととも 当該調査結果と職場での適用
に、当該調査結果を分 に、当該調査結果を分 状況の結果を分析して事業主
析して業務の質の向上 析して事業主のニーズ のニーズ等により的確に対応
に反映できるようにす 等により的確に対応し するよう訓練カリキュラムや
ること。 た訓練コースに改善す 教材を見直すなど業務の質の

るなど業務の質の向上 向上に反映できるようにする。
に反映できるようにす
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る。

イ 在職者訓練の効果を ② 在職者訓練の効果を
客観的に把握する観点 客観的に把握する観点
から、受講者が習得し から、受講者が習得し
た能力について職場で た能力について職場で
の適用状況の確認・評 の適用状況等の確認・
価を実施すること。 評価を実施する。

ウ 地方公共団体との役 ③ 地方公共団体との役 ロ 地方公共団体との役割分担
割分担の一層の明確化 割分担の一層の明確化 の一層の明確化を図るととも
を図るとともに、民業 を図るとともに、民業 に、民業補完に徹する観点か
補完に徹する観点から、 補完に徹する観点から、 ら、民間教育訓練機関等の多
民間教育訓練機関等の 民間教育訓練機関等の 種多様な訓練の実施の状況や
多種多様な訓練の実施 多種多様な訓練の実施 昨今の地方公共団体における
の状況や昨今の地方公 の状況や昨今の地方公 職業訓練の取組状況を踏まえ、
共団体における職業訓 共団体における職業訓 中小企業等を主な対象として、
練の取組状況を踏まえ、 練の取組状況を踏まえ、 ものづくり分野を中心に真に
中小企業等を主な対象 中小企業等を主な対象 高度なものに限定して実施す
として、ものづくり分 として、ものづくり分 る。
野を中心に真に高度な 野を中心に真に高度な
ものに限定して実施す ものに限定して実施す
ること。 る。

また、訓練コースは、 また、訓練コースは、当該
当該地域ごとの事業主 地域ごとの事業主団体や関係
団体や関係行政機関等 行政機関等から意見を聴くこ
から意見を聴くことな となどにより人材育成ニーズ
どにより人材育成ニー を把握した上で設定するもの
ズを把握した上で設定 とし、各地域において地方運
するものとし、各地域 営協議会の専門部会として外
において地方運営協議 部委員で構成する検討の場を
会の専門部会として外 設け、訓練コースについて、
部委員で構成する検討 意見を聴取し、審査する。
の場を設け、訓練コー
スについて、意見を聴
取し、審査する。

また、中小企業等を なお、中小企業等を なお、中小企業等を主な対
主な対象としているこ 主な対象としているこ 象としていることに配慮しつ
とに配慮しつつ、適切 とに配慮しつつ、適切 つ、適切な費用負担を求める。
な費用負担を求めるこ な費用負担を求める。
と。

⑤ 事業主等との連携・支援に オ 事業主等との連携・支援に ⑤ 事業主等との連携・支援について
ついて ついて

事業主等との連携によ 事業主等との連携によ 事業主等との連携による訓練
る訓練カリキュラムの開 る訓練カリキュラムの開 カリキュラムの開発や訓練の実
発や訓練の実施、その求 発や訓練の実施、その求 施、その求めに応じた職業訓練
めに応じた職業訓練指導 めに応じた職業訓練指導 指導員の派遣、訓練設備の貸与、
員の派遣、訓練設備の貸 員の派遣、訓練設備の貸 訓練に関するノウハウ・民間教
与、訓練ノウハウ・情報 与、訓練に関するノウハ 育訓練機関等に関する情報の提
の提供等を行うなど、事 ウ・民間教育訓練機関等 供等を行うほか、厳しい雇用情
業主等が効果的に職業訓 に関する情報の提供等を 勢の中、従業員の雇用維持に努
練を実施できるよう、連 行うなど、事業主等が効 める中小企業等のニーズに対応
携・支援を行うこと。そ 果的に職業訓練を実施で した講習の実施など、事業主等
の際、適切な費用負担を きるよう、連携・支援を が従業員に効果的に職業訓練を
求めること。 行う。その際、適切な費 実施できるよう、連携・支援を

用負担を求める。 行う。その際、支援に対する適
切な費用負担を求める。

また、成長が見込まれ また、成長が見込まれ また、成長が見込まれる分野
る分野（環境・エネルギ る分野（環境・エネルギ （環境・エネルギー分野等）で
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ー分野等）で事業展開を ー分野等）で事業展開を 事業展開を進める事業主等に対
進める事業主等に対し、 進める事業主等に対し、 し、人材育成に関する支援を実
人材育成に関する支援を 人材育成に関する支援を 施する。
実施すること。 実施する。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１５ 在職者訓練、事業主等との連携・支援】 【評価項目１３ 在職者訓練、事業主等との連携・支援】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

・受講者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の者 ・受講者に対してアンケート調査を実施し、９０％以上の者から職業 ・中期計画に基づく変更。
から職業能力の向上に役立った旨の評価が得られるように 能力の向上に役立った旨の評価が得られるようにすること。
すること。

・事業主に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の者 ・事業主に対してアンケート調査を実施し、９０％以上の者から受講 ・中期計画に基づく変更。
から受講者に職業能力の向上が見られた旨の評価が得られ 者に職業能力の向上が見られた旨の評価が得られるようにするこ
るようにすること。 と。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・アンケート調査で得られた意見を的確に把握するとともに、調査結 ・中期計画に基づき新たに設定。
果を分析して業務の質の向上に反映できるよう取り組んだか。

・受講者が習得した能力について職場での適用状況等の確認 ・受講者が習得した能力について職場での適用状況等の確認・評価を
・評価を実施したか。 実施したか。

・中小企業等を主な対象として、ものづくり分野を中心に真 ・中小企業等を主な対象として、ものづくり分野を中心に真に高度な ・中期計画に基づく変更。
に高度なもののみに限定して実施したか。 ものに限定して実施したか。

・地域ごとに、事業主団体等から意見を聴くことなどにより ・地域ごとに、事業主団体等から意見を聴くことなどにより人材ニー
人材ニーズを把握した上で、訓練コースを設定したか。 ズを把握した上で、訓練コースを設定したか。

・中小企業等を主な対象としていることに配慮しつつ、適切 ・中小企業等を主な対象としていることに配慮しつつ、適切な費用負
な費用負担を求めたか。 担を求めたか。

・事業主等が効果的に職業訓練を実施できるよう、連携・支 ・事業主等が効果的に職業訓練を実施できるよう、連携・支援を行っ ・中期計画に基づく変更。
援を行ったか。 たか。
また、適切な費用負担を求めたか。 その際、適切な費用負担を求めたか。

・成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分野等）で事業展開を進 ・中期計画に基づき新たに設定。
める事業主等に対し、人材育成に関する支援を実施したか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１４） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその
ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成
に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

通則法第29条第２項第３
号の国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次
のとおりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事項
項 項

(1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等及び職業
及び職業能力開発総合大学校の 及び職業能力開発総合大学校の 能力開発総合大学校の設置及び運営の実
設置及び運営の実施等に関する 設置及び運営の実施等に関する 施等に関する事項
事項 事項

⑥ 職業訓練指導員の養成につ カ 職業訓練指導員の養成につ ⑥ 職業訓練指導員の養成について
いて いて

職業訓練指導員につい 職業訓練指導員につい 職業訓練指導員については、
ては、職業能力開発に関 ては、職業能力開発に関 職業能力開発に関するニーズに
するニーズに的確に対応 するニーズに的確に対応 的確に対応するため、技能習得
するため、技能習得の指 するため、技能習得の指 の指導ができるだけでなく、訓
導ができるだけでなく、 導ができるだけでなく、 練のコーディネート、キャリア
訓練のコーディネート、 訓練のコーディネート、 ・コンサルティング、就職支援
キャリア・コンサルティ キャリア・コンサルティ など、公共だけではなく民間に
ング、就職支援など、公 ング、就職支援など、公 おいても対応できる幅広い能力
共だけではなく民間にお 共だけではなく民間にお を有する人材を養成する。
いても対応できる幅広い いても対応できる幅広い
能力を有する人材を養成 能力を有する人材を養成
すること。 する。
また、職業訓練指導員 また、職業訓練指導員 職業訓練指導員の養成につい

の養成については、ハイ の養成については、ハイ ては、ハイレベル訓練（仮称）
レベル訓練（仮称）の創 レベル訓練（仮称）の創 の創設（平成26年度）に向け、
設（平成26年度）、及び 設（平成26年度）及び現 受講生の募集や教材作成など必
現職の職業訓練指導員を 職の職業訓練指導員を対 要な準備を進める。
対象としたスキルアップ 象としたスキルアップ訓 また、現職の職業訓練指導員
訓練の段階的な拡充を行 練の段階的な拡充を行う。 を対象としたスキルアップ訓練
うこと。 については、受講しやすい環境

を図るため、全国の公共職業能
力開発施設等を研修実施場所と
するほか、都道府県等からの要
望に応じた個別コースの設定等
による出前型研修方式も活用し、
拡充を行う。

⑦ 訓練コースの開発、民間教 キ 訓練コースの開発、民間教 ⑦ 訓練コースの開発、民間教育訓練機
育訓練機関の教育訓練サービ 育訓練機関の教育訓練サービ 関の教育訓練サービスの質の向上等
スの質の向上等について スの質の向上等について について

政策的必要性の高い分 政策的必要性の高い分 政策的必要性の高い分野を中
野を中心に、非正規労働 野を中心に、非正規労働 心に、非正規労働者の特性、産
者の特性、産業構造の変 者の特性、産業構造の変 業構造の変化や技術革新等に対
化や技術革新等に対応し 化や技術革新等に対応し 応した訓練コースの開発、人材
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た訓練コースの開発、人 た訓練コースの開発、人 ニーズの把握、キャリア形成の
材ニーズの把握、キャリ 材ニーズの把握、キャリ 過程の把握、職業訓練技法の開
ア形成の過程の把握、職 ア形成の過程の把握、職 発等効果的・効率的な職業訓練
業訓練技法の開発等効果 業訓練技法の開発等効果 の実施に資する調査・研究を実
的・効率的な職業訓練の 的・効率的な職業訓練の 施するとともに、その成果を民
実施に資する調査・研究 実施に資する調査・研究 間教育訓練機関、地方公共団体
を実施するとともに、そ を実施するとともに、そ 等に提供する等、普及の強化に
の成果を民間教育訓練機 の成果を民間教育訓練機 取り組む。
関、地方公共団体等に提 関、地方公共団体等に提
供する等、普及の強化に 供する等、普及の強化に
取り組むこと。 取り組む。
さらに、訓練コースの さらに、訓練コースの さらに、訓練コースの開発に

開発に際しては、企業や 開発に際しては、企業や 際しては、企業や教育機関等と
教育機関等とも連携した 教育機関等とも連携した も連携したコンソーシアム方式
コンソーシアム方式を活 コンソーシアム方式を活 を活用するなど、地域の訓練資
用するなど、地域の訓練 用するなど、地域の訓練 源の活用、地域ニーズに応じた
資源の活用、地域ニーズ 資源の活用、地域ニーズ 訓練コースの開発・普及に取り
に応じた訓練コースの開 に応じた訓練コースの開 組む。
発・普及に取り組むこと。 発・普及に取り組む。
また、民間教育訓練機 また、民間教育訓練機 また、民間教育訓練機関にお

関における人材のスキル 関における人材のスキル ける人材のスキルアップのため
アップのための取組等を アップのための取組等を の取組に対する支援など教育訓
検討し、民間教育訓練機 検討し、民間教育訓練機 練サービスの質の維持・向上に
関の教育訓練サービスの 関の教育訓練サービスの 係る支援の展開に向けた検討を
質を維持・向上させるた 質を維持・向上させるた 行う。
めの支援を実施すること。 めの支援を実施する。

⑧ 職業能力開発分野の国際連 ク 職業能力開発分野の国際連 ⑧ 職業能力開発分野の国際連携・協力
携・協力の推進について 携・協力の推進について の推進について

国、国際協力機構（Ｊ 国、国際協力機構（Ｊ 国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）
ＩＣＡ）等の委託又は依 ＩＣＡ）等の委託又は依 等の委託又は依頼を受けて、開
頼を受けて、開発途上国 頼を受けて、開発途上国 発途上国からの研修生の受入れ
における人材養成や国内 からの研修生の受入れや、 や、職業訓練指導員の海外への
における研修生の受入れ 職業訓練指導員の海外へ 派遣等を積極的・効率的・効果
等を積極的・効率的・効 の派遣等を積極的・効率 的に推進する。
果的に推進すること。 的・効果的に推進する。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１６ 指導員の養成、訓練コースの開発、国際連 【評価項目１４ 指導員の養成、訓練コースの開発等、国際連携・
携・協力の推進等】 協力の推進】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

［評価の視点］ ［評価の視点］

・訓練コーディネート、キャリア・コンサルティング、就職 ・訓練コーディネート、キャリア・コンサルティング、就職支援など、
支援など、幅広い能力を有する人材を養成したか。 幅広い能力を有する人材を養成したか。

・ハイレベル訓練（仮称）の創設（平成26年度）に向けた必要な準備 ・中期計画に基づき新たに設定。
を行ったか。

・現職の職業訓練指導員を対象としたスキルアップ訓練の段階的な拡 ・中期計画に基づき新たに設定。
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充を行ったか。

・効果的・効率的な職業訓練の実施に資する調査・研究を実 ・効果的・効率的な職業訓練の実施に資する調査・研究を実施すると ・中期計画に基づく変更。
施し、その成果を民間教育訓練機関や地方公共団体等に提 ともに、その成果の普及の強化に取り組んだか。
供したか。

・コンソーシアム方式を活用するなど地域の訓練資源の活用、地域ニ ・中期計画に基づき新たに設定。
ーズに応じた訓練コースの開発・普及に取り組んだか。

・民間教育訓練機関の教育訓練サービスの質を維持・向上させるため ・中期計画に基づき新たに設定。
の支援を実施したか。

・環境・エネルギー分野などの新しい分野の訓練カリキュラ ・中期計画に基づく削除。
ム開発を進めたか。

・開発途上国からの研修生の受入れや、職業訓練指導員の海 ・開発途上国からの研修生の受入れや、職業訓練指導員の海外への派
外への派遣等を効率的・効果的に推進したか。 遣等を効率的・効果的に推進したか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１５） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその
ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成
に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

通則法第29条第２項第３
号の国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次
のとおりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事項
項 項

(1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等 (1) 職業能力開発促進センター等及び職業
及び職業能力開発総合大学校の 及び職業能力開発総合大学校の 能力開発総合大学校の設置及び運営の実
設置及び運営の実施等に関する 設置及び運営の実施等に関する 施等に関する事項
事項 事項

① 効果的な職業訓練の実施に ア 効果的な職業訓練の実施に ① 効果的な職業訓練の実施について
ついて ついて

ア 職業能力開発の実施 ① 本部に設置した労働 イ 本部に設置した労働者を代
に当たっては、労使や 者を代表する者、事業 表する者、事業主を代表する
地域における関係者の 主を代表する者及び職 者及び職業能力開発業務の適
職業訓練に対するニー 業能力開発業務の適正 正な運営に必要な学識経験を
ズを踏まえた、効果的 な運営に必要な学識経 有する者から構成する運営委
・効率的な職業訓練の 験を有する者から構成 員会を開催し、職業能力開発
実施が可能となるよう、 する運営委員会を開催 業務の円滑な運営を図る。
機構本部に設置した労 し、職業能力開発業務
使等の参画による運営 の円滑な運営を図る。
委員会や都道府県ごと
に設置した都道府県、 ② 労使や地域における ロ 労使や地域における関係者
都道府県労働局、事業 関係者の職業訓練に対 の職業訓練に対するニーズを
主や労働者の代表、教 するニーズを踏まえた 踏まえた効果的・効率的な職
育機関等の参画による 効果的・効率的な職業 業訓練の実施が可能となるよ
地域の協議会を開催し、 訓練の実施が可能とな う、都道府県ごとに設置した
関係機関等と十分に連 るよう、都道府県ごと 都道府県、都道府県労働局、
携を図ること。 に設置した都道府県、 事業主や労働者の代表、教育

都道府県労働局、事業 機関等が参画する地方運営協
主や労働者の代表、教 議会を開催し、関係機関等と
育機関等が参画する地 十分に連携を図る。
方運営協議会を開催し、
関係機関等と十分に連
携を図る。

イ 企業等のニーズに応 ③ 職業訓練の品質の維 ハ 職業訓練の品質の維持・向
えた訓練コースの設定 持・向上を図るための 上を図るためのガイドライン
から実施、評価、改善 ガイドラインに基づき、 に基づき、企業等のニーズに
に至るＰＤＣＡサイク 企業等のニーズに応え 応えた訓練コースの設定から
ルによる効果的な訓練 た訓練コースの設定か 実施、評価、改善に至るＰＤ
を実施する。また、就 ら実施、評価、改善に ＣＡサイクルによる効果的な
職率等の訓練成果の客 至るＰＤＣＡサイクル 訓練を実施し、また、就職率
観的な評価・分析を踏 による効果的な訓練を 等の訓練成果の客観的な評価
まえた訓練コースの見 実施し、また、就職率 ・分析を踏まえた訓練コース
直しを行い、訓練の質 等の訓練成果の客観的 の見直しを行い、訓練の質や
や効果的な訓練の実施 な評価・分析を踏まえ 効果的な訓練の実施を担保す
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を担保するとともに、 た訓練コースの見直し る。
機構の実施する訓練の を行い、訓練の質や効
有効性を企業や求職者 果的な訓練の実施を担
等に広く周知すること。 保する。

ウ 地域ニーズも踏まえ、 ④ 訓練コースの見直し ニ 訓練コースの見直しに当た
成長が見込まれる分野 に当たっては、地域ニ っては、地域ニーズも踏まえ、
（環境・エネルギー分 ーズも踏まえ、成長が 成長が見込まれる分野（環境
野等）に関連したもの 見込まれる分野（環境 ・エネルギー分野等）に関連
づくり分野の訓練コー ・エネルギー分野等） したものづくり分野の訓練コ
スの開発に取り組むこ に関連したものづくり ースの開発に取り組む。
と。 分野の訓練コースの開

発に取り組む。

⑤ 実施する職業訓練の ホ 企業や求職者等に対し、実
有効性を企業や求職者 施する職業訓練の有効性につ
等に広く周知する。 いて、広く周知するため、訓

練の成果や訓練修了生・企業
からの声をホームページや施
設案内等に掲載し、わかりや
すい広報活動に取り組むとと
もに、地方運営協議会の機会
等を通じて、地域の関係者に
対し、職業能力開発促進セン
ター等の取組を積極的に情報
発信する。

⑨ 公共職業能力開発施設につ ケ 公共職業能力開発施設等に ⑨ 公共職業能力開発施設等について
いて ついて

独立行政法人雇用・能 独立行政法人雇用・能 独立行政法人雇用・能力開発
力開発機構法を廃止する 力開発機構法を廃止する 機構法を廃止する法律（平成23
法律(平成23年法律第26 法律（平成23年法律第26 年法律第26号）を踏まえ、厚生
号)を踏まえ、厚生労働省 号）を踏まえ、厚生労働 労働省の方針のもと、以下の取
の方針のもと、以下の取 省の方針のもと、以下の 組を適切に行う。
組を適切に行うこと。 取組を適切に行う。

ア 職業能力開発促進セ ① 職業能力開発促進セ イ 職業能力開発促進センター
ンター及び職業能力開 ンター及び職業能力開 及び職業能力開発大学校・短
発大学校・短期大学校 発大学校・短期大学校 期大学校（以下「ポリテクセ
（以下「ポリテクセン （以下「ポリテクセン ンター等」という。）の都道
ター等」という。）に ター等」という。）に 府県への移管について、厚生
ついては、受入条件が ついては、受入条件が 労働省と密接に連携して、ポ
整う都道府県へ移管す 整う都道府県へ移管す リテクセンター等が自施設の
ることとされているこ ることとされているこ 所在する都道府県を計画的に
とを重く受け止め、現 とを重く受け止め、現 直接訪問し、厚生労働省の方
行の譲渡条件の期限（平 行の譲渡条件の期限（平 針を都道府県に説明した上で、
成26年３月31日）まで 成26年３月31日）まで 移管協議を主体的かつ積極的
の間、都道府県との移 の間、厚生労働省と密 に進める。また、都道府県を
管協議を主体的かつ積 接に連携して、ポリテ 訪問した結果を厚生労働省に
極的に進めること。 クセンター等が設置さ 提供し、移管協議を進めるた

れている全都道府県に めに必要な情報の共有を行う。
ポリテクセンター等が
直接訪問して移管協議
を進めるなど移管協議
を主体的かつ積極的に
進める。

イ 都道府県との移管協 ② 都道府県との移管協 ロ 都道府県との移管協議を進
議を進めるに当たって 議を進めるに当たって めるに当たっては、これまで
は、これまで移管に至 は、これまで移管に至 移管に至らなかった原因を厚
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らなかった原因を十分 らなかった原因を厚生 生労働省と連携して十分に把
に把握・分析し、都道 労働省と連携して十分 握・分析し、その結果を踏ま
府県内における産業の に把握・分析し、その えて都道府県への働きかけを
集積状況や職業能力開 結果を踏まえて都道府 上半期を中心に集中的かつ積
発施設の設置状況、受 県への働きかけを平成2 極的に取り組む。その際、都
講者の居住地の実態等 5年度上半期を中心に集 道府県内における産業の集積
を勘案して移管の可能 中的かつ積極的に取り 状況や職業能力開発施設の設
性の高いものから優先 組む。その際、都道府 置状況、受講者の居住地の実
的に協議を進めること。 県内における産業の集 態等について情報収集・分析

積状況や職業能力開発 を行い、移管を進めやすい施
施設の設置状況、受講 設を検討の上、厚生労働省に
者の居住地の実態等を その情報を提供するとともに、
勘案して移管の可能性 移管の可能性の高いものから
の高いものから優先的 優先的に協議を進める。
に協議を進める。

ウ ポリテクセンター等 ③ ポリテクセンター等 ハ ポリテクセンター等につい
については、現状にお については、現状にお ては、定員充足率が低調な施
いて、同一都道府県内 いて、同一都道府県内 設について、定員充足率の向
に複数存在するものな に複数存在するものな 上に向け、より一層、公共職
ど経年的に定員充足率 ど経年的に定員充足率 業安定所との連携を図り、雇
が低調なものについは、 が低調なものについて 用保険受給者説明会の活用や
訓練定員の見直し等を は、より一層、公共職 施設見学会の積極的な開催等
行っても改善に至らな 業安定所との連携を図 により求職者に対する職業訓
い場合は、統廃合を含 り、求職者に対して職 練コースの多様な説明機会を
めて検討すること。 業訓練コースの多様な 設けること、これらの機会を

説明機会を設けること、 通じて職業訓練コースの内容
説明会、施設見学会を を分かりやすく丁寧に説明す
通じて職業訓練コース ることや、ホームページやリ
の内容を分かりやすく ーフレットで訓練効果や成果
丁寧に説明することや、 を積極的に周知するなどによ
訓練効果や成果を積極 り周知・広報活動の強化等に
的に周知するなど周知 取り組む。
・広報活動の強化等を
図り、これらを行って
も改善に至らない場合
は、第３期中期目標期
間の最終事業年度まで
に統廃合を含めて検討
し、その結論を得る。

エ ポリテクセンター等 ④ ポリテクセンター等 ニ ポリテクセンター等につい
については、厳しい雇 については、厳しい雇 ては、厳しい雇用失業情勢に
用失業情勢に配慮しつ 用失業情勢に配慮しつ 配慮しつつ、都道府県とも連
つ、都道府県とも連携 つ、都道府県とも連携 携して、地域において必要な
して、地域において必 して、地域において必 訓練の質と量を確保する。
要な訓練の質と量を確 要な訓練の質と量を確
保すること。 保する。

オ 上記各施設の在り方 ⑤ 上記各施設の在り方 ホ 上記各施設の在り方等の見
等の見直しに当たって 等の見直しに当たって 直しに当たっては、各年度の
は、施設ごとのセグメ は、第３期中期目標に 目標を達成するため、機構本
ント情報や業務実績を 掲げる目標を達成する 部はポリテクセンター等の施
十分に踏まえ、具体的 ため、機構本部はポリ 設ごとの業務実績（就職率や
な業務運営の達成目標 テクセンター等の施設 定員充足率等）の進捗管理を
を定めた上で、その業 ごとの業務実績（就職 行い、必要とされる施設ごと
務量に応じた適切な人 率や定員充足率等）の のセグメント情報を整備する
員やコストとなってい 進捗管理を行い、その とともに、法人内部で当該情
るかを検討し、必要な 業務実績や施設ごとの 報を共有し、今後の業務運営
措置を講ずること。 セグメント情報を十分 に反映させる。

に踏まえ、その業務量
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に応じた適切な人員や
コストとなっているか
を検討し、必要な措置
を講ずる。

カ 上記各施設の運営の ⑥ 上記各施設の運営の ヘ 上記各施設の運営のあり方
在り方については、厚 あり方については、厚 については、厚生労働省とも
生労働省とも連携をし 生労働省とも連携をし 連携をして検討を行う。
て検討を行うこと。 て検討を行う。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１７ 効果的な職業訓練の実施、公共職業能力開【評価項目１５ 効果的な職業訓練の実施、公共職業能力開発施設等】
発施設等】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

［評価の視点］ ［評価の視点］

・労使や地域における関係者の職業訓練に対するニーズを踏 ・労使や地域における関係者の職業訓練に対するニーズを踏まえた、
まえた、効果的・効率的な職業訓練の実施が可能となるよ 効果的・効率的な職業訓練の実施が可能となるよう、関係機関等と
う、関係機関等と十分に連携を図ったか。 十分に連携を図ったか。

・企業等のニーズに応えた訓練コースの設定を行うとともに、・企業等のニーズに応えた訓練コースの設定から実施、評価、改善に ・中期計画に基づく変更。
就職率等の訓練成果の客観的な評価・分析を実施したか。 至るＰＤＣＡサイクルによる効果的な職業訓練を実施したか。また、

就職率等の訓練成果の客観的な評価・分析を踏まえた訓練コースの
見直しを行ったか。

・地域ニーズも踏まえ、成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分 ・中期計画に基づき新たに設定。
野等）に関連したものづくり分野の訓練コースの開発に取り組んだ
か。

・実施する職業訓練の有効性を企業や求職者等に広く周知したか。 ・中期計画に基づき新たに設定。

・訓練コースの見直しを行い、その結果をホームページに公 ・中期計画に基づく削除。
表したか。

・職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期 ・職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校の ・中期計画に基づく変更。
大学校の都道府県への移管について、希望する都道府県へ 都道府県への移管について、譲渡条件の期限（平成26年３月31日）
の移管を進めたか。 までの間、厚生労働省と密接に連携して、移管協議を主体的かつ積

極的に進めたか。

・これまで移管に至らなかった原因を厚生労働省と連携して十分に把 ・中期計画に基づき新たに設定。
握・分析し、その結果を踏まえて都道府県への働きかけを平成25年
度上半期を中心に集中的かつ積極的に取り組んだか。

・経年的に定員充足率が低調なポリテクセンター等については、より ・中期計画に基づき新たに設定。
一層、公共職業安定所と連携して周知・広報活動の強化等を図り、
改善に取り組んだか。

・職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期 ・ポリテクセンター等については、都道府県とも連携して、地域にお ・中期計画に基づく変更。
大学校については、都道府県とも連携して、地域において いて必要な訓練の質と量を確保するための取組を行ったか。
必要な訓練の質と量を確保するための取組を行ったか。
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・職業能力開発総合大学校について、平成２４年度末までに ・中期計画に基づく削除。
相模原校を廃止し、附属校である東京校（小平市）へ集約
するほか、平成２４年度から段階的に拡充するスキルアッ
プ訓練の着実な実施に努めるとともに、平成２６年度から
導入するハイレベル訓練（仮称）の実施に向け、カリキュ
ラムの検討など必要な準備を進めたか。

・各施設の在り方等の見直しに当たっては、達成目標を定め ・ポリテクセンター等の在り方等の見直しに当たっては、施設ごとの ・中期計画に基づく変更。
た上で、その業務量に応じた適切な人員やコストとなって 業務実績（就職率や定員充足率等）の進捗管理を行い、その業務実
いるかを検討し、必要な措置を講じたか。 績や施設ごとのセグメント情報を十分に踏まえ、その業務量に応じ

た適切な人員やコストとなっているかを検討し、必要な措置を講じ
たか。

・ポリテクセンター等の運営のあり方については、厚生労働省とも連 ・中期計画に基づき新たに設定。
携して検討を行ったか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１６） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその
ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成
に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

通則法第29条第２項第３
号の国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次
のとおりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事 ４ 職業能力開発業務に関する事項
項 項

(2) 求職者支援制度に係る職業訓 (2) 求職者支援制度に係る職業訓 (2) 求職者支援制度に係る職業訓練の認定
練の認定業務等に関する事項 練の認定業務等に関する事項 業務等に関する事項

職業訓練の実施等による 職業訓練の実施等による 職業訓練の実施等による特定求
特定求職者の就職の支援に 特定求職者の就職の支援に 職者の就職の支援に関する法律（平
関する法律（平成23年法律 関する法律（平成23年法律 成23年法律第47号）に基づく職業
第47号）に基づく職業訓練 第47号）に基づく職業訓練 訓練の認定業務の実施に当たって
の認定を的確に実施するこ の認定業務の実施に当たっ は、技能の向上が図られ、就職に
と。 ては、技能の向上が図られ、 資するものとなっているかを踏ま

就職に資するものとなって えた審査を行う。
いるかを踏まえた審査を行
う。

また、認定職業訓練が円 また、認定職業訓練の円 また、認定職業訓練の円滑かつ
滑かつ効果的に行われるよ 滑かつ効果的な実施に資す 効果的な実施に資するよう、職業
う、（職業訓練実施計画も るよう、職業訓練実施計画 訓練実施計画も踏 まえて、訓練コ
踏まえて）機構が有する職 も踏まえて、訓練コース設 ース設定の指導や機構が有する職
業訓練ノウハウを活用し、 定の指導や機構が有する職 業能力開発及び就職支援のノウハ
必要な指導及び助言を行う 業能力開発及び就職支援の ウの提供など、必要な指導及び助
こと。 ノウハウの提供など、必要 言を行う。

な指導及び助言を行う。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１８ 求職者支援制度に係る職業訓練認定業務等】【評価項目１６ 求職者支援制度に係る職業訓練認定業務等】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

［評価の視点］ ［評価の視点］

・職業訓練の認定業務に当たっては、技能の向上が図られ、 ・職業訓練の認定業務の実施に当たっては、技能の向上が図られ、就 ・文言の適正化
就職に資するものとなっているかを踏まえた審査を行った 職に資するものとなっているかを踏まえた審査を行ったか。
か。

・認定職業訓練の円滑かつ効果的な実施に資するよう、訓練 ・認定職業訓練の円滑かつ効果的な実施に資するよう、訓練コース設
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コース設定の指導や職業能力開発及び就職支援のノウハウ 定の指導や職業能力開発及び就職支援のノウハウの提供など、必要
の提供など、必要な指導及び助言を行ったか。 な指導及び助言を行ったか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１７） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその
ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成
に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

通則法第29条第２項第３
号の国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項は、次
のとおりとする。

１ 各業務共通事項 １ 共通的事項 １ 共通的事項

(1) 関係者のニーズ等の把握 (1) 関係者のニーズ等の把握

機構に対する関係者のニ 使用者、労働者及び障害者を代
ーズ等について、以下の取 表する者並びに学識経験を有する
組により幅広く把握し、ニ 者により構成される評議員会を開
ーズ等に即した業務運営を 催し、情報交換を行うほか、機構
行うため、必要な措置を迅 の業務に対する意見等を伺い、ニ
速に実施する。 ーズに即した業務運営を図る。
事業主団体、障害者団体

等と情報交換を行うととも
に、機構の業務に対する意
見等を障害者、事業主、学
識経験者等から聞く場を設
定する。 利用者の意見、ニーズ等を把握
利用者に対するアンケー し、その結果を業務運営に反映さ

トによる終了時の調査及び せるため、各種サービス終了時に
必要に応じ追跡調査を積極 おける有用度に関する調査やサー
的に実施し、その結果から ビス実施後一定期間経過後におけ
業務改善につなげるべき点 る具体的な課題改善効果に関する
を分析し、現場にフィード 追跡調査等を積極的に実施する。
バックする。 また、これらのアンケート調査結

果を自由記述欄の内容を含め分析
し、サービスを提供している施設、
高障センターにフィードバックす
ることにより、現場レベルでの業
務改善を促す。

(2) 業績評価の実施及び公表 (2) 業績評価の実施及び公表

適正な業務の推進に資す 平成24年度業務実績については、
るため、外部の学識経験者、 外部の学識経験者、リハビリテー
リハビリテーションの専門 ションの専門家、職業能力開発の
家、職業能力開発の専門家 専門家等により構成される外部評
等による業績評価を行い、 価委員会の評価を受け、その結果
その結果を業務運営に反映 を職員に周知するとともに業務運
させ、機構におけるＰＤＣ 営に反映させ、機構におけるＰＤ
Ａサイクルの徹底を図る。 ＣＡサイクルの徹底を図る。

また、平成25年度業務について
は、内部評価委員会において、業
務の進捗状況を定期的に把握する
とともに、進捗管理重点テーマを
設定して当該重点テーマに関する
進捗状況を点検し、その結果を踏
まえて、各職員の年度計画の達成
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に向けた意識の向上と業務の改善
を図る。

さらに、業務内容の透明 さらに、業務内容の透明性を高
性を高め、業務内容の充実 め、業務内容の充実を図る観点か
を図る観点から、設定した ら、設定した目標の達成状況、業
目標の達成状況、業績評価 績評価の結果や機構の業務の内容
の結果や機構の業務の内容 について、ホームページ等におい
について、ホームページ等 て、積極的かつ分かりやすく公表
において、積極的かつ分か する。
りやすく公表する。

(3) 内部統制の充実・強化 (3) 内部統制の充実・強化

機構のミッションを有効 機構のミッションを有効かつ効
かつ効率的に達成するため、 率的に達成するため、理事長の強
総務省の「独立行政法人に 力なリーダーシップの下、内部統
おける内部統制と評価に関 制が有効に機能するよう、「行動
する研究会」が平成22年３ 規範」の浸透による統制環境の確
月に公表した報告書（「独 保、リスク管理委員会を中心とし
立行政法人における内部統 たリスクの評価と対応、内部監査
制と評価について」）及び 室によるモニタリングの充実等の
総務省政策評価・独立行政 取組を引き続き実施する。特にす
法人評価委員会から独立行 べての職員についてそれぞれの職
政法人等の業務実績に関す 位・職務におけるコンプライアン
る評価の結果等の意見とし スの一層の徹底を図るため、職員
て厚生労働省独立行政法人 研修・情報提供等の取組を行う。
評価委員会等に通知した事
項を参考に更に充実・強化
を図る。

(1) 事業主等とのネットワークの (4) 事業主等とのネットワークの (4) 事業主等とのネットワークの構築、連
構築、連携強化 構築、連携強化 携強化

各地域の事業主及び事 各地域の事業主及び事業 各地域において、事業主及び事
業主団体等の関係機関と 主団体等の関係機関とのネ 業主団体等の関係機関とのネット
のネットワークを構築す ットワークを構築するとと ワークを構築するため、同一県内
るとともに、個々の事業 もに、個々の事業所訪問等 の各施設が保有する事業所情報の
所訪問等に際しては、高 に際しては、高齢者雇用支 共通データベース化やメールマガ
齢者雇用支援業務、障害 援業務、障害者雇用支援業 ジンによる情報発信など当該情報
者雇用支援業務及び職業 務及び職業訓練業務の各業 の活用の取組を進める。また、高
訓練業務の各業務に関す 務に関する情報も併せて提 齢者雇用支援、障害雇用支援及び
る情報も併せて提供する 供するなどの取組を通じて、 職業訓練の各業務に関する情報を
などの取組を通じて、各 各地域における事業主及び 併せて事業主等に提供するため、
地域における事業主及び 事業主団体との連携強化に 施設間での業務研修の実施及び広
事業主団体との連携強化 努める。 報資料の相互設置、相談内容に応
に努めること。 じて各施設の担当者が事業主等へ

同行して業務説明、相談支援を行
う等の取組を進めることにより、
各地域における事業主及び事業主
団体との連携強化に努める。

(2) 法人統合による業務運営にお (5) 法人統合による業務運営にお (5) 法人統合による業務運営におけるシナ
けるシナジーの一層の発揮に向 けるシナジーの一層の発揮に向 ジーの一層の発揮に向けた取組
けた取組 けた取組

旧高齢・障害者雇用支援 旧高齢・障害者雇用支援 高齢者雇用支援、障害者雇用支
機構及び旧雇用・能力開発 機構及び旧雇用・能力開発 援及び職業訓練業務の各支援対象
機構がこれまで培ってきた 機構がこれまで培ってきた 者に共通する支援技法や研究・開
ノウハウ等を共有・結集し、 ノウハウ等を共有・結集し、 発成果を踏まえた活用方法につい
各支援対象者に共通する支 各支援対象者に共通する支 て、既に検討を開始しているテー
援技法の検討や、これまで 援技法の検討や、これまで マのほかノウハウ等や研究・開発
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の研究・開発成果を踏まえ の研究・開発成果を踏まえ 成果を有する機構本部の各部署や
た新たな活用方法について た新たな活用方法について 施設による検討プロジェクトを設
の検討など、業務運営面の の検討など、業務運営面の 置し、検討を行う。
連携を深め、組織全体の一 連携を深め、組織全体の一 また、地方施設における業務運
体化、活性化を図ること。 体化、活性化を図る。 営面での一体化・活性化を図るた

め、シナジーの発揮に繋がる地方
施設での取組について情報収集し、
他の施設へフィードバックすると
ともに、地方施設間の連携による
相談支援の推進に取り組む。

(6) 情報提供及び広報の実施 (6) 情報提供及び広報の実施

高年齢者等及び障害者の 高年齢者等及び障害者の雇用に
雇用に関する知識の普及を 関する知識の普及を図るとともに
図るとともに事業主等によ 事業主等による当該雇用の安定等
る当該雇用の安定等に向け に向けた自主的な取組を支援する
た自主的な取組を支援する ため、高年齢者等や障害者の雇用
ため、高年齢者等や障害者 に関する情報を収集・整備し、こ
の雇用に関する情報を収集 れらの情報を容易に利用できるよ
・整備し、これらの情報を う、ホームページ等を通じて提供
容易に利用できるよう、ホ する。
ームページ等を通じて提供
する。
また、高年齢者等及び障 また、高年齢者等及び障害者の

害者の雇用支援に係る業務 雇用支援に係る業務の内容、相談
の内容、相談窓口の紹介、 窓口の紹介、各種セミナー・講習
各種セミナー・講習会・研 会・研修等の開催案内、求職者や
修等の開催案内、求職者や 在職者等に対する職業訓練コース
在職者等に対する職業訓練 の実施時期・期間・募集定員等の
コースの実施時期・期間・ 情報について、ホームページ等を
募集定員等の情報について、 通じて積極的に広報を行う。
ホームページ等を通じて積
極的に広報を行う。

(7) 東日本大震災に係る対策の実施

被害を受けた地域における雇用
面への影響等を踏まえ、障害者の
雇用の確保・安定のための対策を
引き続き実施する。
被災した離職者等の再就職を支

援するため、震災復興訓練を実施
するとともに、被災により住宅が
被害を受け居住できなくなった方
々への雇用促進住宅の一時的貸与
を行うなど、求職者等の雇用の安
定のための対策を引き続き実施す
る。

(7) 情報セキュリティ対策の推進 (8) 情報セキュリティ対策の推進

政府の方針を踏まえ、適 政府の方針を踏まえ、適切な情
切な情報セキュリティ対策 報セキュリティ対策を推進する。
を推進する。

(8) 既往の閣議決定等に示された (9) 既往の閣議決定等に示された政府方針
政府方針に基づく取組の実施 に基づく取組の実施

既往の閣議決定等に示さ 既往の閣議決定等に示された政
れた政府方針に基づく取組 府方針に基づく取組について、着
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について、着実に実施する。 実に実施する。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目２ 関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及【評価項目１７ 関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及び公表、
び公表、内部統制の在り方、高年齢者等及び障害者雇用支 内部統制の充実・強化、事業主等とのネットワークの構築、連携強
援業務の連携によるサービスの充実、高年齢者等や障害者 化、法人統合による業務運営におけるシナジーの一層の発揮に向け
の雇用情報等及び求職者や在職者等に対する職業訓練実施 た取組、情報提供及び広報の実施、東日本大震災に係る対策の実施、
状況等の情報の提供並びに広報の実施、東日本大震災に係 情報セキュリティ対策の推進、既往の閣議決定等に示された政府方
る対策の実施、情報セキュリティ対策の推進、見直しの基 針に基づく取組の実施】
本方針に盛り込まれた改革の実施】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

［評価の視点］ ［評価の視点］

・関係者のニーズ等を事業主団体、障害者団体等との情報交 ・関係者のニーズ等を事業主団体、障害者団体等との情報交換等によ
換等により幅広く把握し、当該ニーズ等に即した業務運営 り幅広く把握し、当該ニーズ等に即した業務運営を行っているか。
を行っているか。

・各種事業の効果や関係者のニーズを具体的に把握するため ・各種事業の効果や関係者のニーズを具体的に把握するためのアンケ
のアンケート調査等を積極的に実施し、その結果を分析し、 ート調査等を積極的に実施し、その結果を分析し、現場にフィード
現場にフィードバックしているか。 バックしているか。

・機構が実施する業務に対して外部の学識経験者等による業 ・機構が実施する業務に対して外部の学識経験者等による業績評価を
績評価を行い、その結果を業務運営に反映させるとともに、 行い、その結果を業務運営に反映させるとともに、その結果や機構
その結果や機構の業務内容をホームページ等において、分か の業務内容をホームページ等において、分かりやすく公表しているか。
りやすく公表しているか。

・コンプライアンス体制の整備のための取組を進めるととも ・内部統制の充実・強化を図っているか。（政・独委評価の視点「６ ・中期計画に基づく変更。
に、講じた措置について公表しているか。（政・独委評価 内部統制」事項と同様）
の視点「６内部統制」事項に該当）

・ホームページを活用したモニター制度を導入し、業務運営 ・中期計画に基づく削除。
に参考となる意見等を広く募集しているか。

・各地域における事業主等とのネットワークの構築、連携強化に努め ・中期計画に基づき新たに設定。
たか。

・高年齢者等及び障害者に係る各雇用支援業務について、相 ・法人統合による業務運営面の連携を深め、組織全体の一体化、活性 ・中期計画に基づく変更。
互に支援ノウハウ、各種情報等の共有化を図ることにより、 化を図っているか。
サービスにおける相乗効果を発揮させるための取組を進め
ているか。

・機構が収集・整備した高年齢者等や障害者の雇用に関する情 ・機構が収集・整備した高年齢者等や障害者の雇用に関する情報をホー ・中期計画に基づく変更。
報及び機構の業務の内容、各種セミナー・講習会等の開催案 ムページ等を通じて提供するとともに、高年齢者等及び障害者の雇
内等について、ホームページ等を通じて情報提供や広報を 用支援に係る業務の内容等や、求職者や在職者等に対する職業訓練
行っているか。 コース等の情報について、ホームページ等を通じて積極的に広報を

行っているか。
・求職者や在職者等に対する職業訓練について、訓練コース ・前項に統合。
の実施時期、期間、募集定員等の情報をホームページ等を
通じて積極的に広報を行っているか。

・「第２次情報セキュリティ基本計画」（平成２１年２月３日 ・政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進している ・中期計画に基づく変更。
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情報セキュリティ政策会議決定）等の政府の方針を踏まえ、 か。
適切な情報セキュリティ対策を推進しているか。

・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２ ・既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実 ・中期計画に基づく変更。
２年１２月７日閣議決定）に盛り込まれた改革を着実に実 に実施しているか。
施しているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１８） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第２ 業務運営の効率化に関する 第１ 業務運営の効率化に関する 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達
事項 目標を達成するためとるべき措 成するためとるべき措置

置

通則法第29条第２項第２
号の業務運営の効率化に関
する事項は、次のとおりと
する。

１ 機構の組織体制について １ 効果的・効率的な業務運営体 １ 効果的・効率的な業務運営体制の確立
は、業務の効率的かつ効果 制の確立 独立行政法人高齢・障害・求職
的実施等の観点から以下の 機構の組織体制について 者雇用支援機構（以下「機構」と
ように見直すほか、適宜弾 は、業務の効果的・効率的 いう。）の組織体制については、
力的に見直すこと。 実施等の観点から、以下の 業務の効果的・効率的実施等の観

とおり見直すほか、適宜弾 点から、以下のとおり見直すほか、
力的に見直す。 適宜弾力的に見直す。

① 本部の管理部門につい ① 本部の管理部門につい ① 本部の管理部門については、
ては、旧雇用・能力開発 ては、旧雇用・能力開発 統合後３年以内に▲19名以上の
機構との組織の統合時（平 機構との組織の統合時（平 スリム化に取り組むべく、平成2
成23年10月）のスリム化 成23年10月）のスリム化 4年度の６名の削減に加え、平成
（▲20名）に加え、更に （▲20名）に加え、更に 25年度は２名削減する。
統合後３年以内に▲19名 統合後３年以内に▲19名
以上のスリム化に取り組 以上のスリム化に取り組
むこと。 む。

② 本部の業務部門につい ② 本部の業務部門につい ② 本部の業務部門については、
ては、雇用促進住宅及び ては、雇用促進住宅及び 各部門が緊密な連携を取りなが
職業能力開発促進センタ 職業能力開発促進センタ ら平成25年度下半期に業務の質
ー等の地方公共団体への ー等の地方公共団体への 及び量について点検を行い、そ
譲渡等が進むことや高年 譲渡等が進むことや高年 の結果を次年度以降の業務実施
齢者等の雇用の安定等に 齢者等の雇用の安定等に 体制に反映させる。また、統合
関する法律の一部を改正 関する法律の一部を改正 によるシナジー効果を一層発揮
する法律（平成24年法律 する法律（平成24年法律 できるよう本部各部門横断的な
第78号）附則第３項に規 第78号）附則第３項に規 検討体制を設けるとともに、業
定する経過措置期間の経 定する経過措置期間の経 務運営体制の再構築に向けた検
過とともに段階的に業務 過とともに段階的に業務 討を行う。
量の減少が見込まれる部 量の減少が見込まれる部
門も見られることから、 門も見られることから、
これらの部門を含め業務 これらの部門を含め各部
量の変化に見合った効率 門が緊密な連携を取りな
的な実施体制となるよう がら毎年度業務の質及び
点検を行うとともに、統 量について点検を行うこ
合によるシナジー効果を とにより業務量の変化に
一層発揮できるよう業務 見合った効率的な実施体
運営体制を再構築するこ 制とするとともに、統合
と。 によるシナジー効果を一

層発揮できるよう業務運
営体制を再構築する。

③ 地方組織については、 ③ 地方組織については、 ③ 地方組織については、管理系
管理系システムの統合等 管理系システムの統合等 システムの統合や地方施設の集
に併せて、高齢・障害者 に併せて、高齢・障害者 約化に向けた検討の状況を踏ま
雇用支援センター、職業 雇用支援センター、職業 え、各地方施設の管理事務処理
訓練支援センター等の管 訓練支援センター等の管 の実態把握を行うとともに、高
理事務処理体制の一元化 理事務処理体制の一元化 齢・障害者雇用支援センター（以
を図ること。 を図る。 下「高障センター」という。）、
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職業訓練支援センター等の管理
事務処理体制の一元化に向けた
検討を行う。

④ 地方施設（職業能力開 ④ 地方施設（職業能力開 ④ 地方施設（職業能力開発促進
発促進センター並びに職 発促進センター並びに職 センター並びに職業能力開発大
業能力開発大学校及び職 業能力開発大学校及び職 学校及び職業能力開発短期大学
業能力開発短期大学校を 業能力開発短期大学校を 校を除く。）については、第３
除く。）については、効 除く。）については、効 期中期目標期間中に、同一都道
率的・効果的な業務運営 率的・効果的な業務運営 府県内又は同一市町村内に複数
体制を構築するため、利 体制を構築するため、利 の施設が設置されている状況を
用者のニーズや利便性、 用者のニーズや利便性、 可能な限り解消するべく、平成2
コスト、業務量等を勘案 コスト、業務量等を勘案 5年度は施設の立地条件、現況、
しつつ幅広く検討し、第 しつつ幅広く検討し、第 集約等のコスト等の把握・検証
３期中期目標期間中に、 ３期中期目標期間中に、 を行う。
同一都道府県内又は同一 同一都道府県内又は同一 なお、福島及び香川の高障セ
市町村内に複数の施設が 市町村内に複数の施設が ンターについては、平成25年度
設置されている状況を可 設置されている状況を可 当初に職業訓練支援センターに
能な限り解消すること。 能な限り解消することと 移設・集約を行い、借上げ解消

する。このため、平成25 を図る。
年度中を目途に施設の立
地条件、現況、集約等の
コスト等を把握・検証し、
その検証結果を踏まえ、
平成26年度以降の年度計
画において集約等の目標
を掲げ、順次集約等に取
り組むこととする。施設
の集約等に当たっては、
予算の効率化の観点から、
借上げ施設の解消を中心
に取り組むこととする。

２ 一般管理費（人件費、新 ２ 業務運営の効率化に伴う経費 ２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等
規に追加される業務、拡充 節減等
業務分等を除く。）につい (1) 一般管理費及び業務経費の効 (1) 一般管理費及び業務経費の効率化
ては効率的な利用に努め、 率化目標
第３期中期目標期間の最終 一般管理費（人件費、新 一般管理費及び業務経費につい
事業年度において、平成24 規に追加される業務、拡充 ては、不要な支出の削減を図るた
年度予算と比べて15％以上 業務分等を除く。）につい め、人事評価の基準への「コスト
の額を節減すること。 ては効率的な利用に努め、 意識・ムダ排除」の導入、無駄削
また、業務経費（事業主 第３期中期目標期間の最終 減に関する職員からの提言の募集、

等に支給する障害者雇用調 事業年度において、平成24 無駄削減の実施連携体制の構築な
整金等、宿舎等業務、新規 年度予算と比べて15％以上 ど職員の意識改革に関する取組に
に追加される業務、拡充業 の額を節減する。 より節電・節水など省資源、省エ
務分等を除く。）について 業務経費（事業主等に支 ネルギー等に努め、徹底した冗費
は、第３期中期目標期間の 給する障害者雇用調整金等、 の削減を行う。
最終事業年度において、平 宿舎等業務、新規に追加さ また、業務実施体制の見直しに
成24年度予算と比べて５％ れる業務、拡充業務分等を よるコスト削減に取り組む。
以上の額を節減すること。 除く。）については、第３
なお、上記目標の実現に 期中期目標期間の最終事業

当たっては、不要な支出の 年度において、平成24 年度
削減を図るため、無駄削減 予算と比べて５％以上の額
・業務効率化に関する取組 を節減する。
の人事評価への反映など自 なお、上記目標の実現に
律的な取組のための体制整 当たっては、不要な支出の
備を行うとともに、徹底し 削減を図るため、無駄削減
た冗費の削減を行うこと。 ・業務効率化に関する取組

の人事評価への反映など自
律的な取組のための体制整
備を行うとともに、徹底し
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た冗費の削減を行う。

３ 人件費（退職手当及び福
利厚生費（法定福利費及び
法定外福利費）並びに人事
院勧告を踏まえた給与改定
部分を除く。）については、
政府における総人件費削減
の取組を踏まえ、厳しく見
直すものとすること。
また、機構の給与水準に

ついて、国家公務員の給与
水準も十分考慮し、国民の
理解と納得が得られるよう
厳しく検証を行い、これを
維持する合理的な理由がな
い場合には必要な措置を講
ずることにより、給与水準
の適正化に速やかに取り組
むとともに、その検証結果
や取組状況については公表
するものとすること。

４ 契約の適正化 (2) 契約の適正化 (2) 契約の適正化

契約については、原則と 契約については、原則と 契約については、原則として一
して一般競争入札等による して一般競争入札等による 般競争入札等によるものとし、以
ものとし、以下の取組によ ものとし、以下の取組によ 下の取組により、契約の適正化を
り、契約の適正化を推進す り、契約の適正化を推進す 推進する。
ること。 る。

① 「独立行政法人の契約 ① 「独立行政法人の契約 ① 「独立行政法人の契約状況の
状況の点検・見直しにつ 状況の点検・見直しにつ 点検・見直しについて」（平成2
いて」（平成21年11月17 いて」（平成21年11月17 1年11月17日閣議決定）に基づく
日閣議決定）に基づく取 日閣議決定）に基づく取 取組を着実に実施する。
組を着実に実施すること。 組を着実に実施する。

② 一般競争入札等により ② 一般競争入札等により ② 一般競争入札等により契約を
契約を行う場合であって 契約を行う場合であって 行う場合であっても、特に企画
も、特に企画競争や公募 も、特に企画競争や公募 競争や公募を行う場合には、競
を行う場合には、競争性、 を行う場合には、競争性、 争性、透明性が十分確保される
透明性が十分確保される 透明性が十分確保される 方法により実施する。
方法により実施すること。 方法により実施する。

③ 監事監査、「契約監視 ③ 監事監査、「契約監視 ③ 「独立行政法人における随意
委員会」等において、入 委員会」等において、入 契約の適正化の推進について」
札・契約の適正な実施に 札・契約の適正な実施に （平成19年11月15日各府省官房
ついて徹底的なチェック ついて徹底的なチェック 長あて、行政管理局長、行政評
を受けること。 を受ける。 価局長発事務連絡）を踏まえ、

監事監査において、入札・契約
の適正な実施について徹底的な
チェックを受ける。
「独立行政法人の契約状況の

点検・見直しについて」（平成2
1年11月17日閣議決定）等を踏ま
え、「独立行政法人高齢･障害・
求職者雇用支援機構契約監視委
員会」により、競争性のない随
意契約の見直し、一般競争入札
等についても真に競争性が確保
されているか及び公益法人に対
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して支出した契約について契約
の必要性等についての点検・見
直しを行う。点検、見直しにあ
たり、コスト削減の観点から、
民間企業における購買・調達部
門の経験者の意見を活用する。

５ 保有資産の見直し

機構が保有する資産につ
いては、その必要性を検証
し、不要資産については処
分すること。

① 職業能力開発総合大学
校（相模原校）の敷地に
ついては、平成25年度以
降に売却し国庫納付する
こと。

② 職員宿舎については、
「独立行政法人の職員宿
舎の見直しに関する実施
計画」（平成24年12月14
日行政改革担当大臣決定）
に基づき、入居者の円滑
な退去等に配慮しつつ、
今後５年を目途に廃止等
の措置を講じるとともに、
国庫納付が可能な場合に
は、売却等の手続きを行
い国庫納付すること。

６ 公共サービス改革法に基づく (3) システムの効率化等 (3) システムの効率化等
民間競争入札の導入

機構の基幹ネットワーク ① 公共サービス改革基本
システムに係る保守・運用 方針（平成24年７月20日
の委託業務については、公 閣議決定）に基づき、公
共サービス改革法（競争の 共サービス改革法（競争
導入による公共サービスの の導入による公共サービ
改革に関する法律（平成18 スの改革に関する法律（平
年法律第51号））に基づく 成18年法律第51号））に
民間競争入札を実施し、経 規定する民間競争入札の
費の節減に努めること。 実施により、平成29年度

から基幹ネットワークシ
ステムに係る保守・運用
管理の委託業務について、
経費の削減を図る。

② 業務処理の効率化・合 平成25年度は、システムの調達
理化を図るため、旧高齢 仕様書を決定し、入札を実施して
・障害者雇用支援機構と システムの設計開発事業者の選定
旧雇用・能力開発機構の を行う。併せて、その工程管理支
システムが併存している 援事業者の選定を行い、管理系シ
管理系のシステムについ ステムの統合を推進する。
て、平成26年度までに統
合を行う。

７ 事業の費用対効果 ３ 事業の費用対効果 ３ 事業の費用対効果
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事業の実施に要した費用 事業の実施に要した費用 事業の実施費用を随時把握した
及び事業によって得られた 及び事業によって得られた うえで、事業によって得られた効
効果を把握・分析し、その 効果を把握・分析し、その 果を把握・分析し、その結果を事
結果を事業実施内容の見直 結果を事業実施内容の見直 業実施内容の見直しや新たな事業
しや新たな事業展開につな しや新たな事業展開につな 展開につなげる。
げること。 げる。

８ 講習及び啓発事業の事業規模 ４ 障害者雇用納付金を財源に行 ４ 障害者雇用納付金を財源に行う講習及
についての配慮 う講習及び啓発の事業規模の配 び啓発の事業規模の配慮

慮

機構が行う障害者の雇用 障害者雇用納付金を財源 障害者雇用納付金を財源に行う
に関する講習の事業及び障 に行う講習及び啓発の事業 講習及び啓発の事業については、
害者の雇用について事業主 については、障害者雇用調 障害者雇用調整金、報奨金、在宅
その他国民一般の理解を高 整金、報奨金、在宅就業障 就業障害者特例調整金及び在宅就
めるための啓発の事業につ 害者特例調整金及び在宅就 業障害者特例報奨金並びに障害者
いては、障害者雇用調整金、 業障害者特例報奨金並びに 雇用納付金制度に基づく各種助成
報奨金、在宅就業障害者特 障害者雇用納付金制度に基 金の支給に支障が生じないよう、
例調整金及び在宅就業障害 づく各種助成金の支給に支 その事業規模について配慮する。
者特例報奨金並びに障害者 障が生じないよう、その事
雇用納付金制度に基づく各 業規模について配慮する。
種助成金の支給に支障をき
たさないように、その事業
規模について配慮すること。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立、業務 【評価項目１８ 効果的・効率的な業務運営体制の確立、業務運営の
運営の効率化に伴う経費節減等、事業の費用対効果、障害 効率化に伴う経費節減等、事業の費用対効果、障害者雇用納付金を
者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の事業規模の配慮、 財源に行う講習及び啓発の事業規模の配慮】
給付金及び助成金業務の効率化】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第３期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・本部の管理部門については、旧雇用・能力開発機構との組織の統合 ・中期計画に基づき新たに設定。
後３年以内に▲19名以上のスリム化に取り組んだか。
平成25年度は２名削減したか。

・一般管理費（人件費、新規に追加される業務（旧雇用・能 ・一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。）・中期計画に基づく変更。
力開発機構から移管された業務及び求職者支援制度に係る については、効率的な利用に努め、第３期中期目標期間の最終事業
業務を含む。）、拡充業務分等を除く。以下同じ。）につい 年度において、平成24年度予算と比べて15％以上の額を節減するこ
ては、効率的な利用に努め、第２期中期目標期間中、毎年 と。
度平均で３％程度の額を節減すること。
一般管理費については、前年度と比べて３％程度の額を
節減すること。
旧雇用・能力開発機構から移管された業務に係る一般管
理費については、効率的な利用に努め、平成23年度（移
管された業務に係る一般管理費と移管された業務に係る
旧雇用・能力開発機構一般管理費との合計額）と比べて
３％程度の額を節減すること。

・業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、新規 ・業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、宿舎等業務、 ・中期計画に基づく変更。
に追加される業務、拡充業務分等を除く。以下同じ。）に 新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。）については、第３
ついては、第２期中期目標期間中、毎年度平均で総額１． 期中期目標期間の最終事業年度において、平成24年度予算と比べて
９％程度の額を節減すること。 ５％以上の額を節減すること。
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業務経費については、前年度と比べて総額１．９％程度
の額を節減すること。
旧雇用・能力開発機構から移管された業務（宿舎等業務
を除く。）に係る業務経費については、平成23年度（移
管された業務に係る業務経費と移管された業務に係る旧
雇用・能力開発機構業務経費との合計額）と比べて総額
３％程度の額を節減すること。

・高年齢者等の雇用の確保に資する措置を講ずる事業主又は ・中期計画に基づく削除。
その事業主団体に対する給付金及び障害者雇用納付金制度
に基づく助成金の支給業務について、第２期中期目標の最
終年度には、１件当たりの平均処理期間（支給申請の受付
から支給決定までの期間）を５％短縮すること。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・機構の組織体制について、業務の効果的・効率的実施等の ・中期計画に基づく削除（「本部の管理部門については、旧雇用
観点から、見直しを行っているか。 ・能力開発機構との組織の統合後３年以内に▲19名以上のスリ

ム化に取り組んだか。」の数値目標及び以下３つの評価の視点
に分割）。

・本部の業務部門については、業務量の変化に見合った効率的な実施 ・中期計画に基づき新たに設定。
体制となるよう点検を行うとともに、統合によるシナジー効果を一
層発揮できるよう業務運営体制の再構築を進めているか。

・地方組織については、高齢・障害者雇用支援センター、職業訓練支 ・中期計画に基づき新たに設定。
援センター等の管理事務処理体制の一元化を進めているか。

・地方施設（職業能力開発促進センター並びに職業能力開発大学校及 ・中期計画に基づき新たに設定。
び職業能力開発短期大学校を除く。）については、第３期中期目標
期間中に、同一都道府県内又は同一市町村内に複数の施設が設置さ
れている状況を可能な限り解消するための取組を進めているか。

・駐在事務所の廃止、せき髄損傷者職業センターの廃止、地 ・中期計画に基づく削除。
域障害者職業センターの管理事務の集約化等を行うべく取
組を行っているか。

・地方業務については、委託方式を廃止し、機構が直接実施 ・中期計画に基づく削除。
することにより、業務の効率化及び管理経費の縮減を図っ
たか。

・一般管理費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均 ・中期計画に基づく削除。
で３％程度の額を節減するための取組を進めているか。

・業務経費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均で ・中期計画に基づく削除。
総額１．９％程度の額を節減するための取組を進めている
か。

・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。 ・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。

・契約について、「随意契約見直し計画」が計画どおり進む ・競争性のない随意契約を継続しているものについて、随意契約事由 ・中期計画に基づく変更。
など随意契約の適正化のための取組を進めているか。（政 が妥当であるか、一者応札・応募となった契約の改善方策が適当で
・独委評価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計画」と同 あるか。（政・独委評価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計画」
趣旨） 事項と同様）

・「随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向 ・前項に統合。
けた具体的取組状況について、必要な評価が行われている
か。（政・独委評価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計
画」）

・契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用 ・契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性
の適切性等、必要な評価が行われているか。 等、必要な評価が行われているか。

・契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・ ・契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等の
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執行等の適切性等、必要な評価が行われているか。（政・ 適切性等、必要な評価が行われているか。（政・独委評価の視点「５
独委評価の視点「５契約 (1)契約に係る規程類、体制」） 契約 (1)契約に係る規程類、体制」）

・契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保されてい ・契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保されているか。（政 ・文言の適正化。
るか。（政・独委評価の視点「５契約 (3)個々の契約」と ・独委評価の視点「５契約 (3)個々の契約」事項と同様）
同趣旨）

・関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直 ・関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直しを図っ ・文言の適正化。
しを図っているか。 ているか。（政・独委評価の視点「７関連法人」事項と同様）

・法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人につい ・前項に統合。
て、当該法人と関連法人との関係が具体的に明らかにされ
ているか。
当該関連法人との業務委託の妥当性についての評価が行わ
れているか。

・関連法人に対する出資、出えん、負担金等（以下「出資等」 ・前項に統合。
という。）について、法人の政策目的を踏まえて適切な出
資等行われているか。（政・独委評価の視点「７関連法人」）

・契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか（そ ・監事監査、「契約監視委員会」等において、入札・契約の適正な実 ・中期計画に基づく変更。
の後のフォローアップを含む。） 施について徹底的なチェックを受けているか。

・「障害者雇用支援システム」について、最適化計画に基づ ・中期計画に基づく削除。
くシステム構成の見直しによりシステム経費の削減及び業
務処理の効率化・合理化を図ったか。

・管理系のシステムについて、平成26年度までに統合を行ったか。 ・中期計画に基づき新たに設定。

・業務改善の取組を適切に講じているか。 ・業務改善の取組を適切に講じているか。
・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効 ・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さ
果が小さく継続する必要性の乏しい事務・事業がないか等 く継続する必要性の乏しい事務・事業がないか等の検証を行い、そ
の検証を行い、その結果に基づき、見直しを図っているか。 の結果に基づき、見直しを図っているか。

・障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及 ・障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の事業について、財 ・文言の適正化。
び啓発の事業について、障害者雇用調整金、報奨金等及び 源を踏まえた適切な事業規模となっているか。
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障が
生じない事業規模となっているか。

・給付金及び助成金の支給業務について、第２期中期目標の ・中期計画に基づく削除。
最終年度に、１件当たりの平均処理期間を５％短縮するた
め、事務手続の効率化、事業主等に対する申請方法の周知
徹底、審査能力の向上等を図るための取組を進めているか。

・事業主等に対して、支給申請書等の記入方法等の教示など ・中期計画に基づく削除。
十分な事前相談を行っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１９） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第４ 財務内容の改善に関する事 第３ 予算、収支計画及び資金計 第３ 予算、収支計画及び資金計画
項 画

通則法第29条第２項第４
号の財務内容の改善に関す
る事項は、次のとおりとす
る。

１ 管理業務の節減を行うと １ 予算 別紙－１のとおり １ 予算 別紙－１のとおり
ともに、効率的な施設運営
を行うこと等により、固定 ２ 収支計画 別紙－２のとおり ２ 収支計画 別紙－２のとおり
的経費の節減を図ること。

３ 資金計画 別紙－３のとおり ３ 資金計画 別紙－３のとおり

・ 障害者雇用納付金に係る ・ 障害者雇用納付金に係る積立金
積立金については、銀行等 については、銀行等の健全性に配
の健全性に配慮した運用を 慮した運用を行うなど、適正にそ
行うなど、適正にその運用 の運用及び管理を行う。
及び管理を行う。

２ 運営費交付金を充当して ・ 毎年の運営費交付金額の
行う事業については、「第 算定については、運営費交
２ 業務運営の効率化に関す 付金債務残高の発生状況に
る事項」で定めた事項に配 も留意した上で、厳格に行
慮した中期計画の予算を作 う。
成し、当該予算による運営
を行うこと。
なお、毎年の運営費交付

金額の算定については、運
営費交付金債務残高の発生
状況にも留意した上で、厳
格に行うこと。

３ 障害者雇用納付金に係る
積立金については、納付金
が障害者の雇用に伴う、経
済的な負担の調整並びにそ
の雇用の促進及び継続を図
るために、法律に基づき、
事業主から徴収しているも
のであることにかんがみ、
適正にその運用及び管理を
行うこと。

４ 暫定的に行う雇用促進住 ４ 暫定的に行う雇用促進住 ４ 暫定的に行う雇用促進住宅業務
宅業務については下記に従 宅業務については下記に従 については下記に従い、譲渡等を
い、譲渡等を推進すること。 い、譲渡等を推進する。 推進する。

(1) 「規制改革推進のための (1) 「規制改革推進のための (1) 地方公共団体への入居者付での
３か年計画」（平成19年６ ３か年計画」（平成19年６ 譲渡及び全棟空戸住宅・更地での
月22日閣議決定）等に基づ 月22日閣議決定）等に基づ 売却を中心に進めることにより、
き、民間事業者等の知見・ き、民間事業者等の知見・ 雇用促進住宅の譲渡を着実に推進
ノウハウを活用しながら、 ノウハウを活用しながら、 する。
総収益の最大化を図りつつ、 総収益の最大化を図りつつ、
現に入居者がいることを踏 現に入居者がいることを踏 (2) 震災による被災者等に対する支
まえた上で、雇用促進住宅 まえた上で、雇用促進住宅 援策として、①被災者等に対し雇
の売却方法について常に工 の売却方法について常に工 用促進住宅を提供する、②地方公
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夫を行いつつ、譲渡を着実 夫を行い、譲渡を着実に推 共団体からの要請を踏まえて雇用
に推進し、これを可能な限 進し、これを可能な限り前 促進住宅を活用する。
り前倒しできるよう取り組 倒しできるよう取り組み、
み、遅くとも平成33年度ま 遅くとも平成33年度までに
でにすべての譲渡・廃止を すべての譲渡・廃止を完了
完了すること。ただし、必 する。ただし、必要と認め
要と認められる間、震災に られる間、震災による被災
よる被災者等に対する支援 者等に対する支援策として、
策として、雇用促進住宅を 雇用促進住宅を活用するこ
活用することとし、現に入 ととし、現に入居している
居している者への配慮をし 者への配慮をしつつ、その
つつ、その適切な実施に留 適切な実施に留意する。
意すること。

(2) 譲渡・廃止が完了するま (2) 譲渡・廃止が完了するま (3) 住宅管理に係る委託業務につい
での間は、独立採算による での間は、独立採算による ては、合理的な実施に努める。
合理的な経営に努めること。 合理的な経営に努める。

(3) 譲渡が完了した雇用促進 (3) 譲渡が完了した雇用促進 (4) 譲渡が完了した雇用促進住宅に
住宅については、国庫納付 住宅については、事業年度 ついては、年度末までに国庫納付
すること。 毎に国庫納付する。 する。

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額

１ 限度額 １７，０００百万円 １ 限度額 １７,０００百万円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由

・ 運営費交付金の受入れ ・ 運営費交付金の受入れの遅延
の遅延による資金不足 による資金不足

・ 予定外の退職者の発生 ・ 予定外の退職者の発生に伴う
に伴う退職金の支給等 退職金の支給等

第５ 財産の処分等に関する計画 第５ 財産の処分等に関する計画

１ 不要財産等の処分に関する計 １ 不要財産等の処分に関する計画
画

機構が保有する資産につ
いては、その必要性を検証
し、不要資産については処
分する。
なお、以下の①から③の

不要資産については、独立
行政法人通則法に則して国
庫納付するとともに、当該
不要資産に民間等出資が含
まれる場合は、出資者に対
し払戻しの請求ができる旨
を催告することとする。

① 職業能力開発総合大学 ① 職業能力開発総合大学校（相
校（相模原校）の敷地等 模原校）の敷地等については、
については、平成25年度 「公共職業能力開発施設等の譲
以降に売却し国庫納付す 渡等に関する基本方針」（平成1
る。 5年６月５日付け能発第0605001

号厚生労働省職業能力開発局長
通達）に基づき、売却、国庫納
付に向けた手続きを進める。

② 職員宿舎については、 ② 職員宿舎については、「独立
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「独立行政法人の職員宿 行政法人の職員宿舎の見直しに
舎の見直しに関する実施 関する実施計画」（平成24年12
計画」（平成24年12月14 月14日行政改革担当大臣決定）
日行政改革担当大臣決定） に基づき、入居者の円滑な退去
に基づき、入居者の円滑 等に配慮しつつ、廃止等の措置
な退去等に配慮しつつ、 を講じるとともに、国庫納付が
今後５年を目途に廃止等 可能な場合には、売却等の手続
の措置を講じるとともに、 きを行い国庫納付する。
国庫納付が可能な場合に
は、売却等の手続きを行
い国庫納付する。
なお、別紙４「処分予 なお、第３期中期計画の別紙

定資産一覧」に掲載した ４「処分予定資産一覧」に掲載
職員宿舎については、速 した職員宿舎については、平成2
やかに売却等の手続を行 5年度中に売却等の手続を行い、
い国庫納付する。 売却後は独立行政法人通則法に

則して国庫納付する。

③ 「厚生労働省省内事業 ③ 「厚生労働省省内事業仕分け」
仕分け」（平成22年４月1 （平成22年４月12日）において
2日）において提示した保 提示した保有資産の処分の方針
有資産の処分の方針に基 に基づき、引き続き処分を進め、
づき、引き続き処分を進 国庫納付が可能な場合には、売
め、国庫納付が可能な場 却等の手続きを行い国庫納付す
合には、売却等の手続き る。
を行い国庫納付する。
なお、別紙４「処分予 なお、第３期中期計画の別紙

定資産一覧」に掲載した ４「処分予定資産一覧」に掲載
職業能力開発施設につい した職業能力開発施設について
ては、速やかに売却等の は、平成25年度中に売却等の手
手続きを行い国庫納付す 続きを行い、売却後は独立行政
る。 法人通則法に則して国庫納付す

る。

２ 重要な財産の処分等に関する ２ 重要な財産の処分等に関する計画
計画

なし なし

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途

・ 事業主に対する相談・ ・ 事業主に対する相談・援助業
援助業務の充実 務の充実

・ 職業リハビリテーショ ・ 職業リハビリテーション業務
ン業務の充実 の充実

・ 障害者職業能力開発校 ・ 障害者職業能力開発校におけ
における職業訓練業務の る職業訓練業務の充実
充実

・ 職業能力開発業務及び ・ 職業能力開発業務及び宿舎等
宿舎等業務の充実 業務の充実

・ 求職者支援制度に係る ・ 求職者支援制度に係る職業訓
職業訓練の認定業務の充 練の認定業務の充実
実

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目１９ 予算、収支計画及び資金計画】 【評価項目１９ 予算、収支計画及び資金計画】
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評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］ ［数値目標］

［評価の視点］ ［評価の視点］

・運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標に ・運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標に基づく予
基づく予算を作成し、当該予算の範囲内で予算を執行して 算を作成し、当該予算の範囲内で予算を執行しているか。
いるか。

・運営費交付金については収益化基準にしたがって適正に執 ・運営費交付金については収益化基準にしたがって適正に執行してい
行しているか。 るか。

・運営費交付金が全額収益化されず債務として残された場合 ・運営費交付金が全額収益化されず債務として残された場合には、そ ・文言の適正化。
には、その発生理由が明らかになっており、それが合理的 の発生理由が明らかになっており、それが合理的なものとなってい
なものとなっているか。（政・独委評価の視点「２財務状 るか。（政・独委評価の視点「２財務状況 (3)運営費交付金債務」
況 (3)運営費交付金債務」の一部（下段）事項に該当） 事項と同様）

・運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状 ・中期計画に基づき新たに設定。
況にも留意した上で、厳格に行っているか。

・予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計 ・予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計画と実績
画と実績の差異がある場合には、その発生理由が明らかに の差異がある場合には、その発生理由が明らかになっており、合理
なっており、合理的なものとなっているか。 的なものとなっているか。

・当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らかにされ ・当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らかにされているか。
ているか。また、当期総利益（又は当期総損失）の発生要 また、当期総利益（又は当期総損失）の発生要因の分析は行われて
因の分析は行われているか。当該要因は法人の業務運営に いるか。当該要因は法人の業務運営に問題等があることによるもの
問題等があることによるものか。業務運営に問題等がある か。業務運営に問題等があることが判明した場合には当該問題等を
ことが判明した場合には当該問題等を踏まえた改善策が検 踏まえた改善策が検討されているか。（政・独委評価の視点「２財
討されているか。（政・独委評価の視点「２財務状況 (1) 務状況 (1)当期総利益（又は当期総損失）」）
当期総利益（又は当期総損失）」）

・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済 ・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等
の安定等の公共上の見地から実施されることが必要な業務 の公共上の見地から実施されることが必要な業務を遂行するという
を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益となって 法人の性格に照らし過大な利益となっていないか。（政・独委評価
いないか。（政・独委評価の視点「２財務状況 (2)利益剰 の視点「２財務状況 (2)利益剰余金（又は繰越欠損金）」）
余金（又は繰越欠損金）」）

・貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されて ・貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。
いるか。回収計画が策定されていない場合、その理由の妥 回収計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検
当性についての検証が行われているか。 証が行われているか。

・回収計画の実施状況について、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更 ・回収計画の実施状況について、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等
生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加し の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加している場合、ⅱ）
ている場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分析を 計画と実績に差がある場合の要因分析を行っているか。
行っているか。

・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が ・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われて
行われているか。（政・独委評価の視点「３保有資産の管 いるか。（政・独委評価の視点「３保有資産の管理・運用等 (2)資
理・運用等 (2)資産の運用・管理 イ金融資産 b)債権の管 産の運用・管理 イ金融資産 b)債権の管理等」）
理等」）

・障害者雇用納付金に係る積立金について、適正な運用・管 ・障害者雇用納付金に係る積立金について、適正な運用・管理を行っ ・文言の適正化。
理を行っているか。（政・独委評価の視点「３保有資産の ているか。（政・独委評価の視点「３保有資産の管理・運用等 (2)
管理・運用等 (2)資産の運用・管理 イ金融資産 a)資金の 資産の運用・管理 イ金融資産 a)資金の運用」事項と同様）
運用」事項に該当）

・雇用促進住宅について、平成３３年度までに譲渡・廃止を ・雇用促進住宅について、平成３３年度までに譲渡・廃止を完了する
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完了するため、譲渡等を着実に推進したか。 ため、譲渡等を着実に推進したか。

・厳しい雇用失業情勢や東日本大震災の被害状況にかんがみ ・必要と認められる間、震災による被災者等に対する支援策として、 ・中期計画に基づく変更。
必要と認められる間、解雇等に伴い住居を喪失した求職者 現に入居している者への配慮をしつつ、雇用促進住宅を活用したか。
の支援策及び震災による被災者等に対する支援策として、
平成２０年度までに廃止決定した住宅を含め、最大限活用
を図ったか。

・譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立採算による合理的 ・譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立採算による合理的な経営に
な経営に努めたか。 努めたか。

・譲渡が完了した雇用促進住宅については、事業年度毎に国庫納付し ・中期計画に基づき新たに設定。
たか。

・雇用促進住宅の運営に係る利益剰余金について、速やかに ・中期計画に基づく削除。
国庫納付したか。

・不要財産等の処分に関する計画の実施状況はどのようなも ・不要財産等の処分に関する計画の実施状況はどのようなものであっ ・文言の適正化。
のであったか。 たか。（政・独委評価の視点「３保有資産の管理・運用等 (1)保有

資産全般の見直し」事項と同様）

・せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生ずる遊休資産に ・中期計画に基づく削除。
ついて、処分に向けた取組を進めているか。（政・独委評
価の視点「３保有資産の管理・運用等 (1)保有資産全般の
見直し」事項に該当）

・職業能力開発促進センター等の敷地、職員宿舎等旧雇用・ ・中期計画に基づく削除。
能力開発機構が保有していた資産のうち承継した資産につ
いては、引き続き、その必要性を厳しく検証し、不要資産
については処分を行っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（２０） （注：中期計画一年度目）

中期目標 中期計画 平成２５年度計画 平成２５年度の業務の実績

第７ その他主務省令で定める業 第７ その他主務省令で定める業務運営に
務運営に関する事項 関する事項

１ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画

(1) 方針 (1) 方針

効果的かつ効率的な業務 全国各地での採用説明会の開催、
運営のため、必要な人材の 採用案内パンフレットの充実やホ
確保、人員の適正配置、研 ームページ等の活用、職場見学会
修の充実による専門性及び の実施等による積極的かつ効率的
意識の向上を図る。 な募集活動を行い、必要な人材の

確保に努めるとともに、人員の適
正配置、研修の充実による専門性
及び意識の向上を図る。
また、機構業務の改善活動等の

促進を目的とし、職員の自発的な
業務改善の取組であるＥサービス
運動を推進し、職員意識の向上を
図る。
さらに、離職者・在職者及び学

卒者への職業訓練を実施する職業
訓練指導員については、民間企業
等幅広い層から、職業訓練指導員
として必要な資質を有する者を任
期付き雇用により積極的に活用し、
社会のニーズに機動的に対応でき
る体制を実現する。

(2) 人員に関する指標 (2) 人員に関する指標

人件費（退職手当及び福 人件費（退職手当及び福利厚生
利厚生費（法定福利費及び 費（法定福利費及び法定外福利費）
法定外福利費）並びに人事 並びに人事院勧告を踏まえた給与
院勧告を踏まえた給与改定 改定部分を除く。）については、
部分を除く。）については、 政府における総人件費削減の取組
政府における総人件費削減 を踏まえ、厳しく見直すものとす
の取組を踏まえ、厳しく見 る。
直すものとする。
また、機構の給与水準に また、機構の給与水準について、

ついて、国家公務員の給与 国家公務員の給与水準も十分考慮
水準も十分考慮し、国民の し、国民の理解と納得が得られる
理解と納得が得られるよう ように厳しく検証を行い、これを
に厳しく検証を行い、これ 維持する合理的な理由がない場合
を維持する合理的な理由が には必要な措置を講ずることによ
ない場合には必要な措置を り、給与水準の適正化に速やかに
講ずることにより、給与水 取り組むとともに、その検証結果
準の適正化に速やかに取り や取組状況については、結果が出
組むとともに、その検証結 次第、公表する。
果や取組状況について公表
する。
なお、人件費（退職手当、

新規に追加される業務に係
る分、拡充業務に係る分等
を除く。）については、第
３期中期目標期間の最終事
業年度において、平成24年
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度予算（当初予算）と比べ
て５％以上の額を節減する。
（参考）第３期中期目標期

間中の予算における
人件費見積りの総額
は、別紙－１のとお
り。

２ 施設・設備に関する計画 ２ 施設・設備に関する計画

障害者の就労に関する様 障害者の就労に関する様々な援
々な援助業務及び求職者等 助業務及び求職者等への職業訓練
への職業訓練の効果的かつ の効果的かつ効率的な遂行を図る
効率的な遂行を図るため、 ため、施設の老朽化等を勘案して、
施設の老朽化等を勘案して、 計画的な修繕等を行う。
計画的な修繕等を行う。

（参考）

施設・設備 予算額 財源
の内容 (百万円)

(地域障害者 ① 障害者職業センターにおける
職業センタ 148 空調設備更新等（29百万円）を
ー) 行う。
設備更新等

(職業能力開 施設 ② 職業能力開発促進センターに
発促進セン 整備 おける実習場建替等（1,229百万
ター) 7,458 費補 円）を行う。
実習場建替 助金
等

(職業能力開 ③ 職業能力開発大学校における
発大学校) 1,805 設備更新（494百万円）を行う。
設備更新等

（注）上記の計画に浮いて （注）上記の計画については、業
は、業務実施状況、予 務実施状況、予見しがたい事
見しがたい事情等を勘 情等を勘案し、施設整備を追
案し、施設整備を追加 加又は予定額を変更すること
又は予定額を変更する があり得る。
ことがあり得る。

３ 積立金の処分に関する事項 ３ 積立金の処分に関する事項

宿舎等勘定の前中期目標 宿舎等勘定の前中期目標期間繰
期間繰越積立金は、宿舎等 越積立金は、宿舎等業務に充てる
業務に充てることとする。 こととする。

第５ その他業務運営に関する重
要事項

通則法第29条第２項第５
号のその他業務運営に関す
る重要事項については次の
とおりとする。

１ ニーズの適確な把握等
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サービスを希望する者が
適切な時期に適切なサービ
スを受けられるようにする
ため、利用者の機会の均等
・公平の観点から、ニーズ
の適確な把握、ニーズを踏
まえた適正なサービスの提
供を図るよう、事業の周知
や関係機関への協力要請を
積極的に実施するとともに、
事業主団体、障害者団体等
と情報交換を行うほか、機
構の業務に関する要望、意
見等を聞くことを目的とす
る場を設けること。

２ 利便性の向上

利用者に対するアンケー
ト調査を積極的に実施し、
その結果を業務改善につな
げることにより、利用者の
要望を踏まえた業務運営を
行うこと。
高年齢者等や障害者の雇

用問題等に関する情報及び
求職者や在職者等に対する
職業訓練実施状況等に関す
る情報をホームページにお
いて公表し、高年齢者等や
障害者の雇用問題等に関す
る情報及び求職者や在職者
等に対する職業訓練実施状
況等に関する情報の効率的
な活用と国民の理解の促進
を図ること。また、給付金
及び助成金の支給申請事業
主等の利便性を図るため、
支給要件、助成額、申請窓
口等をホームページ等で公
開すること。
また、障害者雇用納付金

の徴収及び調整金等の支給
業務については、事業主の
利便性の向上を図るため、
申告・申請手続の簡素化及
び電算機処理システムの改
定など、適正かつ効率的に
実施すること。

３ 業績評価の実施及び公表によ
る業務内容の充実等

適正な業務の推進に資す
るため業績評価を行い、業
務運営に反映する。さらに、
業務内容の透明性を高め、
業務内容の充実を図る観点
から、設定した目標の達成
状況、業績評価の結果や機
構の業務の内容について、
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ホームページ等において、
積極的かつ分かりやすく公
表すること。

４ 内部統制の充実・強化

内部統制については、総
務省の「独立行政法人にお
ける内部統制と評価に関す
る研究会」が平成22年３月
に公表した報告書（「独立
行政法人における内部統制
と評価について」）及び総
務省政策評価・独立行政法
人評価委員会から独立行政
法人等の業務実績に関する
評価の結果等の意見として
厚生労働省独立行政法人評
価委員会等に通知した事項
を参考に更に充実・強化を
図ること。

５ 政府の方針を踏まえ、適
切な情報セキュリティ対策
を推進すること。

６ 既往の閣議決定等に示さ
れた政府方針に基づく取組
について、着実に実施する
こと。

評価の視点等 自己評価 評定

評価項目（現行）（第２期） 評価項目（案）（第３期） 変更の理由等

【評価項目２０ 人事に関する計画、施設・設備に関する計 【評価項目２０ 人事に関する計画、施設・設備に関する計画】
画】

評価の視点（現行）（第２期） 評価の視点（案）（第３期） 変更の理由等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福 ・人件費（退職手当、新規に追加される業務に係る分、拡充業務に係 ・中期計画に基づく変更。
利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。） る分等を除く。）については、第３期中期目標期間の最終事業年度
については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政 において、平成24年度予算（当初予算）と比べて５％以上の額を節
改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）等 減すること。
に基づく平成１８年度以降の５年間で５％以上を基本とす
る削減を、引き続き着実に実施すること。

［評価の視点］ ［評価の視点］

・必要な人材の確保、人員の適正配置並びに研修の充実によ ・必要な人材の確保、人員の適正配置並びに研修の充実による専門性
る専門性及び意識の向上を図っているか。 及び意識の向上を図っているか。

・国家公務員の再就職者のポストの見直しを図っているか。 ・達成済みのため削除。
特に役員ポストの公募や、平成２１年度末までに廃止する
よう指導されている嘱託ポストの廃止等は適切に行われた
か。
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・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを ・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを図ってい
図っているか。 るか。

・人件費について、「簡素で効率的な政府を実現するための ・人件費（退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費） ・中期計画に基づく変更。
行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号） 並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）については、
等に基づく平成１８年度以降の５年間で５％以上を基本と 政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直しているか。
する削減を、着実に実施しているか。（政・独委評価の視 （政・独委評価の視点「４人件費管理 (2)総人件費」事項と同様）
点「４人件費管理 (2)総人件費」事項に該当）

・法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、 ・法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、業務運営
業務運営の効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な の効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な見直しが行われて
見直しが行われているか。（政・独委評価の視点「４人件 いるか。（政・独委評価の視点「４人件費管理 (3)その他」）
費管理 (3)その他」）

・国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。 ・達成済みのため削除。

・機構の給与水準について検証を行い、これを維持する合理 ・機構の給与水準について検証を行い、これを維持する合理的な理由 ・文言の適正化。
的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、 がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水準の適正化
給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証 に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については
結果や取組状況については公表しているか。（政・独委評 公表しているか。（政・独委評価の視点「４人件費管理 (1)給与水
価の視点「４人件費管理 (1)給与水準」事項に該当） 準」事項と同様）

・給与水準が適正に設定されているか（特に、給与水準が対 ・前項に統合。
国家公務員指数１００を上回る場合にはその適切性を厳格
に検証し、給与水準を設定しているか。国の財政支出規模
や累積欠損の状況を踏まえて適切な水準となっているか）。
（政・独委評価の視点「４人件費管理 (1)給与水準」と同
趣旨）

・法人の業務改善のための具体的なイニシアティブが認めら ・法人の業務改善のための具体的なイニシアティブが認められるか。
れるか。（政・独委評価の視点「９業務改善のための役職 （政・独委評価の視点「９業務改善のための役職員のイニシアティ
員のイニシアティブ等についての評価」） ブ等についての評価」）

・施設・設備に関する計画の実施状況はどのようなものであ ・施設の老朽化等を勘案し計画的に修繕等を行ったか。 ・文言の適正化。
ったか。

・旧雇用・能力開発機構から承継した積立金は、宿舎等業務 ・宿舎等勘定の前中期目標期間繰越積立金は、宿舎等業務に充てたか。・中期計画に基づく変更。
に充てたか。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構


